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　リーマンショックに端を発した経済危機によって、非正
規雇用が抱える潜在的なリスクがあぶり出された。非正規
雇用の増加は、わが国だけの現象ではない。先進主要国で
も労働市場柔軟化の要請とともに拡大してきた。わが国で
は、正規と非正規の格差が大きな政策課題となっている。
特集では、英国、ドイツ、フランス、オランダ、米国の欧
米５カ国の学識者が出席して２月 24 日に開かれた労働政
策フォーラムと提出されたレポートをもとに、各国におけ
る実態とその政策課題を明らかにする。そのうえで、わが
国の現状と比較することで、非正規雇用をめぐる課題をよ
り的確に認識できるだろう。
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１　

は
じ
め
に

　

英
国
で
は
、
非
正
規
雇
用
は
一
般
に
明
確

な
周
期
パ
タ
ー
ン
を
示
す
。
非
正
規
雇
用
に

関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
深
刻
な

不
況
を
背
景
に
、
学
会
や
政
府
が
、
雇
用
主

が
戦
略
的
に
従
業
員
を
「
中
核
」
と
「
周
辺
」

に
分
け
る
よ
う
に
な
っ
た
と
指
摘
し
は
じ
め

ら
れ
た
一
九
八
〇
年
代
で
あ
る
。
そ
の
後
、

二
一
世
紀
の
最
初
の
一
〇
年
は
、
雇
用
が
力

強
く
拡
大
す
る
中
、
関
心
は
、
非
正
規
雇
用

が
何
を
も
た
ら
す
か
の
ほ
か
、
そ
の
保
護
と

平
等
な
処
遇
に
移
っ
た
。
さ
ら
に
二
〇
〇
八

年
の
金
融
危
機
以
降
、
不
況
か
ら
回
復
を
見

せ
始
め
る
な
か
、
非
正
規
雇
用
が
再
び
増
加

す
る
兆
候
が
み
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
周
期
パ
タ
ー
ン
は
二
つ
の
重
要

な
論
点
を
示
唆
す
る
。
ま
ず
、
英
国
で
は
、

非
正
規
雇
用
が
構
造
的
な
拡
大
へ
移
行
す
る

証
拠
は
な
い
。
第
二
に
非
正
規
雇
用
が
持
つ

周
期
パ
タ
ー
ン
か
ら
、
二
〇
〇
八
～
九
年
の

不
況
か
ら
回
復
す
る
に
つ
れ
て
、
非
正
規
雇

用
が
一
時
的
に
増
加
す
る
可
能
性
が
高
い
。

２　

非
正
規
雇
用
の
定
義

　

非
正
規
雇
用
を
定
義
す
る
に
は
、「
正
規
」

雇
用
と
は
何
か
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。

英
国
の
正
規
雇
用
と
は
企
業
と
の
雇
用
契
約

に
基
づ
く
永
続
的
で
常
勤
の
雇
用
形
態
を
指

す
。
従
っ
て
、「
非
正
規
雇
用
」
と
は
こ
れ
か

ら
外
れ
る
雇
用
形
態
を
捉
え
る
こ
と
と
な
り
、

テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
雇
用
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
、

自
営
業
者
な
ど
を
指
す
こ
と
に
な
る
。
こ
れ

ら
の
非
正
規
雇
用
の
就
業
形
態
は
相
互
に
排

他
的
で
は
な
い
。
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
が
、

正
社
員
で
も
、
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
雇
用
で
も
、

自
営
業
者
で
も
あ
る
場
合
が
あ
る
。
ま
た
、

テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
雇
用
と
自
営
業
者
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
は
極
め
て
多
様
性
に
富
み
、
そ
の
中
に

多
く
の
契
約
形
態
を
包
含
す
る
（
有
期
契
約
、

派
遣
労
働
、
日
雇
い
、
季
節
雇
用
な
ど
）。

　

英
国
で
は
、ほ
ぼ
例
外
な
く
欧
州
連
合（
Ｅ

Ｕ
）
加
盟
国
と
し
て
の
義
務
に
基
づ
く
も
の

も
含
め
、
過
去
一
〇
年
間
に
非
正
規
雇
用
を

規
制
す
る
法
律
が
い
く
つ
か
導
入
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な

多
様
性
が
生
ま
れ
る
理
由
の
ひ
と
つ
と
し
て
、

英
国
の
雇
用
制
度
は
寛
容
的
な
ま
ま
維
持
さ

れ
て
き
た
こ
と
が
あ
る
。
英
国
は
、
米
国
に

次
い
で
、
先
進
工
業
国
の
中
で
、
正
規
と
非

正
規
に
対
す
る
雇
用
保
護
法
制
が
も
っ
と
も

緩
い
国
で
あ
る
。
雇
用
主
は
非
正
規
雇
用
の

使
用
に
つ
い
て
弁
明
す
る
必
要
は
な
い
。
ま

た
、
派
遣
社
員
の
雇
用
に
対
す
る
制
限
も
現

在
の
と
こ
ろ
何
も
な
い
た
め
、
非
正
規
労
働

者
の
立
場
を
弱
く
し
て
い
る
。

　

規
制
が
緩
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
英
国
で
は

非
正
規
雇
用
は
高
い
割
合
を
示
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
雇
用
者
は
、
非
正
規
雇
用
契

約
を
用
い
る
ま
で
も
な
く
、
正
社
員
の
雇
用

に
も
高
い
柔
軟
性
が
あ
る
た
め
、
非
正
規
だ

け
が
低
賃
金
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

　

現
在
は
、
Ｅ
Ｕ
指
令
に
従
っ
て
、
パ
ー
ト

タ
イ
ム
労
働
契
約
と
有
期
雇
用
契
約
は
フ
ル

タ
イ
ム
の
正
社
員
と
同
じ
処
遇
を
受
け
る
権

利
を
有
す
る
し
、
有
期
契
約
社
員
は
解
雇
や

整
理
解
雇
か
ら
保
護
さ
れ
る
権
利
を
放
棄
で

き
な
い
。
ま
た
、
労
働
党
内
閣
は
一
九
九
九

年
に
全
国
最
低
賃
金
法
を
導
入
し
、
さ
ら
に

全
労
働
者
に
対
し
不
当
解
雇
に
対
す
る
保
護

に
必
要
な
期
間
を
一
年
間
に
短
縮
し
た
。
た

だ
し
整
理
解
雇
手
当
て
は
今
で
も
二
年
勤
務

後
で
な
け
れ
ば
適
用
さ
れ
な
い
。
こ
う
し
た

法
改
正
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
個
人
の
権
利
を

確
保
す
る
た
め
の
労
働
者
や
組
合
代
表
の
機

能
や
雇
用
規
則
を
実
施
す
る
た
め
の
国
家
的

イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
が
限
定
さ
れ
て
い

る
と
Ｔ
Ｕ
Ｃ
（
英
国
労
働
組
合
会
議
）
は
主

張
し
て
い
る
。

　

非
正
規
雇
用
は
幅
広
い
契
約
形
態
を
対
象

と
し
て
お
り
、「
雇
用
者
」
と
「
就
業
者
」
の

区
別
を
定
め
た
法
律
の
複
雑
さ
か
ら
、
均
一

に
正
式
な
保
護
が
な
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な

く
、
正
規
・
非
正
規
の
区
分
に
ぴ
た
り
と
対

応
し
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
定
義
か
ら
外
れ

る
雇
用
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
基
本
的
な
健
康
と

安
全
に
関
す
る
保
護
以
外
の
保
護
を
享
受
で

き
な
い
自
営
業
者
で
あ
る
（
一
部
は
労
働
者

と
し
て
の
資
格
を
満
た
す
の
で
混
乱
を
き
た

す
）。

　

こ
う
し
た
英
国
雇
用
法
の
複
雑
性
は
、
乱

用
の
被
害
を
も
っ
と
も
受
け
や
す
い
テ
ン
ポ

ラ
リ
ー
雇
用
の
場
合
、
と
く
に
重
要
な
意
味

を
持
つ
。
有
期
契
約
の
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
雇
用

は
正
社
員
の
地
位
へ
の
道
に
つ
な
が
る
こ
と

が
多
い
と
い
え
る
が
、
派
遣
社
員
と
日
雇
い

の
雇
用
契
約
は
、
雇
用
保
護
が
弱
く
、
賃
金

が
低
い
こ
と
が
多
い
。

　

問
題
は
「
自
営
業
」
で
も
起
き
る
。
Ｔ
Ｕ

Ｃ
は
、
雇
用
者
が
労
働
者
に
「
偽
装
」
自
営

業
の
ス
テ
ー
タ
ス
を
受
け
入
れ
る
よ
う
強
制

す
る
ケ
ー
ス
が
多
発
し
て
い
る
証
拠
を
提
示

し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
被
雇
用
者
に
自
身
が

設
立
し
た
有
限
会
社
の
取
締
役
に
就
任
さ
せ
、

英
　
　
国

米国に次いで規制は緩いが、
非正規雇用の割合は高くない

ゲイリー・スレーター氏
（ブラッドフォード大学上級講師）



特集―欧米を中心とした非正規雇用の動向

Business Labor Trend 2011.4

4

そ
の
会
社
を
通
じ
た
サ
ー
ビ
ス
を
顧
客
が
外

注
す
る
と
い
う
形
で
行
わ
れ
る
。
彼
ら
は
顧

客
か
ら
経
済
的
に
独
立
し
て
お
ら
ず
、
自
分

の
仕
事
に
対
す
る
裁
量
権
は
な
い
。
あ
る
調

査
に
よ
れ
ば
、
低
学
歴
、
短
い
在
職
歴
と
い

う
共
通
点
が
多
く
、
平
均
年
齢
も
高
ま
っ
て

い
る
。

３　

非
正
規
雇
用
の
パ
タ
ー
ン

　

英
国
経
済
は
過
去
三
〇
年
間
、
三
度
の
大

き
な
不
況
を
経
験
し
、
高
い
変
動
性
を
示
し

て
き
た
。
高
い
変
動
性
が
長
期
に
わ
た
る
産

業
空
洞
化
を
さ
ら
に
悪
化
さ
せ
た
。
弱
い
競

争
力
と
不
安
定
な
生
産
が
相
対
的
に
も
絶
対

的
に
も
製
造
業
の
雇
用
を
減
ら
す
結
果
と
な

っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
サ
ー
ビ
ス
業
の
生

産
量
と
雇
用
は
増
加
し
て
い
る
。
一
九
九
〇

年
代
以
降
の
雇
用
増
加
の
原
動
力
は
金
融
と

事
業
向
け
サ
ー
ビ
ス
の
セ
ク
タ
ー
だ
っ
た
。

流
通
、
ケ
ー
タ
リ
ン
グ
、
ホ
テ
ル
業
、
そ
の

他
サ
ー
ビ
ス
も
一
定
の
寄
与
を
し
た
が
、
一

九
九
七
年
以
降
、
行
政
、
健
康
・
教
育
な
ど

の
公
共
部
門
が
、
そ
れ
よ
り
ず
っ
と
大
き
な

貢
献
を
し
た
。
ま
た
、
こ
の
一
〇
年
の
不
動

産
ブ
ー
ム
を
反
映
し
て
、
〇
八
年
ま
で
建
設

業
界
の
雇
用
も
着
実
に
伸
び
て
い
た
。

　

非
正
規
雇
用
が
拡
大
し
た
の
に
は
、
こ
の

よ
う
な
背
景
が
あ
っ
た
。
主
要
な
動
向
を
図

１
に
示
し
た
。

動
向
は
明
確

で
あ
る
。
近

年
の
不
況
と

回
復
の
遅
れ
に
よ
っ
て
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

が
着
実
に
増
加
し
、
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
雇
用
に

は
何
ら
の
構
造
的
傾
向
は
み
ら
れ
ず
（
た
だ

し
周
期
的
な
変
動
が
み
ら
れ
る
）、
自
営
業

者
は
比
較
的
安
定
的
に
推
移
し
て
い
る
。
と

は
い
え
、
性
別
で
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

に
占
め
る
男
性
比
率
の
上
昇
傾
向
が
示
唆
さ

れ
る
。
英
国
で
は
、
緩
慢
な
が
ら
、
正
規
雇

用
か
ら
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
を
主
体
と
し
た

非
正
規
雇
用
へ
の
移
行
が
進
展
し
て
い
る
と

い
う
図
式
が
み
え
る
。

（
１
）
テ
ン
ポ

ラ
リ
ー
雇
用

　

テ
ン
ポ
ラ
リ

ー
雇
用
の
動
き

は
極
め
て
周
期

的
で
あ
る
。
テ

ン
ポ
ラ
リ
ー
雇

用
の
雇
用
者
数

は
一
九
九
七
年

に
約
一
七
〇
万

人
（
全
雇
用
数

の
約
七
％
）
で

ピ
ー
ク
に
達
し

た
。
こ
れ
以
降
、

減
少
傾
向
は
二

〇
〇
九
年
か
ら

反
転
し
、
企
業

業
績
が
不
安
定

化
す
る
中
で
、

と
く
に
有
期
契

約
、
日
雇
い
、

派
遣
労
働
者
で

上
昇
パ
タ
ー
ン

が
繰
り
返
さ
れ

つ
つ
あ
る
。

　

テ
ン
ポ
ラ
リ

ー
雇
用
の
タ
イ
プ
別
の
分
類
は
、
政
府
の
労

働
力
調
査
（
Ｌ
Ｆ
Ｓ
）
に
基
づ
い
て
い
る
。

同
調
査
は
、
被
雇
用
者
の
仕
事
が
臨
時
的
で

あ
る
理
由
を
、
有
期
契
約
、
派
遣
労
働
、
日

雇
い
、
季
節
労
働
、
そ
の
他
の
理
由
の
い
ず

れ
か
と
し
て
特
定
し
て
い
る
（
図
２
）。
テ

ン
ポ
ラ
リ
ー
雇
用
の
減
少
は
、
有
期
契
約
労

働
者
の
減
少
が
主
な
理
由
で
あ
る
。
一
方
、

派
遣
労
働
は
引
き
続
き
増
加
し
て
お
り
、
〇

八
年
の
金
融
危
機
以
降
、
そ
の
傾
向
が
顕
著

と
な
っ
て
い
る
。

　

も
っ
と
も
目
を
引
く
の
は
、
一
九
八
〇
年

代
に
始
ま
る
公
的
セ
ク
タ
ー
、
と
り
わ
け
医

療
・
教
育
で
の
短
期
有
期
契
約
の
増
加
で
あ

る
。
民
間
セ
ク
タ
ー
で
は
、
一
九
八
〇
年
代

初
頭
以
降
、
低
い
ベ
ー
ス
か
ら
始
ま
っ
た
と

は
い
え
、
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
雇
用
が
ほ
と
ん
ど

の
セ
ク
タ
ー
で
増
加
し
た
。ま
た
か
つ
て「
終

身
雇
用
」
と
い
う
特
徴
を
持
っ
て
い
た
銀
行

や
金
融
な
ど
の
産
業
で
も
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
雇

用
が
初
め
て
根
付
い
た
。

　

産
業
ご
と
の
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
雇
用
の
割
合

を
み
る
と
、
そ
の
構
成
は
、
周
期
的
で
あ
る

と
同
時
に
構
造
的
な
傾
向
を
示
す
。
周
期
的

な
傾
向
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
被
用
者
に
占

め
る
製
造
業
の
シ
ェ
ア
が
一
九
九
〇
年
代
半

ば
の
景
気
回
復
を
受
け
て
急
激
に
増
加
し
て

い
る
。
長
期
的
動
向
と
し
て
は
、
近
年
の
総

雇
用
数
の
増
加
を
牽
引
し
た
主
要
セ
ク
タ
ー

で
あ
る
銀
行
、
金
融
、
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
シ

ェ
ア
が
小
幅
と
は
い
え
着
実
に
拡
大
し
て
い

る
。
行
政
、
教
育
、
医
療
の
シ
ェ
ア
の
拡
大

は
、
と
く
に
二
〇
〇
〇
年
以
降
、
財
政
支
出

の
拡
大
を
受
け
て
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
雇
用
が
増

加
し
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
。

　

職
種
別
に
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
雇
用
を
み
る
と
、

高
い
技
術
を
要
す
る
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル

な
仕
事
と
低
い
技
術
で
よ
い
初
歩
的
な
仕
事

図１　被用者および自営業者の形態別比率の推移（1992-2010年）

資料出所：イギリス統計局データの著者による分析

図２　テンポラリー被用者数の形態別推移（1992-2010年）

資料出所：複数年の労働力調査データにもとづく著者の分析
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（
初
歩
的
な
仕
事
）
の
両
方
に
偏
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
多
く
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
な

テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
雇
用
は
公
共
部
門
（
看
護
士
、

教
師
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ワ
ー
カ
ー
）
に
集
中

し
、
清
掃
人
、
店
舗
の
棚
の
補
充
係
、
ガ
ー

ド
マ
ン
と
い
っ
た
初
歩
的
な
仕
事
は
幅
広
い

産
業
に
分
散
し
て
い
る
。
個
人
向
け
サ
ー
ビ

ス
業
務
も
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
雇
用
に
依
存
す
る

割
合
が
高
い
。
業
務
は
公
共
、
民
間
を
問
わ

ず
、
低
賃
金
、
低
生
産
性
セ
ク
タ
ー
に
幅
広

く
分
散
し
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
に
増
加
傾

向
に
あ
る
。
こ
の
仕
事
に
は
、
准
看
護
師
、

保
育
、
介
護
、
授
業
助
手
、
旅
行
・
レ
ジ
ャ

ー
関
係
接
客
、
ヘ
ア
ド
レ
ッ
サ
ー
、
美
容
師
、

家
政
婦
な
ど
が
含
ま
れ
る
。

　

テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
雇
用
に
は
若
年
者
が
多
く
、

三
〇
歳
以
下
の
派
遣
労
働
や
季
節
的
労
働
者
、

日
雇
い
の
比
率
が
高
い
。
ま
た
非
白
人
の
割

合
も
高
く
、
派
遣
労
働
者
は
最
近
の
移
民
、

特
に
Ｅ
Ｕ
新
規
加
盟
国
か
ら
来
た
人
た
ち
が

占
め
る
割
合
が
高
い
。
ま
た
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー

雇
用
の
労
働
者
は
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
割
合
が

高
く
な
る
傾
向
が
あ
る
。
パ
ー
ト
の
割
合
は
、

常
勤
労
働
者
が
二
四
％
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

派
遣
労
働
者
が
三
〇
％
、
有
期
被
雇
用
者
が

三
七
％
、
季
節
的
労
働
と
日
雇
い
が
八
三
％
、

そ
の
他
の
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
雇
用
が
五
五
％
と

な
っ
て
い
る
。

　

英
国
の
職
場
で
は
過
去
一
〇
年
間
、
テ
ン

ポ
ラ
リ
ー
雇
用
の
労
働
者
の
雇
用
状
況
に
大

幅
な
変
化
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
二
〇
〇
四

年
、
三
〇
％
の
職
場
が
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
雇
用

者
を
抱
え
て
お
り
、
一
九
九
八
年
の
同
種
の

調
査
結
果
の
三
二
％
か
ら
そ
れ
ほ
ど
変
わ
っ

て
い
な
い
。
派
遣
会
社
の
使
用
は
有
期
契
約

ほ
ど
に
は
普
及
し
て
い
な
い
。
全
職
場
の
一

七
％
が
何
ら
か
の
派
遣
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し

て
い
る
が
、
こ
の
数
字
は
一
九
九
八
年
か
ら

変
化
し
て
い
な
い
。

（
２
）
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

　

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
増
加
傾
向
は
長
期

に
わ
た
っ
て
い
る
。
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の

定
義
は
一
般
に
週
三
〇
時
間
以
下
の
勤
務
時

間
の
労
働
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
一
九
七
一

年
に
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
で
働
く
労
働
者
は

六
人
に
一
人
だ
っ
た
が
、
二
〇
〇
九
年
ま
で

に
、
四
人
に
一
人
に
上
昇
し
た
。
パ
ー
ト
タ

イ
ム
労
働
は
性
別
が
偏
っ
た
ま
ま
で
、
男
性

は
一
三
％
に
と
ど
ま
る
が
、
女
性
は
四
三
％

で
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
に
占
め
る
女
子

の
割
合
は
七
五
％
に
達
す
る
。
二
〇
〇
四
年

ま
で
に
八
三
％
の
職
場
で
パ
ー
ト
タ
イ
ム
が

雇
用
さ
れ
て
お
り
、
三
〇
％
の
職
場
で
、
パ

ー
ト
タ
イ
ム
が
多
数
を
占
め
て
い
る
。
パ
ー

ト
タ
イ
ム
は
圧
倒
的
に
女
性
で
占
め
ら
れ
、

ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
給
料
は
低
く
、
高
い
ス

キ
ル
を
求
め
ら
れ
ず
、
雇
用
は
不
安
定
と
な

る
。
そ
の
う
え
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
約
半
分

が
、
週
労
働
時
間
一
六
時
間
未
満
の
「
中
途

半
端
な
」
仕
事
に
就
い
て
い
る
。

　

産
業
別
に
み
る
と
、
卸
・
小
売
り
、
ホ
テ

ル
、
ケ
ー
タ
リ
ン
グ
で
割
合
が
高
く
、
労
働

力
の
半
分
近
く
を
パ
ー
ト
タ
イ
ム
が
占
め
る
。

公
共
セ
ク
タ
ー
で
は
、
地
域
奉
仕
、
健
康
、

教
育
の
分
野
が
も
っ
と
も
パ
ー
ト
タ
イ
ム
比

率
が
高
い
。

　

職
業
別
に
み
る
と
、
事
務
職
、
個
人
向
け

サ
ー
ビ
ス
、
初
歩
的
業
務
に
パ
ー
ト
タ
イ
ム

労
働
が
集
中
し
て
い
る
。
女
性
労
働
者
が
圧

倒
的
部
分
を
占
め
る
と
は
い
え
、
性
別
分
布

は
職
業
に
よ
っ
て
大
き
く
変
わ
る
。

　

男
性
の
場
合
、
販
売
、
顧
客
サ
ー
ビ
ス
、

初
歩
的
業
務
（
簡
単
な
小
売
り
業
務
、
清
掃
、

警
備
業
務
な
ど
）
に
集
中
し
て
い
る
。
女
性

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
職
業
パ
タ
ー
ン
は

や
や
異
な
り
、
販
売
や
初
歩
的
業
務
の
他
に
、

事
務
職
、
対
個
人
サ
ー
ビ
ス
へ
の
集
中
が
み

ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
職
業
と
そ
の
関
連
産
業

の
継
続
的
成
長
が
、
英
国
労
働
市
場
全
体
で

の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
比
率
の
緩
慢
だ
が
継

続
的
な
増
加
を
支
え
て
い
る
。

（
３
）
自
営
業
者

　

自
営
業
者
の
絶
対
数
は
比
較
的
変
化
が
少

な
い
。
業
種
別
分
布
を
み
る
と
、
建
設
と
銀

行
、
金
融
と
保
険
が
全
体
の
ほ
ぼ
半
分
を
占

め
る
。
農
業
と
漁
業
で
も
、
自
営
業
者
が
占

め
る
割
合
が
、
被
雇
用
者
を
大
き
く
上
回
っ

て
い
る
。 

　

自
営
業
者
の
職
業
別
分
布
は
、
専
門
的
職

業
に
高
度
に
集
中
し
て
い
る
。
こ
れ
は
建
設

業
や
経
営
職
と
専
門
職
で
は
熟
練
し
た
ス
キ

ル
を
要
す
る
仕
事
の
割
合
が
高
い
こ
と
を
反

映
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
銀
行
お
よ
び
金
融

業
、
行
政
、
健
康
、
教
育
に
お
け
る
自
営
業

の
比
率
の
高
さ
が
影
響
し
て
い
る
。
ま
た
、

プ
ラ
ン
ト
や
プ
ロ
セ
ス
の
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
の

仕
事
の
比
率
が
高
く
、
タ
ク
シ
ー
運
転
手
や

貨
物
用
自
動
車
運
転
手
の
多
く
が
自
営
業
の

形
を
と
っ
て
い
る
。

（
４
）
さ
ま
ざ
ま
な
動
向

　

こ
れ
ら
の
動
向
に
つ
い
て
、
政
府
の
委
託

を
受
け
て
作
成
さ
れ
たR

ajan et al. 
（1997
）
の
レ
ポ
ー
ト
が
あ
る
。
同
レ
ポ

ー
ト
は
、
非
正
規
被
雇
用
者
の
増
加
は
、
雇

用
主
側
に
と
っ
て
の
コ
ス
ト
削
減
、
労
働
者

側
に
と
っ
て
の
柔
軟
性
と
い
う
双
方
に
と
っ

て
の
メ
リ
ッ
ト
に
起
因
し
て
い
る
と
指
摘
す

る
。
そ
の
意
味
で
は
、
非
正
規
雇
用
の
活
用

の
高
ま
り
は
、
技
術
や
顧
客
ニ
ー
ズ
、
労
働

者
の
要
求
の
急
激
な
変
化
に
対
応
す
る
企
業

経
営
の
大
き
な
流
れ
の
一
環
と
い
っ
て
よ
い
。

本
質
的
に
需
要
と
供
給
の
問
題
で
あ
る
。
労

働
組
合
の
立
場
か
ら
は
、
非
正
規
雇
用
の
増

加
は
、
と
く
に
派
遣
社
員
と
自
営
業
者
を
用

い
る
こ
と
で
雇
用
主
が
労
働
コ
ス
ト
と
使
用

者
責
任
を
免
れ
る
の
を
許
す
労
働
法
制
の
欠

陥
の
問
題
と
分
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

こ
の
問
題
は
、（
労
働
条
件
が
劣
悪
に
な
り

が
ち
な
）
小
企
業
が
雇
用
吸
収
に
果
た
す
役

割
の
重
要
性
が
高
ま
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
、

民
間
も
公
共
部
門
も
ま
す
ま
す
下
請
け
を
使

う
割
合
が
大
き
く
な
り
、企
業
の
サ
プ
ラ
イ
・

チ
ェ
ー
ン
が
長
く
な
る
こ
と
で
悪
化
し
て
い

る
と
い
わ
れ
る
。
下
請
け
業
者
は
、
し
ば
し

ば
非
正
規
雇
用
労
働
者
、と
く
に
派
遣
や「
偽

装
」
請
負
の
自
営
業
者
の
活
用
を
考
え
る
。

４　

正
社
員
へ
の
移
行

　

英
国
で
は
ど
の
程
度
、
非
正
規
雇
用
が
正

社
員
へ
の
橋
渡
し
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る

だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
答
え
る
に
は
、
検
討
す

べ
き
問
題
が
数
多
く
あ
る
。
ま
ず
、
雇
用
主

が
非
正
規
雇
用
契
約
を「
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
」

装
置
と
し
て
用
い
て
い
る
証
拠
が
あ
る
か
ど

う
か
を
検
討
す
る
。
次
に
、
労
働
者
は
自
ら

望
ん
で
非
正
規
雇
用
を
選
ん
で
い
る
か
な
ど
、

労
働
者
が
非
正
規
雇
用
の
状
況
に
あ
る
理
由

を
検
討
し
、
最
後
に
、
非
正
規
雇
用
か
ら
正

規
雇
用
へ
の
移
行
度
合
い
を
検
討
す
る
。

（
１
）
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
装
置
と
し
て
の
非

正
規
雇
用
契
約 

　

英
国
の
雇
用
主
は
正
社
員
を
選
別
す
る
た

め
の
装
置
と
し
て
、
非
正
規
雇
用
者
を
使
用

し
て
い
る
こ
と
を
、
こ
れ
ま
で
行
わ
れ
た
幅

広
い
研
究
は
示
唆
し
て
い
る
。W

hite et 
al.

（2004

）
の
調
査
は
、
日
雇
い
、
テ
ン

ポ
ラ
リ
ー
雇
用
契
約
、
派
遣
契
約
が
永
続
雇

用
契
約
の
つ
な
ぎ
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合



特集―欧米を中心とした非正規雇用の動向

Business Labor Trend 2011.4

6

が
あ
る
と
の
結
論
を
導
い
て
い
る
。

G
rim

shaw
 et al.

（2001

）
は
、
非
正
規

雇
用
契
約
を
用
い
る
雇
用
主
に
つ
い
て
ケ
ー

ス
・
ス
タ
デ
ィ
を
行
い
、
す
べ
て
の
雇
用
主

が
試
用
労
働
者
に
派
遣
契
約
を
用
い
て
い
る

と
報
告
し
て
い
る
。F

orde

（2001

）
は
、

英
国
で
二
分
野
の
職
業
紹
介
会
社
八
社
に
つ

い
て
調
査
を
行
い
、
そ
の
う
ち
の
七
社
が
正

式
に
「
臨
時
社
員
か
ら
正
社
員
へ
の
ス
キ
ー

ム
」
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　

こ
の
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
の
結
果
は
、
全

国
調
査
の
結
論
、
と
く
に
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
雇

用
契
約
に
関
す
る
結
論
に
も
反
映
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
こ
の
機
能
の
量
的
な
有
意
性

は
限
定
的
な
よ
う
に
み
え
る
。
二
〇
〇
四
年

の
「
職
場
に
お
け
る
雇
用
関
係
の
調
査
」

（W
E

R
S

2004

）
で
は
、
有
期
雇
用
の
契

約
社
員
を
使
用
す
る
組
織
の
一
六
％
（
全
組

織
の
四
％
に
相
当
）
が
、
永
続
雇
用
契
約
の

ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
手
段
と
し
て
有
期
雇
用
契

約
を
用
い
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
有
期
雇

用
契
約
を
用
い
る
企
業
が
四
番
目
に
重
要
な

理
由
と
し
て
あ
げ
た
理
由
だ
っ
た
（
そ
れ
よ

り
重
要
な
理
由
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
三
つ
の

理
由
は
、
一
時
的
な
労
働
需
要
を
満
た
す
た

め
、
長
期
休
暇
を
カ
バ
ー
す
る
た
め
、
特
別

な
ス
キ
ル
を
確
保
す
る
た
め
だ
っ
た
）

（K
ersley et al., 2005

）。

（
２
） 

非
正
規
雇
用
は
被
雇
用
者
自
ら
の
意

志
に
基
づ
く
も
の
か
？

　

Ｌ
Ｆ
Ｓ
は
一
九
九
二
年
以
降
、
被
雇
用
者

が
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
雇
用
あ
る
い
は
パ
ー
ト
タ

イ
ム
労
働
の
仕
事
を
受
け
入
れ
る
理
由
に
関

す
る
デ
ー
タ
を
提
示
し
て
き
た
。
ま
ず
、
テ

ン
ポ
ラ
リ
ー
雇
用
に
関
し
て
、
自
分
は
正
社

員
で
は
な
い
と
申
告
し
た
回
答
者
に
、
テ
ン

ポ
ラ
リ
ー
雇
用
の
仕
事
を
引
き
受
け
た
理
由

の
オ
プ
シ
ョ
ン
と
し
て
、
正
社
員
の
口
を
見

つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
（
し
ば
し
ば
「
非

自
発
的
臨
時
被
雇
用
者
」
と
呼
ば
れ
る
）
と
、

正
社
員
を
望
ま
な
い
か
ら
（
通
常
「
自
発
的

臨
時
被
雇
用
者
」
と
呼
ば
れ
る
）
の
二
つ
を

聞
い
た
。 

　

そ
の
結
果
、
非
自
発
的
な
臨
時
労
働
者
の

比
率
は
、
一
九
九
〇
年
か
ら
一
九
九
一
年
に

か
け
て
の
不
況
時
の
雇
用
の
純
増
の
相
当
部

分
が
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
雇
用
の
増
加
で
説
明
さ

れ
る
事
実
を
反
映
し
て
、
一
九
九
五
年
を
ピ

ー
ク
と
し
た
明
確
な
周
期
パ
タ
ー
ン
を
示
し

て
い
る
。
正
社
員
の
職
を
見
つ
け
ら
れ
な
い

テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
労
働
者
と
正
社
員
の
地
位
を

望
ま
な
い
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
労
働
者
の
比
率
の

差
は
一
九
九
〇
年
代
後
半
に
労
働
市
場
が
タ

イ
ト
に
な
る
に
つ
れ
て
縮
ま
っ
て
い
る
。
二

〇
〇
〇
年
か
ら
〇
七
年
の
期
間
は
、
経
済
状

況
が
比
較
的
堅
調
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
非
自

発
的
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
労
働
者
の
比
率
は
約
二

五
％
で
極
め
て
安
定
的
に
推
移
す
る
一
方
、

自
発
的
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
労
働
者
の
比
率
は
一

貫
し
て
高
止
ま
り
し
た
（
約
三
〇
％
）。
〇

七
年
以
降
、
経
済
不
況
が
深
ま
る
中
で
、
非

自
発
的
労
働
者
の
比
率
が
急
激
に
上
昇
し
、

三
六
％
に
ま
で
達
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
パ
タ
ー
ン
は
、
性
別
内
訳
で

も
観
察
さ
れ
る
。
男
性
は
女
性
よ
り
も
、
正

社
員
の
口
が
み
つ
か
ら
な
い
た
め
テ
ン
ポ
ラ

リ
ー
労
働
者
の
身
分
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と

回
答
す
る
傾
向
が
あ
る
一
方
、
女
性
は
男
性

よ
り
も
正
社
員
の
地
位
を
望
ま
な
い
た
め
テ

ン
ポ
ラ
リ
ー
労
働
者
の
身
分
に
と
ど
ま
っ
て

い
る
と
回
答
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
最
新

の
Ｌ
Ｆ
Ｓ
デ
ー
タ（
二
〇
一
〇
年
八
―
九
月
）

で
そ
の
比
率
を
み
る
と
、
男
性
の
四
二
％
が

正
社
員
の
口
を
見
つ
け
ら
れ
ず
（
女
性
は
三

四
％
）、
二
〇
％
が
正
社
員
の
地
位
を
望
ん

で
い
な
い
（
女
性
は
二
六
％
）。
九
〇
年
代

か
ら
こ
れ
ま
で
を
通
じ
て
、
自
発
的
と
分
類

さ
れ
る
男
性
の
臨
時
労
働
者
の
比
率
は
三
分

の
一
に
満
た
な
い
。
一
方
、
女
性
の
場
合
、

対
応
す
る
数
値
が
四
〇
％
を
超
え
た
こ
と
は

こ
れ
ま
で
に
な
い
。
こ
こ
か
ら
導
か
れ
る
結

論
は
、
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
労
働
者
の
大
半
は
こ

の
勤
務
形
態
を
自
ら
積
極
的
に
選
ん
で
い
な

い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
非
自
発
的
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

の
比
率
が
低
い
か
ら
と
い
っ
て
、
労
働
者
が

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
を
「
選
ん
で
い
る
」
と

い
う
証
拠
に
は
必
ず
し
も
な
ら
な
い
。
英
国

で
は
、
他
の
多
く
の
欧
州
諸
国
と
比
べ
て
、

母
親
の
就
業
に
対
す
る
政
策
面
の
支
援
が
少

な
い
の
で
、
女
性
は
職
業
選
択
の
制
約
を
受

け
が
ち
で
あ
る
。
職
場
復
帰
す
る
女
性
は
、

選
択
の
余
地
が
狭
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
パ

ー
ト
タ
イ
ム
を
選
択
す
る
こ
と
が
多
い
と

T
om

linson et al. 

（2008

）
は
主
張
し
て

い
る
。

　

自
営
業
者
を
選
ん
だ
こ
の
期
間
の
も
っ
と

も
一
般
的
な
理
由
は
、
独
立
性
の
確
保
（
三

一
％
）、
職
業
の
性
格
（
二
二
％
）、
追
加
収

入
（
一
三
％
）、
機
会
の
発
生
（
一
三
％
）

と
な
っ
て
お
り
、
男
性
の
「
非
自
発
的
な
」

自
営
業
者
の
比
率
は
、
女
性
よ
り
も
著
し
く

高
い
が
、男
性
の
場
合
、依
然
「
積
極
的
な
」

理
由
が
大
半
を
占
め
て
い
る
。
し
か
し
、
労

働
市
場
の
緩
和
期
で
あ
れ
ば
、
事
情
は
ま
っ

た
く
違
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
実
際
、

近
年
、
労
働
者
が
常
勤
の
勤
務
先
を
失
っ
た

後
、「
や
む
を
得
な
く
」
自
営
（
と
パ
ー
ト
タ

イ
ム
）
の
道
を
選
ん
で
い
る
例
が
増
え
て
い

る
こ
と
を
示
す
証
拠
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
（P

ersonnel T
oday, 2010

）。

（
３
）
正
社
員
へ
の
移
行
の
頻
度 

　

自
発
的
に
で
は
な
く
非
正
規
雇
用
の
道
を

選
ん
だ
人
々
が
正
社
員
の
地
位
に
ど
の
程
度

の
割
合
で
移
行
で
き
た
か
を
検
討
す
る
た
め

の
系
統
的
で
一
般
化
で
き
る
デ
ー
タ
は
な
い
。

　

し
か
し
、B

ritish H
ousehold P

anel 
S

urvey

（
Ｂ
Ｈ
Ｐ
Ｓ
）
の
デ
ー
タ
を
用
い
て
、

テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
雇
用
を
終
え
た
後
の
労
働
者

の
行
方
を
詳
細
に
観
察
し
た
と
こ
ろ
、
男
性

の
七
一
％
、
女
性
の
七
三
％
が
同
じ
雇
用
主

の
下
で
他
の
仕
事
に
就
い
て
い
る
。
新
た
な

仕
事
が
非
正
規
雇
用
の
ま
ま
の
ケ
ー
ス
も
あ

る
が
、
季
節
的
労
働
や
日
雇
い
の
う
ち
、
男

性
二
八
％
、
女
性
三
四
％
が
正
社
員
の
地
位

に
移
行
し
て
い
る
。
移
行
前
の
季
節
的
・
日

雇
い
雇
用
の
平
均
期
間
は
男
性
で
一
八
カ
月
、

女
性
で
二
六
カ
月
だ
っ
た
。
有
期
雇
用
契
約

の
労
働
者
の
場
合
、
男
性
の
三
八
％
、
女
性

の
三
六
％
が
正
社
員
の
地
位
に
移
行
す
る
と

い
う
さ
ら
に
良
好
な
結
果
が
観
察
さ
れ
て
い

る
。
正
社
員
に
移
行
す
る
前
の
有
期
雇
用
契

約
の
平
均
期
間
は
、
男
性
が
三
年
、
女
性
が

三
・
五
年
だ
っ
た
。

　

F
orde and S

later 

（2002, 2005

）
は
、

一
九
九
〇
年
代
の
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
雇
用
か
ら

の
流
出
に
関
す
る
Ｌ
Ｆ
Ｓ
の
デ
ー
タ
を
分
析

し
て
い
る
。
同
調
査
の
パ
ネ
ル
要
素
を
用
い

て
、
一
二
カ
月
間
の
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
雇
用
か

ら
の
移
行
を
調
査
し
て
い
る
。
予
想
さ
れ
た

通
り
、
過
去
一
年
間
、
雇
用
（
テ
ン
ポ
ラ
リ

ー
雇
用
と
正
社
員
の
い
ず
れ
か
）
に
と
ど
ま

る
比
率
は
一
九
九
二
年
の
七
八
％
か
ら
一
九

九
七
年
に
は
八
四
％
に
着
実
に
上
昇
し
て
お

り
、
そ
れ
に
対
応
し
て
失
業
に
移
行
す
る
比

率
は
低
下
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
一
九
九

九
年
ま
で
に
は
、
数
年
に
わ
た
っ
た
労
働
市

場
の
回
復
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
年
後
も
雇

用
さ
れ
て
い
た
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
雇
用
労
働
者
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の
う
ち
、
半
分
は
臨
時
雇
用
の
状
態
に
と
ど

ま
る
と
い
う
状
況
に
変
化
は
な
か
っ
た
。
一

九
九
〇
年
代
を
通
し
て
、
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
雇

用
の
労
働
者
が
有
職
の
ま
ま
と
ど
ま
る
傾
向

は
強
ま
っ
た
が
、
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
雇
用
の
ま

ま
に
と
ど
ま
る
可
能
性
も
同
様
に
高
ま
っ
た
。

　

F
orde and S

later 

（2002

）
は
さ
ら
に
、

Ｌ
Ｆ
Ｓ
パ
ネ
ル
を
用
い
て
雇
用
、
失
業
、
非

労
働
力
へ
の
年
間
の
移
行
率
を
分
析
し
て
、

自
営
業
者
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
、
さ
ま
ざ

ま
な
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
雇
用
形
態
の
間
の
雇
用

安
定
性
の
違
い
を
み
た
。
す
る
と
、
フ
ル
タ

イ
ム
の
正
社
員
が
も
っ
と
も
高
い
一
年
後
継

続
雇
用
率
を
示
し
て
お
り
、
自
営
業
者
が
そ

れ
に
僅
差
で
続
い
て
い
る
。
有
期
雇
用
契
約

と
パ
ー
ト
タ
イ
ム
雇
用
契
約
の
労
働
者
も
一

年
後
雇
用
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
可
能
性
は
極

め
て
高
い
。
派
遣
労
働
者
は
失
業
に
移
行
す

る
者
が
多
く
、
雇
用
率
は
ほ
と
ん
ど
の
他
の

形
態
の
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
雇
用
よ
り
も
か
な
り

低
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
の
結
果
は

驚
き
に
値
し
な
い
。

　

と
い
う
の
も
、
派
遣
会
社
は
、
顧
客
企
業

の
需
要
に
直
ち
に
応
え
る
た
め
に
、「
台
帳
」

上
、
常
に
余
剰
人
員
を
抱
え
る
の
で
、
多
く

の
人
員
を
不
完
全
雇
用
の
状
態
に
置
く
か
ら

で
あ
る
（F

orde, 2001

）。
複
数
の
人
材
派

遣
会
社
に
登
録
す
る
こ
と
で
不
完
全
雇
用
の

機
会
は
小
さ
く
な
る
が
、
派
遣
先
の
不
足
に

よ
る
リ
ス
ト
か
ら
の
削
除
に
結
び
つ
き
や
す

く
、
派
遣
会
社
の
仕
事
を
不
完
全
で
不
安
定

な
も
の
に
す
る
。
余
剰
労
働
の
ス
ト
ッ
ク
を

抱
え
な
が
ら
変
動
す
る
顧
客
企
業
の
需
要
に

対
応
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
失
業
へ
の
移
行
を

促
進
す
る
結
果
を
生
む
可
能
性
が
あ
る
。

　

パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
正
社
員
の
雇
用
維
持
率

は
、
日
雇
い
と
派
遣
に
次
い
で
二
番
目
に
低

い
。
し
か
し
、
そ
の
多
く
は
失
業
に
移
行
す

る
の
で
は
な
く
、
完
全
に
労
働
市
場
を
去
る
。

こ
の
事
実
は
、
英
国
に
お
け
る
パ
ー
ト
タ
イ

ム
労
働
に
占
め
る
女
性
の
比
率
の
高
さ
、
そ

れ
に
前
述
し
た
手
頃
な
保
育
施
設
の
不
足
に

よ
る
仕
事
と
家
事
の
両
立
の
困
難
さ
と
整
合

が
と
れ
て
い
る
（G

regory and C
onnolly, 

2008

）。

　

T
aylor

（2004

）
は
、
自
営
業
者
か
ら

の
移
行
に
つ
い
て
さ
ら
に
詳
し
く
論
述
し
て

い
る
。
一
九
九
一
年
か
ら
二
〇
〇
一
年
の
期

間
の
Ｂ
Ｈ
Ｐ
Ｓ
の
デ
ー
タ
を
用
い
た
分
析
の

結
果
、
一
年
後
に
男
性
自
営
業
者
の
八
七
％

が
自
営
業
に
と
ど
ま
り
（
女
性
は
七
七
％
）、

九
％
が
雇
用
さ
れ
（
女
性
は
一
四
％
）、
二

％
が
失
業
し
（
女
性
は
一
％
）、
二
％
が
就

職
活
動
を
停
止
し
て
い
る
（
女
性
は
九
％
）

こ
と
が
分
か
っ
た
。

５　

非
正
規
労
働
者
に
対
す
る 

　
　

平
等
な
待
遇

　
「
悪
い
雇
用
」
と
は
、
低
賃
金
、
疾
病
手

当
金
が
な
い
、（
国
民
年
金
の
他
に
）
年
金
が

な
い
、
あ
る
い
は
昇
進
機
会
の
あ
る
内
部
労

働
市
場
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
、
の
う

ち
の
少
な
く
と
も
一
つ
の
特
徴
を
有
す
る
雇

用
と
定
義
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。M

cG
overn 

et al. 

（2004

）
に
よ
る
、
非
正
規
雇
用
に

関
す
る
全
国
的
な
デ
ー
タ
を
用
い
た
調
査
で

は
、英
国
の
被
雇
用
者
の
四
分
の
一
以
上（
二

八
・
九
％
）
が
低
賃
金
で
、
三
分
一
超
が
年

金
を
受
け
ら
れ
ず
（
三
六
・
七
％
）、
同
程

度
が
疾
病
手
当
を
受
け
る
権
利
を
持
た
ず

（
三
六
・
一
％
）、
半
数
（
五
一
・
一
％
）

が
昇
進
の
階
段
を
昇
る
機
会
が
与
え
ら
れ
な

い
職
業
に
就
い
て
い
る
。
こ
の
特
徴
に
当
て

は
ま
る
「
悪
い
雇
用
」
に
従
事
し
て
い
な
い

英
国
の
労
働
者
は
四
人
に
一
人
（
二
七
・
九

％
）
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
正
社
員
に
比
べ

る
と
、
非
正
規
雇
用
は
「
悪
い
雇
用
」
に
当

て
は
ま
る
ケ
ー
ス
が
多
く
な
る
。

　

テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
雇
用
（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
と

フ
ル
タ
イ
ム
の
両
方
）が
も
っ
と
も「
悪
い
」

雇
用
の
特
徴
を
持
つ
率
が
高
く
、
パ
ー
ト
タ

イ
ム
は
全
般
に
対
応
す
る
フ
ル
タ
イ
ム
の
仕

事
よ
り
も
「
悪
い
」。
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
雇
用

と
有
期
雇
用
は
、
フ
ル
タ
イ
ム
の
正
規
雇
用

と
の
比
較
で
、
疾
病
手
当
と
個
人
年
金
の
面

で
と
く
に
見
劣
り
す
る
。
か
と
い
っ
て
、
そ

れ
は
必
ず
し
も
「
悪
い
」
雇
用
の
特
徴
が
非

正
規
雇
用
の
専
売
特
許
で
あ
る
こ
と
を
意
味

し
な
い
。
事
実
、
英
国
で
は
正
規
雇
用
の
多

く
で
も
こ
の
面
で
見
劣
り
す
る
。

（
１
）
賃
金 

　

非
正
規
雇
用
は
低
賃
金
を
余
儀
な
く
さ
れ

る
と
広
く
想
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う

な
証
拠
は
存
在
す
る
だ
ろ
う
か
。
Ｌ
Ｆ
Ｓ
に

も
と
づ
い
てF

orde et al. 

（2008

）
が
作

成
し
た
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
雇
用
に
関
す
る
比
較

可
能
な
デ
ー
タ
が
あ
る
。
全
体
的
に
、
ど
の

形
態
の
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
雇
用
も
正
社
員
よ
り

賃
金
が
著
し
く
低
い
。
た
と
え
ば
、
正
社
員

と
派
遣
労
働
者
の
時
間
当
た
り
賃
金
の
差
の

平
均
は
一
時
間
当
た
り
三
・
六
七
ポ
ン
ド（
三

二
％
の
格
差
）
で
あ
る
。
有
期
雇
用
契
約
を

除
い
て
、
賃
金
格
差
は
明
確
に
統
計
的
に
有

意
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
絶
対
的
な
賃
金
差
に
注
目
す
る

だ
け
で
は
十
分
で
な
い
。
賃
金
格
差
の
原
因

の
一
部
は
、
資
格
、
年
齢
、
経
験
年
数
、
業

種
な
ど
、
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
雇
用
と
正
社
員
の

特
徴
の
違
い
に
起
因
す
る
。
こ
れ
ら
を
考
慮

し
た
分
析
結
果
に
よ
る
と
、
正
社
員
と
の
格

差
は
縮
小
し
て
い
る
が
、
派
遣
労
働
の
平
均

時
間
当
た
り
賃
金
の
格
差
は
一
〇
％
の
ま
ま

で
あ
る
（
男
性
は
一
二
％
、
女
性
は
六
％
）。

そ
れ
に
対
し
、（
法
律
で
平
等
な
待
遇
が
義
務

づ
け
ら
れ
た
）
有
期
雇
用
で
は
大
き
な
賃
金

面
の
不
利
益
は
み
ら
れ
ず
、
男
性
派
遣
労
働

者
は
、
季
節
的
労
働
者
や
日
雇
い
よ
り
も
大

き
な
賃
金
面
の
不
利
益
を
被
っ
て
い
る
。

　

男
性
パ
ー
ト
に
対
す
る
女
性
パ
ー
ト
の
不

利
益
は
一
一
％
で
非
常
に
安
定
し
て
い
る
。

女
性
の
場
合
、
フ
ル
タ
イ
ム
の
雇
用
に
対
す

る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
雇
用
の
不
利
益
は
非
常

に
小
さ
い
が
、
こ
こ
で
は
英
国
で
は
女
性
の

賃
金
は
、
差
異
の
調
整
を
施
し
た
後
で
も
平

均
し
て
男
性
に
比
べ
一
一
％
低
い
事
実
を
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
。

　

M
anning and P

etrongolo 

（2008

）
は
、

女
性
パ
ー
ト
の
賃
金
面
の
不
利
益
が
一
九
七

〇
年
代
半
ば
以
降
、
増
加
し
て
い
る
こ
と
を

示
し
た
が
、
女
性
パ
ー
ト
の
特
徴
に
帰
し
う

る
部
分
は
賃
金
格
差
の
差
の
半
分
で
し
か
な

い
こ
と
を
実
証
し
た
。
残
り
は
、
パ
ー
ト
タ

イ
ム
の
職
が
低
賃
金
の
職
業
に
集
中
し
て
い

る
こ
と
に
起
因
す
る
。

　

自
営
業
者
に
関
し
て
は
、P

arker 

（2004

）
が
自
営
業
者
の
所
得
格
差
は
、

正
規
被
雇
用
者
の
場
合
よ
り
も
大
き
い
と
の

結
論
に
達
し
た
。
自
営
業
者
の
所
得
分
布
は

上
の
層
と
下
の
層
に
偏
っ
て
い
る
。
前
述
し

た
よ
う
に
、
職
業
的
に
も
業
種
的
に
も
二
極

化
し
て
い
る
自
営
業
者
の
パ
タ
ー
ン
を
考
慮

す
る
と
、
こ
の
現
象
は
驚
く
に
値
し
な
い
。

（
２
）
訓
練

　

正
規
と
非
正
規
が
受
け
る
訓
練
の
レ
ベ
ル

と
能
力
開
発
の
機
会
に
は
大
き
な
差
が
あ
る

こ
と
を
示
す
広
範
な
エ
ビ
デ
ン
ス
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、B

ooth et al. 

（2002

）
は
、

男
性
被
雇
用
者
が
業
務
に
関
連
し
た
訓
練
を

受
け
る
可
能
性
は
、
他
の
要
因
を
調
整
し
た

後
で
、
正
社
員
よ
り
も
、
有
期
雇
用
契
約
で
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１　

論
点 

　

非
典
型
ま
た
は
非
正
規
の
雇
用
は
新
し
い

現
象
で
は
な
い
。
し
か
し
、
二
〇
〇
三
、
〇

四
年
の
「
労
働
市
場
の
近
代
化
に
関
す
る
法

律
」（
以
下
「
ハ
ル
ツ
法
」
と
言
う
）
の
可
決

以
来
、
こ
れ
ら
の
雇
用
は
学
術
的
及
び
政
治

的
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
き
た
。
ハ
ル
ツ
法

で
は
、
非
典
型
雇
用
の
利
用
を
促
進
し
、
全

体
と
し
て
の
雇
用
水
準
を
引
き
上
げ
る
こ
と

を
目
的
に
、
派
遣
雇
用
、
有
期
・
僅
少
雇
用

に
対
す
る
規
制
が
緩
和
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、

一
九
八
〇
年
代
半
ば
の
雇
用
促
進
法
に
始
ま

っ
た
漸
次
的
な
規
制
緩
和
プ
ロ
セ
ス
の
継
続

で
あ
る
。二
〇
〇
一
年
に
は
パ
ー
ト
タ
イ
ム
・

有
期
雇
用
法
で
、
す
で
に
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労

働
拡
大
へ
の
道
が
開
か
れ
て
い
た
。
こ
の
規

制
緩
和
の
波
を
考
え
れ
ば
、
非
典
型
雇
用
の

割
合
が
近
年
大
幅
に
増
え
て
い
る
の
も
全
雇

用
の
三
分
の
一
以
上
を
占
め
る
の
も
驚
き
で

は
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
形
態
の
雇
用

の
拡
大
は
、
規
制
緩
和
の
プ
ロ
セ
ス
の
間
は

ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
、
今
に
な
っ
て
不
安
定

リ
ス
ク
の
増
大
と
い
う
形
で
表
れ
つ
つ
あ
る

新
た
な
問
題
を
投
げ
か
け
て
い
る
。

２　

 

標
準
雇
用
と
非
典
型
雇
用
の

諸
形
態 

　

非
典
型
雇
用
は
ふ
つ
う
、
い
わ
ゆ
る
標
準

一
二
％
低
く
（
女
性
の
場
合
七
％
低
く
）、

季
節
労
働
者
や
超
短
期
労
働
者
で
二
〇
％
低

い
（
女
性
の
場
合
一
五
％
低
い
）
こ
と
を
検

証
し
て
い
る
。
有
期
雇
用
と
正
社
員
の
間
で

は
訓
練
の
集
中
度
に
差
が
み
ら
れ
な
い
が
、

季
節
労
働
者
や
日
雇
い
の
労
働
者
の
場
合
、

訓
練
が
行
わ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
集
中
度

は
正
社
員
よ
り
著
し
く
低
い
。

　

訓
練
の
面
で
臨
時
被
雇
用
者
が
受
け
る
不

利

益

は
、A

rulam
palam

 and B
ooth 

（1998

）
も
確
認
し
て
い
る
。
パ
ー
ト
タ

イ
ム
労
働
に
つ
い
て
も
調
査
し
、
男
性
パ
ー

ト
が
業
務
関
連
の
訓
練
を
受
け
る
チ
ャ
ン
ス

は
フ
ル
タ
イ
ム
よ
り
も
七
％
低
く
、
女
性
パ

ー
ト
が
業
務
関
連
の
訓
練
を
受
け
る
チ
ャ
ン

ス
は
女
性
の
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
よ
り
も
九

％
低
い
と
報
告
し
て
い
る
。
今
後
、
非
正
規

雇
用
が
増
加
す
れ
ば
、
ス
キ
ル
の
再
生
産
が

損
な
わ
れ
る
危
険
が
あ
る
。

６　

結
論

　

英
国
で
は
、
非
正
規
雇
用
が
構
造
的
に
増

加
す
る
傾
向
が
明
確
に
現
れ
て
い
る
訳
で
は

な
い
。
英
国
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
は
四
〇

年
間
に
わ
た
っ
て
徐
々
に
増
加
し
て
い
る
。

最
近
の
不
況
を
受
け
て（
男
性
に
つ
い
て
も
）

パ
ー
ト
タ
イ
ム
が
増
え
て
い
る
証
拠
が
い
く

つ
か
あ
る
と
は
い
え
、
こ
の
雇
用
形
態
は
大

部
分
が
女
性
の
予
備
軍
で
占
め
ら
れ
る
。
こ

れ
は
雇
用
主
側
の
戦
略
に
よ
る
訳
で
は
な
く
、

比
較
的
安
価
な
保
育
の
機
会
が
限
ら
れ
る
中

で
女
性
の
労
働
市
場
へ
の
参
加
率
が
上
昇
し

て
い
る
こ
と
が
こ
の
傾
向
を
後
押
し
し
て
い

る
。

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
直
接
的
な
賃
金
差
別

だ
け
で
な
く
、
職
種
の
分
離
が
、
パ
ー
ト
タ

イ
ム
雇
用
に
伴
う
不
利
益
の
多
く
の
部
分
を

説
明
し
て
い
る
と
は
い
え
、
Ｅ
Ｕ
指
令
を
受

け
た
平
等
待
遇
を
義
務
づ
け
る
規
則
が
導
入

さ
れ
れ
ば
、
劣
悪
な
労
働
条
件
の
問
題
は
あ

る
程
度
改
善
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　

自
営
業
に
つ
い
て
も
、
英
国
で
こ
の
形
態

に
つ
い
て
の
強
い
傾
向
は
や
は
り
見
い
だ
せ

な
い
。
最
大
の
変
化
は
パ
ー
ト
タ
イ
ム
自
営

業
者
の
増
加
だ
が
、
そ
れ
は
、
依
然
、
全
体

の
ご
く
わ
ず
か
な
部
分
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
自
営
業
者
は
依
然
と
し
て
伝
統

的
な
職
業
や
業
種
に
集
中
し
て
い
る
。
近
年
、

テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
雇
用
は
多
様
化
が
進
ん
で
い

る
。
こ
の
種
の
雇
用
は
、（
日
雇
い
、
有
期
、

派
遣
な
ど
）
本
来
的
に
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
を

と
り
や
す
い
こ
と
が
そ
の
一
因
で
あ
る
。
有

期
雇
用
契
約
（
派
遣
労
働
も
あ
る
程
度
）
を

牽
引
し
て
き
た
の
は
こ
れ
ま
で
は
主
に
公
共

セ
ク
タ
ー
だ
っ
た
。
こ
こ
で
も
、
民
間
セ
ク

タ
ー
の
雇
用
主
の
戦
略
に
劇
的
な
変
化
が
あ

っ
た
訳
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
し
、

テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
雇
用
セ
ク
タ
ー
の
中
で
は
派

遣
労
働
者
の
使
用
が
増
え
て
お
り
、
本
稿
で

も
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
中
で
も
移
民
労

働
者
の
雇
用
が
増
え
て
い
る
こ
と
を
示
す
エ

ビ
デ
ン
ス
が
あ
る
。

　

同
様
に
、
官
民
両
セ
ク
タ
ー
の
先
行
き
不

安
を
反
映
し
て
構
造
的
な
動
き
で
は
な
く
周

期
的
な
動
き
と
し
て
、
過
去
二
年
間
に
テ
ン

ポ
ラ
リ
ー
雇
用
が
増
加
し
た
こ
と
を
示
す
デ

ー
タ
が
い
く
つ
か
あ
る
。

　

英
国
で
は
非
正
規
雇
用
は
し
ば
し
ば
劣
悪

な
労
働
条
件
に
置
か
れ
る
こ
と
を
強
調
し
た
。

企
業
の
側
が
雇
用
の
柔
軟
性
と
費
用
節
約
を

求
め
る
一
方
で
、
労
働
者
が
置
か
れ
た
状
況

は
悪
化
し
て
お
り
、
両
者
の
間
で
高
ま
る
緊

張
が
規
制
を
巡
る
議
論
を
呼
び
起
こ
す
。
右

派
政
権
の
誕
生
と
、
景
気
回
復
後
に
労
働
市

場
に
加
わ
る
圧
力
の
高
ま
り
を
背
景
に
議
論

が
再
浮
上
し
て
い
る
。

ド
イ
ツ

　規制緩和の波とともに、
　非典型雇用が大幅に拡大

ハルトムート・ザイフェルト氏
（ハンスベックラー財団経済社会研究所顧問）
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雇
用
と
対
照
し
て
非
該
当
者
と
し
て
定
義
さ

れ
る
（M

ückenberger 1985

）
多
様
な
雇

用
形
態
が
含
ま
れ
て
い
る
。
標
準
雇
用
は
次

の
特
徴
を
も
つ
。
①
生
計
を
立
て
る
に
十
分

な
収
入
を
伴
う
フ
ル
タ
イ
ム
雇
用
②
常
用
雇

用
契
約
③
社
会
保
障
制
度
へ
の
統
合
（
と
く

に
失
業
保
険
、
医
療
保
険
、
年
金
保
険
）
④

就
業
関
係
と
雇
用
関
係
が
同
一
⑤
被
雇
用
者

は
雇
用
者
の
指
示
に
従
う
。

　

非
典
型
の
雇
用
形
態
は
、
上
記
の
基
準
の

う
ち
少
な
く
と
も
一
つ
が
標
準
雇
用
形
態
か

ら
逸
脱
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
報
酬
ベ
ー
ス

で
仕
事
を
す
る
個
人
な
い
し
自
由
業
（
フ
リ

ー
ラ
ン
サ
ー
）、
就
労
体
験
の
た
め
の
「
一

ユ
ー
ロ
職
」、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
な
ど
は

含
ま
れ
な
い
。

　

非
典
型
雇
用
の
代
表
的
な
形
態
で
あ
る
パ

ー
ト
タ
イ
ム
労
働
（
僅
少
雇
用
以
外
）
は
、

週
当
た
り
の
規
定
労
働
時
間
が
正
規
契
約
水

準
よ
り
少
な
く
、
収
入
も
そ
の
分
少
な
い
。

　

僅
少
雇
用
は
、
報
酬
が
一
定
水
準
に
満
た

な
い
と
い
う
意
味
で
定
義
さ
れ
る
パ
ー
ト
タ

イ
ム
労
働
の
一
変
型
で
あ
る
。
二
〇
〇
三
年

及
び
〇
四
年
に
導
入
さ
れ
た
ハ
ル
ツ
法
で
は
、

い
わ
ゆ
る
「
ミ
ニ
ジ
ョ
ブ
」
と
「
ミ
デ
ィ
ジ

ョ
ブ
」
と
い
う
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
区
別

し
て
い
る
。
月
額
報
酬
が
四
〇
〇
ユ
ー
ロ
以

下
と
八
〇
〇
ユ
ー
ロ
以
下
と
い
う
制
限
が
適

用
さ
れ
、
合
計
で
三
〇
％
の
社
会
保
険
料
と

税
金
を
雇
用
主
だ
け
が
負
担
す
る
。

　

有
期
雇
用
は
、
一
九
八
〇
年
代
半
ば
以
降
、

契
約
期
間
の
上
限
が
順
次
二
年
ま
で
延
長
さ

れ
た
。
金
属
加
工
業
界
で
は
、
労
働
協
約
に

よ
り
最
長
期
間
が
四
年
ま
で
延
長
さ
れ
た
。

　

派
遣
労
働
は
、
ハ
ル
ツ
法
に
よ
り
広
範
な

規
制
緩
和
が
行
わ
れ
、
派
遣
期
間
の
上
限
、

雇
用
契
約
と
雇
用
期
間
の
同
期
化
の
禁
止
、

及
び
再
採
用
の
禁
止
が
撤
廃
さ
れ
た
。
そ
の

代
わ
り
に
「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」
の
原
則

が
導
入
さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
は
労
働
協
約
に

よ
る
逸
脱
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
弁
護
士
、
医
師
な
ど
従
来
の
自
由

業
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
、

自
営
業
の
概
念
が
導
入
さ
れ
た
。
こ
れ
は
〇

三
年
ハ
ル
ツ
法
で
導
入
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る

私
企
業
（Ich-A

G

）
な
い
し
家
族
企
業

（F
am

ilien-A
G

）
の
創
業
助
成
金
に
よ
り

促
進
さ
れ
た
。一
般
的
な
雇
用
と
自
営
業（
擬

似
自
営
業
）
と
の
境
目
は
か
な
り
流
動
的
な

場
合
も
あ
る
た
め
、
こ
の
二
つ
を
区
別
す
る

の
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。

　

た
だ
し
、
上
記
の
雇
用
形
態
の
特
徴
が
組

み
合
わ
さ
っ
た
形
で
表
れ
る
場
合
も
あ
る

（
例
え
ば
派
遣
労
働
者
や
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労

働
者
が
同
時
に
有
期
雇
用
契
約
も
結
ん
で
い

る
ケ
ー
ス
）。

　

さ
ら
に
こ
れ
ら
の
各
雇
用
形
態
間
の
境
界

線
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
例
え
ば
、

パ
ー
ト
タ
イ
ム
に
は
、
雇
用
契
約
に
定
め
る

労
働
時
間
が
週
三
五
時
間
未
満
な
ら
パ
ー
ト

タ
イ
ム
雇
用
と
み
な
さ
れ
る
が
、
連
邦
統
計

局
の
基
準
は
週
二
一
時
間
以
下
の
労
働
を
パ

ー
ト
タ
イ
ム
労
働
と
定
義
し
て
い
る
。
た
だ

し
、
こ
の
基
準
は
明
ら
か
に
低
す
ぎ
る
う
え
、

国
際
的
な
慣
習
に
も
沿
っ
て
い
な
い
。
Ｏ
Ｅ

Ｃ
Ｄ
で
は
長
年
に
わ
た
り
、
週
の
労
働
時
間

が
三
五
時
間
未
満
の
場
合
を
パ
ー
ト
タ
イ
ム

労
働
と
定
義
し
て
い
た
が
、
数
年
前
に
こ
れ

を
週
三
〇
時
間
以
下
に
引
き
下
げ
た

（O
E

C
D

　

2009

）。
ど
こ
で
線
引
き
を
す

る
か
に
よ
っ
て
、
非
典
型
就
業
者
の
割
合
が

異
な
る
。

３　

推
移
と
拡
大
の
理
由

（
１
）
推
移
と
範
囲

　

一
九
九
〇
年
代
の
初
め
以
降
、
あ
ら
ゆ
る

形
態
の
非
典
型
雇
用
が
増
加
傾
向
に
あ
る
。

た
だ
し
、
増
加
の
ペ
ー
ス
と
当
初
の
水
準
は

そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
。

　

他
の
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
と
同
様
に
、
も
っ
と
も

広
ま
っ
て
い
る
形
態
は
、
就
業
者
総
数
の
四

分
の
一
以
上
を
占
め
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

で
あ
る
。
こ
れ
は
女
性
就
業
者
数
の
増
加
と

密
接
に
関
連
し
て
お
り
、
パ
ー
ト
の
八
〇
％

以
上
を
女
性
が
占
め
る
。
自
発
的
に
パ
ー
ト

タ
イ
ム
労
働
を
選
ぶ
人
も
い
る
が
、
適
切
な

表１　非典型雇用形態

年
就業者
総数

パートタイム労働 1） 僅少雇用 2） 派遣労働３）

就業者
総数

（訓練生
を除く） 

有期雇用
（訓練生を除く）

（1,000人） 割合
計 

（1,000人）
割合

僅少賃金
のみ

（1,000人）
割合 （1,000人） 割合 （1,000人） 割合

1991 ３３,887 4,7３6 14 1３4 0.4 ３2,３2３ 2,4３1 7.5 
1992 ３３,３20 4,76３ 14.３ 1３6 0.4 ３1,891 2,495 7.8
199３ ３2,722 4,901 15 121 0.4 ３1,151 2,221 7.1
1994 ３2,３00 5,122 15.9 1３9 0.4 ３0,958 2,３22 7.5
1995 ３2,2３0 5,261 16.３ 176 0.5 ３0,797 2,３88 7.8
1996 ３2,188 5,３40 16.6 178 0.6 ３0,7３2 2,３56 7.7
1997 ３1,917 5,659 17.7 21３ 0.7 ３0,4３6 2,45３ 8.1
1998 ３1,878 5,884 18.5 25３ 0.8 ３0,３57 2,5３6 8.4
1999 ３2,497 6,３2３ 19.5 ３,658 11.３ 286 0.9 ３0,907 2,842 9.2
2000 ３2,6３8 6,478 19.8 4,052 12.4 ３３9 1 ３1,014 2,744 8.8
2001 ３2,74３ 6,798 20.8 4,1３2 12.6 ３57 1.1 ３1,176 2,740 8.8
2002 ３2,469 6,9３4 21.4 4,169 12.8 ３26 1 ３0,904 2,54３ 8.2
200３ ３2,04３ 7,168 22.4 5,5３３ 17.３ 4,３75 1３.7 ３27 1 ３0,51３ 2,60３ 8.5
2004 ３1,405 7,168 22.8 6,466 20.6 4,80３ 15.３ 400 1.３ 29,822 2,478 8.３
2005 ３2,066 7,851 24.5 6,492 20.2 4,747 14.8 45３ 1.4 ３0,470 ３,075 10.1
2006 ３2,8３0 8,594 26.2 6,751 20.6 4,854 14.8 598 1.8 ３1,３71 ３,３89 10.8
2007 ３３,606 8,841 26.３ 6,918 20.6 4,882 14.5 7３1 2.2 ３1,906 ３,291 10.３
2008 ３4,241 9,008 26.３ 6,792 19.8 4,882 14.３ 794 2.３ ３2,2３2 ３,106 9.6
2009 ３4,20３ 9,076 26.5 6,99３ 20.4 4,9３2 14.4 610 1.8 ３2,558 ３,026 9.３ 

（注）　1） 各4月
　　　　　2） 400 ユーロ基準のミニジョブ
　　　　　３） 各 6 月末
資料出所 :  連邦統計局（Federal Office of Statistics）F 1, Row 4. 1. 1., 各年版及び https://www-ec.destatis.de/csp/shop/sfg/bpm.

html.cms.cBroker.cls?cmspath=struktur,sfgsuchergebnis.csp; 
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選
択
肢
が
与
え
ら
れ
れ
ば
も
っ
と
長
時
間
働

き
た
い
と
望
ん
で
い
る
人
も
い
る
。

　

就
業
者
全
体
の
約
二
〇
％
は
「
僅
少
雇

用
」（
ミ
ニ
ジ
ョ
ブ
）
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
る
。

こ
の
形
態
の
雇
用
は
ハ
ル
ツ
法
の
修
正
法
直

後
（
報
酬
の
上
限
が
三
二
五
ユ
ー
ロ
か
ら
四

〇
〇
ユ
ー
ロ
に
引
き
上
げ
ら
れ
、
労
働
時
間

の
制
限
が
廃
止
さ
れ
た
）
に
著
し
く
増
加
し
、

そ
の
後
、
高
水
準
の
ま
ま
横
ば
い
と
な
っ
た
。

た
だ
し
、
専
業
の
ミ
ニ
ジ
ョ
ブ
と
、
僅
少
雇

用
以
外
の
就
業
者
の
副
業
と
し
て
の
ミ
ニ
ジ

ョ
ブ
と
は
明
確
に
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

社
会
政
策
の
面
で
は
前
者
の
問
題
が
明
ら

か
に
大
き
い
。
と
は
い
え
、
数
と
し
て
は
専

業
の
方
が
圧
倒
的
に
多
く
、
ほ
ぼ
七
〇
％
を

占
め
る
。
た
だ
し
、
ミ
ニ
ジ
ョ
ブ
だ
け
に
し

か
従
事
し
て
い
な
い
人
は
就
業
者
全
体
の
一

四
％
に
と
ど
ま
り
、
そ
れ
以
外
は
フ
ル
タ
イ

ム
ま
た
は
パ
ー
ト
タ
イ
ム
雇
用
と
併
用
し
て

い
る
。
約
七
〇
万
人
が
就
業
し
、
全
体
の
約

二
％
に
と
ど
ま
る
ミ
デ
ィ
ジ
ョ
ブ
の
重
要
性

は
、
ミ
ニ
ジ
ョ
ブ
に
比
べ
る
と
相
対
的
に
低

い
。

　

有
期
雇
用
は
、
一
九
八
〇
年
代
半
ば
か
ら

の
規
制
緩
和
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
約
一
〇
％

し
か
増
加
し
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
こ
こ
で

重
要
な
の
は
、
有
期
雇
用
の
就
業
者
が
常
用

雇
用
へ
移
行
で
き
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　

派
遣
労
働
が
労
働
市
場
に
占
め
る
割
合
は

依
然
、
比
較
的
低
い
水
準
に
と
ど
ま
っ
て
お

り
、
数
的
に
は
非
典
型
雇
用
の
中
で
も
っ
と

も
重
要
度
が
低
い
。
た
だ
し
長
期
的
に
見
れ

ば
、
ハ
ル
ツ
法
に
よ
る
規
制
緩
和
以
降
、
力

強
い
拡
大
を
見
せ
て
お
り
、
過
去
一
〇
年
間

で
倍
増
し
た
こ
と
で
、
一
般
市
民
の
関
心
は

高
ま
っ
た
。
し
か
し
、
二
〇
〇
八
年
か
ら
の

経
済
危
機
と
と
も
に
〇
八
年
五
月
か
ら
〇
九

年
二
月
の
間
に
、
派
遣
労
働
者
数
は
八
二
万

人
か
ら
五
五
万
人
ま
で
落
ち
込
ん
だ
。
た
だ

し
、
〇
九
年
半
ば
か
ら
経
済
が
回
復
し
始
め

る
に
つ
れ
て
派
遣
労
働
者
の
数
は
急
増
し
、

一
〇
年
秋
に
は
、そ
の
割
合
が
ほ
ぼ
三
％（
九

〇
万
人
以
上
）
と
い
う
記
録
的
な
レ
ベ
ル
に

達
し
た
。
経
済
危
機
の
間
に
、
派
遣
労
働
は

非
常
に
柔
軟
な
雇
用
形
態
だ
と
い
う
こ
と
に

多
く
の
企
業
が
気
づ
い
た
。
派
遣
労
働
者
は

作
業
工
程
に
す
ば
や
く
統
合
で
き
る
と
同
時

に
、
す
ば
や
く
切
り
捨
て
る
こ
と
も
で
き
、

解
雇
手
当
も
必
要
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
派

遣
労
働
が
景
気
の
影
響
を
極
端
に
受
け
や
す

く
、
景
気
が
回
復
し
始
め
た
と
き
に
、
ま
ず

上
向
き
に
な
る
雇
用
形
態
の
一
つ
で
あ
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
。

　

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
と
有
期
雇
用
な
ど
、

複
数
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
重
複
し
て
算
入
さ
れ

て
い
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
非
典
型
雇
用
の

形
態
が
労
働
力
全
体
に
占
め
る
割
合
は
三
七

％
に
ま
で
拡
大
し
た
（B

rehm
er/S

eifert 
2008

）。
連
邦
統
計
局
の
デ
ー
タ
で
は
使
わ

れ
て
い
る
定
義
が
異
な
る
た
め
、
非
典
型
就

業
者
の
割
合
は
一
九
九
〇
年
代
初
頭
に
は
二

〇
％
し
か
な
か
っ
た
が
、
〇
八
年
の
時
点
で

二
二
％
と
な
っ
て
い
る
（W

ingerter 
2009

）。
正
規
雇
用
が
標
準
と
い
う
認
識
は

弱
ま
り
、
非
典
型
形
態
が
ま
す
ま
す
「
一
般

的
な
例
外
」
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
〇
五
年
か

ら
〇
八
年
に
か
け
て
就
業
者
総
数
が
増
加
し

た
の
は
、
主
に
非
典
型
形
態
の
増
大
、
と
く

に
僅
少
雇
用
（
ミ
ニ
ジ
ョ
ブ
）
と
派
遣
労
働

の
広
ま
り
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
推
移
を
考
え
る
と
、
し
ば
し
ば

標
準
雇
用
の
「
危
機
」「
崩
壊
」
と
ま
で
言
わ

れ
る
雇
用
シ
ス
テ
ム
の
変
化
は
、む
し
ろ「
雇

用
形
態
の
複
数
化
ま
た
は
細
分
化
」
と
呼
ぶ

方
が
ふ
さ
わ
し
い
。
景
気
循
環
や
全
体
的
な

雇
用
傾
向
が
ど
う
あ
ろ
う
と
、
標
準
雇
用
が

な
く
な
る
こ
と
は
な
い
と
し
て
も
、
非
典
型

雇
用
の
形
態
は
さ
ら
に
増
加
す
る
と
予
想
で

き
る
。
ど
の
よ
う
な
種
類
の
福
祉
国
家
で
あ

っ
て
も
、
当
初
か
ら
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
で
は
、
ド

イ
ツ
も
例
外
な
く
、
非
典
型
雇
用
形
態
の
拡

大
が
み
ら
れ
る
。

（
２
）
構
造
的
側
面

　

こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
非
典
型
雇
用
形
態

の
就
業
者
は
、
性
別
、
年
齢
、
資
格
水
準
、

部
門
や
地
域
、
特
に
旧
東
側
と
旧
西
側
の
違

い
と
い
っ
た
通
常
の
基
準
に
よ
っ
て
異
な
る
。

こ
れ
ら
の
要
因
は
、
労
働
市
場
に
お
け
る
中

核
と
周
辺
、
言
い
換
え
れ
ば
「
イ
ン
サ
イ
ダ

ー
」
と
「
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
」
の
区
分
を
強

め
る
。
派
遣
労
働
を
除
く
す
べ
て
の
形
態
は
、

多
か
れ
少
な
か
れ
女
性
が
多
数
を
占
め
る
。

こ
の
意
味
で
非
典
型
雇
用
に
は
明
ら
か
な
性

別
に
よ
る
偏
り
が
あ
る
が
、
議
論
に
お
い
て

軽
視
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
女
性
の
過
半
数

（
五
七
％
）
が
非
典
型
雇
用
で
働
い
て
い
る

こ
と
を
考
え
れ
ば
、確
か
に「
新
た
な
常
態
」

と
い
う
見
方
が
で
き
、
労
働
市
場
の
性
別
格

差
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
。
働
く
女
性
の
割

合
が
増
え
て
い
る
こ
と
（
約
七
〇
％
）
は
、

非
典
型
雇
用
、
と
く
に
パ
ー
ト
タ
イ
ム
雇
用

と
有
期
雇
用
の
拡
大
と
密
接
に
関
係
し
て
い

る
。

　

技
能
水
準
の
面
で
は
、
公
認
の
職
業
訓
練

を
受
け
て
い
な
い
人
の
方
が
非
典
型
雇
用
の

割
合
が
高
い
。
年
齢
に
関
し
て
は
、
非
典
型

雇
用
は
す
べ
て
の
年
齢
層
に
見
ら
れ
る
が
、

パ
ー
ト
タ
イ
ム
ベ
ー
ス
で
始
ま
る
有
期
雇
用

契
約
者
に
は
若
年
（
一
五
～
二
四
歳
）
の
割

合
が
目
立
っ
て
多
い
。
ま
た
、
Ｅ
Ｕ
諸
国
以

外
の
外
国
人
は
、
ド
イ
ツ
国
民
よ
り
非
典
型

雇
用
の
割
合
が
高
い
。

　

非
典
型
雇
用
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
経
済
分
野

に
分
布
し
て
い
る
。
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
は

と
く
に
サ
ー
ビ
ス
業
で
多
い
（
四
二
％
）。

短
期
契
約
は
、
医
療
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
、
教

育
、
行
政
な
ど
、
景
気
循
環
の
影
響
を
受
け

な
い
分
野
で
主
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
と
く

に
目
を
引
く
の
は
、
新
規
採
用
者
の
短
期
契

約
の
割
合
が
、
二
〇
〇
一
年
の
三
二
％
か
ら

〇
九
年
に
は
四
七
％
に
ま
で
大
幅
に
増
加
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

僅
少
雇
用
も
状
況
は
似
て
い
る
。
こ
の
形

態
が
主
に
見
ら
れ
る
の
は
小
売
業
（
一
三
・

二
％
）、
ホ
テ
ル
・
ケ
ー
タ
リ
ン
グ
業
（
九
・

〇
％
）、
ビ
ル
清
掃
業
（
七
・
二
％
）
で
、

全
体
の
約
三
〇
％
は
社
会
保
障
費
の
納
付
義

務
の
あ
る
職
に
つ
い
て
い
る
人
が
副
業
と
し

て
従
事
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
カ
テ
ゴ
リ

ー
に
は
多
数
の
学
生
、
年
金
受
給
者
も
含
ま

れ
、
数
量
化
す
る
の
は
難
し
い
が
、
お
そ
ら

く
僅
少
雇
用
全
体
の
四
分
の
一
ほ
ど
を
占
め

る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
割
合
が
比
較
的
高
い

こ
と
は
、
僅
少
就
業
者
の
ほ
ぼ
四
分
の
一
が

六
カ
月
し
か
仕
事
を
続
け
て
い
な
い
理
由
で

も
あ
る
。
た
だ
し
、
就
業
継
続
期
間
が
三
年

半
以
上
に
及
ぶ
人
も
全
体
の
四
分
の
一
前
後

い
る
。

　

対
照
的
に
派
遣
労
働
は
、
主
に
製
造
業
に

見
ら
れ
る
が
、
サ
ー
ビ
ス
業
界
で
も
重
要
性

が
増
し
つ
つ
あ
る
。派
遣
就
業
者
の
大
半（
七

一
％
）
は
男
性
で
、
主
に
金
属
加
工
や
電
気

業
界
で
働
い
て
い
る
。
雇
用
継
続
期
間
は
延

び
た
が
、
〇
四
年
ハ
ル
ツ
法
で
短
期
契
約
の

禁
止
が
撤
廃
さ
れ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
三

カ
月
以
上
雇
用
さ
れ
た
派
遣
労
働
者
は
、
一

九
九
九
年
に
は
全
体
の
三
八
％
し
か
い
な
か

っ
た
が
、
一
〇
年
後
に
は
五
六
％
に
達
し
た
。

逆
に
言
え
ば
、
派
遣
労
働
者
の
四
四
％
は
三

カ
月
未
満
し
か
雇
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に

な
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
派
遣
労
働
は
依
然
、
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比
較
的
短
期
の
雇
用
形
態
と
言
え
る
。

（
３
）
拡
大
の
理
由

　

ド
イ
ツ
で
は
、
非
典
型
雇
用
の
拡
大
の
理

由
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
理
論
的
な
試
み
は

比
較
的
少
な
い
。
非
典
型
雇
用
形
態
の
も
つ

不
均
質
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
か
共
通
の

特
徴
を
見
つ
け
よ
う
と
試
み
れ
ば
、
こ
れ
ら

の
雇
用
形
態
は
い
ず
れ
も
、
標
準
雇
用
よ
り

も
労
働
力
を
柔
軟
に
配
置
で
き
る
範
囲
を
広

げ
る
も
の
だ
と
言
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
パ

ー
ト
タ
イ
ム
労
働
お
よ
び
ミ
ニ
ジ
ョ
ブ
に
関

し
て
、
企
業
側
に
言
え
る
こ
と
だ
が
、
労
働

者
の
側
に
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。

　

非
定
型
雇
用
の
そ
れ
ぞ
れ
の
形
態
の
拡
大

に
は
特
定
の
要
因
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
す
べ

て
の
非
定
型
雇
用
形
態
の
拡
大
理
由
を
説
明

で
き
る
理
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
見
つ
け
る
の

は
不
可
能
だ
。

　

た
だ
し
、
詳
細
は
雇
用
形
態
に
よ
っ
て
異

な
る
が
、
非
典
型
雇
用
の
拡
大
は
需
要
と
供

給
の
両
方
の
視
点
か
ら
説
明
で
き
る
。
主
に

ハ
ル
ツ
法
に
よ
る
諸
改
革
に
よ
り
、
需
給
双

方
の
規
制
上
の
枠
組
み
が
変
わ
り
、
非
典
型

雇
用
の
拡
大
を
後
押
し
し
た
と
は
い
え
る
。

　

こ
う
し
た
拡
大
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
最

初
の
理
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
労
働
市
場
の

需
要
サ
イ
ド
を
出
発
点
と
し
て
、
人
材
理
論

と
取
引
コ
ス
ト
理
論
の
視
点
か
ら
な
さ
れ
た

（N
ienhüser 2007; S

esselm
eier 2007; 

N
eubäum

er/T
retter 2008

）。
需
要
が
変

動
す
る
時
期
に
は
、
非
典
型
雇
用
形
態
の
利

用
（
と
く
に
派
遣
労
働
と
短
期
労
働
）
に
よ

っ
て
労
働
・
解
雇
コ
ス
ト
を
削
減
し
、
か
つ

人
的
資
源
配
置
の
柔
軟
性
を
増
す
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
ま
た
、
経
済
危

機
下
で
、
訓
練
に
相
当
額
の
投
資
を
要
す
る

中
核
労
働
者
を
解
雇
せ
ず
に
す
み
、
外
部
利

益
を
創
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
需
要
が
減

っ
た
と
き
に
中
核
労
働
者
を
解
雇
す
れ
ば
、

企
業
は
そ
の
投
資
を
回
収
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
う
え
、
こ
う
し
た
労
働
者
は
勤
続
年
数

が
長
い
た
め
解
雇
手
当
も
高
く
な
る
。
さ
ら

に
、
需
要
が
回
復
し
た
と
き
に
彼
ら
を
再
雇

用
で
き
る
保
証
は
な
く
、
そ
う
な
れ
ば
多
額

の
採
用
・
訓
練
コ
ス
ト
の
支
出
を
強
い
ら
れ

る
だ
ろ
う
。

　

失
業
率
が
高
水
準
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ

と
に
よ
り
、
失
業
者
に
低
賃
金
の
仕
事
を
受

け
入
れ
る
よ
う
求
め
る
圧
力
が
高
ま
っ
た
。

そ
の
一
因
に
は
、
失
業
手
当
の
受
給
期
間
を

短
縮
し
、
受
給
条
件
を
厳
し
く
し
た
ハ
ル
ツ

法
の
影
響
が
あ
り
、
失
業
者
は
以
前
よ
り
か

な
り
労
働
条
件
の
悪
い
仕
事
で
も
甘
受
せ
ざ

る
を
得
な
く
な
っ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
取
引
コ
ス
ト
理
論
に
基
づ
く
考

え
方
に
よ
れ
ば
、
分
業
が
広
ま
っ
た
こ
と
で
、

と
く
に
サ
ー
ビ
ス
業
の
単
純
労
働
に
か
か
わ

る
訓
練
コ
ス
ト
が
下
が
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て

新
規
採
用
者
に
か
か
る
コ
ス
ト
が
低
下
し
た
。

ま
た
、
解
雇
さ
れ
る
者
の
勤
続
期
間
に
よ
っ

て
手
当
額
が
決
ま
る
た
め
、
勤
続
期
間
が
短

い
ほ
ど
コ
ス
ト
は
低
く
な
る
。
こ
の
意
味
で

は
、
中
核
労
働
力
の
ほ
か
に
、
柔
軟
性
の
あ

る
短
期
契
約
で
採
用
す
る
第
二
の
カ
テ
ゴ
リ

ー
の
就
業
者
を
持
つ
こ
と
は
、
企
業
に
と
っ

て
有
利
に
な
り
う
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
労

働
時
間
が
短
縮
さ
れ
た
こ
と
で
、
需
要
が
急

減
し
た
場
合
で
も
企
業
は
中
核
労
働
力
を
保

持
し
、
同
時
に
派
遣
労
働
を
大
幅
に
減
ら
す

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
現
状
が
、
現

在
の
危
機
に
は
如
実
に
表
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
に
起
こ
っ
た
変
化
は
、
派
遣
労

働
の
推
移
を
見
た
と
き
に
と
く
に
明
白
で
あ

る
。
ハ
ル
ツ
法
に
基
づ
く
派
遣
労
働
の
規
制

緩
和
に
よ
り
、
企
業
に
と
っ
て
派
遣
労
働
者

を
受
け
入
れ
る
こ
と
の
魅
力
が
増
し
た
。
短

期
契
約
、
同
期
化
、
再
採
用
の
禁
止
が
撤
廃

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
経
済
危
機
の
経
験
が
示

す
通
り
、
景
気
循
環
の
上
下
に
伴
う
商
品
や

サ
ー
ビ
ス
の
需
要
変
動
に
直
面
し
た
と
き
に
、

企
業
は
こ
の
手
段
を
利
用
し
て
労
働
力
を
迅

速
に
、
か
つ
解
雇
コ
ス
ト
な
し
で
切
り
捨
て

る
こ
と
が
で
き
る
。
規
制
緩
和
以
来
、
派
遣

労
働
の
機
能
が
変
化
し
た
と
言
え
る
。
派
遣

労
働
は
も
と
も
と
、
主
に
病
欠
や
休
暇
、
休

職
な
ど
に
よ
る
短
期
的
な
労
働
力
不
足
を
埋

め
合
わ
せ
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、

今
で
は
試
用
と
採
用
の
目
的
で
、
ま
た
新
規

採
用
や
中
核
労
働
者
の
入
れ
替
え
を
避
け
る

た
め
の
柔
軟
な
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
る
例

が
増
え
て
い
る
（S

eifert/
B

reh
m

er 
2008

）。

　

短
期
雇
用
契
約
の
利
用
に
お
い
て
も
、
経

済
危
機
の
間
に
、
こ
の
雇
用
形
態
も
別
の
機

能
を
負
う
よ
う
に
な
っ
た
。
若
年
層
の
半
数

以
上
が
、
デ
ュ
ア
ル
シ
ス
テ
ム
の
も
と
で
の

職
業
訓
練
を
終
え
た
後
、
最
初
は
短
期
契
約

ベ
ー
ス
で
し
か
受
け
入
れ
て
も
ら
え
な
い
。

企
業
内
で
は
、
し
ば
し
ば
労
使
間
の
交
渉
で

す
べ
て
の
訓
練
生
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
合

意
さ
れ
る
が
、
最
初
は
短
期
契
約
ベ
ー
ス
で

の
雇
用
と
い
う
条
件
が
つ
く
。
こ
の
状
況
と
、

少
な
く
と
も
短
期
契
約
ベ
ー
ス
で
の
若
年
者

の
雇
用
を
確
保
し
よ
う
と
い
う
社
会
的
パ
ー

ト
ナ
ー
に
よ
る
取
り
組
み
の
一
例
は
、
化
学

業
界
で
締
結
さ
れ
た
合
意
に
見
ら
れ
る
。
鉱

業
・
化
学
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
労
組
（
Ｉ
Ｇ
・
Ｂ

Ｃ
Ｅ
）
と
経
営
側
は
、「
雇
用
へ
の
架
け
橋
」

と
銘
打
っ
た
、
訓
練
生
の
受
け
入
れ
確
保
を

目
的
と
し
た
資
金
提
供
に
合
意
し
た
。
化
学

業
界
の
全
一
九
〇
〇
社
が
二
五
〇
〇
万
ユ
ー

ロ
に
及
ぶ
資
金
を
寄
付
し
、
こ
の
資
金
を
、

養
成
訓
練
を
修
了
し
た
訓
練
生
を
厳
し
い
経

済
情
勢
に
も
か
か
わ
ら
ず
受
け
入
れ
る
企
業

の
支
援
に
用
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
訓

練
生
一
人
に
つ
き
毎
月
一
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
を

上
限
と
す
る
助
成
金
が
、
最
長
一
年
間
支
給

さ
れ
る
。
二
〇
一
〇
年
と
一
一
年
に
は
、
こ

れ
に
よ
っ
て
各
年
一
〇
〇
〇
人
以
上
の
訓
練

生
が
職
を
得
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
短

期
契
約
は
、
失
業
の
回
避
と
と
も
に
、
常
用

雇
用
契
約
に
転
換
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め

の
時
間
稼
ぎ
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

短
期
雇
用
が
利
用
さ
れ
る
そ
の
他
の
理
由

と
し
て
、
出
産
休
暇
や
育
児
休
暇
に
よ
る
欠

員
の
一
時
的
な
補
充
が
あ
る
。
こ
う
し
た
事

由
は
、
女
性
の
雇
用
参
加
が
増
え
る
な
か
で

重
要
性
を
増
し
て
い
る
。
ま
た
、
学
術
研
究

機
関
や
大
学
で
、
予
算
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
資

金
の
時
間
的
な
制
約
を
理
由
に
短
期
雇
用
契

約
が
結
ば
れ
る
こ
と
も
多
い
。
こ
の
た
め
、

ド
イ
ツ
の
大
学
で
は
教
員
の
四
分
の
三
が
有

期
契
約
に
よ
る
雇
用
で
あ
る
。

　

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
場
合
、
主
な
要
因

は
供
給
サ
イ
ド
に
関
係
す
る
。
た
だ
し
、
こ

の
要
因
は
ミ
ニ
ジ
ョ
ブ
に
つ
い
て
も
働
く
。

子
供
が
で
き
た
後
、
労
働
時
間
を
短
く
し
た

い
と
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
を
選
ぶ
の
は
主
に

女
性
で
あ
る
。
パ
ー
ト
で
あ
れ
ば
、
以
前
よ

り
減
る
に
し
て
も
収
入
を
得
る
こ
と
が
で
き
、

年
金
受
給
資
格
も
保
持
で
き
る
。
こ
の
意
味

で
は
、
ド
イ
ツ
に
は
終
日
ケ
ア
を
提
供
す
る

保
育
施
設
や
学
校
が
十
分
に
な
い
こ
と
が
大

き
な
問
題
か
も
し
れ
な
い
。
現
在
の
性
別
役

割
分
担
を
考
え
れ
ば
、
女
性
は
仕
事
か
ら
一

切
身
を
引
く
こ
と
を
望
ま
な
い
な
ら
、
パ
ー

ト
に
切
り
替
え
る
し
か
選
択
肢
が
な
い
場
合

も
多
い
。

　

ミ
ニ
ジ
ョ
ブ
は
、
税
金
と
社
会
保
険
料
の

扱
い
が
独
特
で
あ
る
た
め
、
特
殊
な
役
割
を

担
っ
て
い
る
。
雇
用
者
が
三
〇
％
を
納
め
る
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こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
う
ち
二
％
が
税
金
、

一
三
％
が
法
定
健
康
保
険
、
一
五
％
が
法
定

年
金
保
険
に
振
り
分
け
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ

っ
て
ミ
ニ
ジ
ョ
ブ
は
、
企
業
に
と
っ
て
コ
ス

ト
の
点
で
魅
力
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

就
業
者
自
身
は
税
も
社
会
保
険
料
も
払
う
必

要
が
な
い
の
で
、
雇
用
者
側
は
、
安
い
税
込

み
賃
金
を
支
払
え
ば
そ
れ
が
就
業
者
に
と
っ

て
事
実
上
の
実
質
賃
金
と
な
る
た
め
、
そ
の

分
の
労
働
コ
ス
ト
を
節
減
で
き
る
の
で
あ
る
。

４　

均
等
処
遇
の
実
状

（
１
）
非
典
型
雇
用
形
態
は
不
安
定
か
？

　

非
典
型
雇
用
の
増
加
は
、
社
会
的
リ
ス
ク

の
増
加
に
つ
な
が
る
。
こ
う
し
た
リ
ス
ク
は

就
労
生
活
を
送
っ
て
い
る
間
と
、
そ
れ
を
終

え
た
後
に
生
じ
る
。
政
治
的
・
学
術
的
な
議

論
で
、
非
典
型
雇
用
は
不
安
定
雇
用
と
同
義

と
み
な
さ
れ
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
不
安
定
に
関
し
て
同
時
に
生

じ
う
る
、
い
く
つ
か
の
側
面
を
提
示
す
る
。 

○ 

生
計
を
維
持
で
き
る
収
入
：
通
常
は
国
際

的
に
平
均
賃
金
の
三
分
の
二
と
定
義
さ
れ

る
が
、
個
人
所
得
と
世
帯
所
得
を
明
確
に

区
別
す
る
必
要
が
あ
る
。

○ 

社
会
保
障
制
度
、
と
く
に
年
金
保
険
へ
の

加
入

○ 

雇
用
安
定
性
（
単
に
職
場
が
一
定
で
あ
る

だ
け
で
な
く
、
雇
用
の
継
続
性
と
い
う
意

味
で
）

○ 

雇
用
可
能
性
（
個
人
が
生
涯
に
わ
た
っ
て

構
造
的
変
化
に
適
応
す
る
能
力
）

　

各
種
デ
ー
タ
に
基
づ
い
た
実
証
分
析
の
多

く
は
、
非
典
型
雇
用
を
標
準
雇
用
に
劣
る
も

の
と
し
て
分
類
し
て
い
る
が
、
非
典
型
雇
用

の
す
べ
て
の
形
態
を
不
安
定
と
み
な
せ
る
わ

け
で
は
な
い
こ
と
も
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
不
安
定
リ
ス
ク
は
標
準
雇
用
に
も
ま
っ

た
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
に
し
て
も
、
非
典

型
雇
用
の
方
が
標
準
雇
用
に
比
べ
て
か
な
り

高
く
な
る
。 

　

賃
金
に
関
し
て
は
、
非
典
型
雇
用
の
個
々

の
特
徴
を
検
証
し
た
場
合
、
ど
の
形
態
に
お

い
て
も
標
準
雇
用
よ
り
条
件
が
悪
い
。
格
差

は
標
準
雇
用
と
非
典
型
雇
用
の
間
だ
け
で
な

く
、
非
典
型
雇
用
の
各
形
態
の
間
に
も
見
ら

れ
る
。
賃
金
格
差
が
特
に
甚
だ
し
い
の
は
僅

少
雇
用
と
、
そ
れ
よ
り
は
程
度
は
低
い
も
の

の
派
遣
労
働
だ
が
、
有
期
雇
用
や
パ
ー
ト
タ

イ
ム
労
働
も
標
準
雇
用
と
同
等
の
水
準
で
は

な
い
。

　

僅
少
雇
用
就
業
者
の
著
し
い
賃
金
格
差
は
、

お
そ
ら
く
こ
の
雇
用
形
態
の
間
接
的
な
助
成

と
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
個
々
の
世
帯

の
背
景
を
考
え
れ
ば
、
こ
う
し
た
状
況
は
生

計
上
の
問
題
を
生
み
、
就
労
生
活
中
や
そ
の

後
に
貧
困
の
リ
ス
ク
を
生
じ
さ
せ
る
可
能
性

が
あ
る
。
就
業
者
全
体
の
う
ち
一
三
〇
万
人

（
ほ
ぼ
四
％
）
が
、
所
得
が
少
な
い
た
め
に

公
的
給
付
金
を
受
け
取
っ
て
い
る
。

　

雇
用
安
定
性
に
関
し
て
も
大
き
な
違
い
が

あ
る
。
大
半
は
雇
用
期
間
が
三
カ
月
未
満
で

あ
る
派
遣
労
働
は
標
準
雇
用
に
比
べ
て
と
く

に
不
安
定
と
さ
れ
て
お
り
、
有
期
雇
用
も
標

準
雇
用
よ
り
変
動
性
が
高
い
。
パ
ー
ト
タ
イ

ム
雇
用
に
つ
い
て
は
最
近
の
研
究

（B
rehm

er/S
eifert 2008

）
で
、
他
の
ど

の
形
態
に
比
べ
て
も
雇
用
安
定
性
が
高
い
こ

と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
要
因
は
、
パ

ー
ト
タ
イ
ム
労
働
が
あ
る
か
ら
こ
そ
女
性
が

家
庭
を
持
ち
な
が
ら
仕
事
を
続
け
る
こ
と
が

可
能
に
な
っ
て
い
る
現
状
に
あ
る
と
さ
れ
て

い
る
。

　

非
典
型
雇
用
に
よ
る
就
業
者
は
、
企
業
内

で
行
わ
れ
る
再
訓
練
の
利
用
機
会
に
関
し
て

も
不
利
で
あ
る
（B

altes/H
ense 2006, 

R
einkow

ski/S
auerm

ann 2008

）。
就
労

者
自
身
で
内
外
労
働
市
場
で
の
雇
用
可
能
性

を
高
め
ら
れ
る
範
囲
は
限
ら
れ
て
い
る
。
差

別
待
遇
の
リ
ス
ク
は
、
有
期
契
約
に
よ
る
就

業
者
よ
り
労
働
時
間
の
短
い
就
業
者
の
方
が

大
き
い
。
上
述
の
不
安
定
リ
ス
ク
は
累
積
的

な
場
合
が
あ
る
た
め
、
こ
の
種
の
差
別
は
本

人
が
率
先
し
て
機
会
を
求
め
る
こ
と
で
埋
め

合
わ
せ
ら
れ
る
可
能
性
は
低
い
。
こ
の
よ
う

に
複
数
の
不
利
益
が
重
な
る
こ
と
で
、
失
業

期
間
を
挟
み
な
が
ら
非
典
型
雇
用
を
転
々
と

す
る
と
い
う
一
種
の
悪
循
環
に
陥
る
危
険
が

あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
長
期
に
わ
た
っ
て
少

な
か
ら
ぬ
社
会
的
リ
ス
ク
を
被
る
こ
と
に
な

る
。

（
２
）
再
規
制
の
兆
候

　

パ
ー
ト
タ
イ
ム
及
び
雇
用
促
進
立
法
に
よ

る
法
規
制
で
は
、
す
べ
て
の
雇
用
形
態
に
対

し
て
所
得
と
労
働
条
件
の
面
で
の
同
等
処
遇

が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際

は
こ
れ
と
は
か
な
り
異
な
る
。
正
規
就
業
者

に
比
べ
る
と
、
非
典
型
雇
用
の
就
業
者
は
た

い
て
い
所
得
や
企
業
内
訓
練
の
機
会
の
面
で

不
利
と
な
る
リ
ス
ク
が
大
き
く
、
全
般
的
な

状
況
も
安
定
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な
社
会
的

リ
ス
ク
と
、
こ
れ
ら
の
雇
用
形
態
の
増
加
を

受
け
、
労
働
組
合
で
は
、
標
準
雇
用
と
同
等

の
資
格
を
与
え
る
新
た
な
規
制
を
求
め
て
い

る
。
二
三
％
の
企
業
で
は
、
交
渉
を
通
じ
て

派
遣
労
働
者
に
中
核
労
働
力
と
同
等
の
賃
金

を
確
保
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る

（S
eifert/B

rehm
er 2008

）。
た

だ
し
、
こ
れ
は
基
本
給
だ
け
に
適
用

さ
れ
、
特
別
手
当
や
ボ
ー
ナ
ス
な
ど

は
除
外
さ
れ
る
た
め
、
実
質
的
な
所

得
は
異
な
る
場
合
も
あ
る
。

　

二
〇
一
〇
年
秋
、
金
属
労
組
（
Ｉ

Ｇ
メ
タ
ル
）
は
鉄
鋼
業
で
最
初
の
重

要
な
勝
利
を
収
め
た
。
こ
の
業
界
の

全
企
業
の
派
遣
労
働
者
が
、
中
核
労

働
者
と
同
じ
報
酬
を
受
け
取
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
こ
の
協
約
は
昨
年
一

〇
月
に
発
効
し
、
二
〇
一
二
年
末
ま

で
施
行
さ
れ
る
。
こ
の
協
約
が
適
用

さ
れ
る
の
は
派
遣
労
働
者
が
比
較
的

少
な
い
分
野
の
み
で
あ
る
。

　

二
〇
一
〇
年
末
の
時
点
で
、
政
府

が
派
遣
労
働
者
の
最
低
賃
金
を
導
入

す
る
か
ど
う
か
の
決
定
は
ま
だ
な
さ

れ
て
い
な
い
。
今
年
五
月
に
は
Ｅ
Ｕ

新
規
加
盟
国
の
労
働
者
に
完
全
な
移

動
の
自
由
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

連
邦
議
会
に
議
席
を
持
つ
政
党
の
大

表２　失業からの移行（%）

前職の雇用形態 
新しい雇用の形態 

派遣 有期 僅少労働 パートタイム    
週 ３5 時間未満  常用労働 失業 

派遣 12 16 ３ 2 17 50

有期 4 27 6 4 15 45

僅少労働 2 12 25 9 5 47

パートタイム
週 ３5 時間未満 ３ 16 11 19 10 41

常用労働 ３ 1３ ３ ３ 41 ３7

合計 4 19 7 5 2３ 42

資料出所：Mobilitätsstudie Infratest/WSI 2008.
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半
は
こ
の
法
律
の
制
定
を
支
持
し
て
い
る
。

５　

 

常
用
雇
用
へ
の
移
行
の
シ
ナ

リ
オ

　

非
典
型
雇
用
が
、
上
層
に
移
動
が
機
能
す

る
範
囲
は
限
ら
れ
て
い
る
。
転
職
を
伴
う
場

合
、
非
典
型
雇
用
か
ら
正
規
雇
用
に
移
行
す

る
ケ
ー
ス
は
、
フ
ル
タ
イ
ム
の
仕
事
か
ら
変

わ
る
ケ
ー
ス
に
比
べ
て
か
な
り
ま
れ
で
あ
る
。

短
期
契
約
就
業
者
や
派
遣
労
働
者
が
職
を
失

っ
た
場
合
、
そ
の
ま
ま
失
業
に
い
た
る
場
合

を
別
と
す
れ
ば
、
ま
た
同
じ
よ
う
な
不
安
定

な
雇
用
形
態
で
就
業
す
る
者
が
圧
倒
的
に
多

い
（G

ensicke et al. 2010

）。
別
の
研
究

に
よ
れ
ば
、
〇
九
年
に
短
期
契
約
就
業
者
の

う
ち
常
用
雇
用
に
移
行
で
き
た
人
は
全
体
の

四
五
％
で
あ
る
（H

ohendanner 2010

）。

経
済
危
機
が
起
こ
る
前
の
こ
の
数
字
は
五
二

％
だ
っ
た
。

　

再
就
職
の
際
に
正
規
雇
用
に
就
い
た
人
の

う
ち
、
過
去
に
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
や
僅
少

雇
用
（
四
〇
〇
ユ
ー
ロ
職
）
で
就
業
し
て
い

た
人
の
割
合
は
ご
く
少
な
い
。
こ
う
し
た
就

労
者
の
大
半
が
正
規
雇
用
へ
の
移
行
を
望
ん

で
い
な
い
こ
と
に
関
係
が
あ
る
だ
ろ
う
。
非

典
型
就
業
者
の
中
で
、
正
規
雇
用
に
移
行
す

る
人
の
割
合
が
も
っ
と
も
高
い
の
は
元
派
遣

労
働
者
の
一
七
％
で
、
正
規
雇
用
に
戻
る
割

合
が
突
出
し
て
高
い
（
四
一
％
）
の
は
、
フ

ル
タ
イ
ム
雇
用
だ
っ
た
人
で
あ
る
。

　

雇
用
契
約
の
終
了
後
に
失
業
に
至
る
リ
ス

ク
も
、雇
用
形
態
間
で
違
い
が
あ
る
（
表
２
）。

新
し
い
仕
事
が
見
つ
か
ら
な
い
人
の
割
合
は
、

正
規
雇
用
だ
っ
た
人
で
は
三
七
％
だ
が
、
派

遣
労
働
者
で
は
五
〇
％
、
短
期
契
約
就
業
者

で
は
四
五
％
で
あ
る
。
こ
の
調
査
結
果
が
驚

き
な
の
は
、
派
遣
労
働
者
は
正
規
雇
用
よ
り

失
業
給
付
Ⅰ
（
通
常
の
失
業
）
の
受
給
権
が

少
な
い
た
め
、
次
の
仕
事
を
見
つ
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
社
会
的
圧
力
が
は
る
か

に
大
き
い
か
ら
だ
（G

ensicke et al. 
2010

）。
臨
時
派
遣
労
働
者
に
と
っ
て
は
、

こ
の
雇
用
形
態
か
ら
正
規
雇
用
に
移
行
す
る

の
は
難
し
い
。

　

規
制
緩
和
さ
れ
た
労
働
市
場
で
は
、
低
賃

金
層
を
抜
け
出
し
て
上
層
へ
移
動
す
る
の
は

ま
す
ま
す
難
し
い
。
柔
軟
性
が
増
し
た
か
ら

と
い
っ
て
、
移
動
性
も
増
す
と
は
限
ら
な
い

の
は
明
ら
か
だ
。
明
ら
か
で
な
い
の
は
、
移

動
性
を
制
約
す
る
要
因
は
何
か
と
い
う
点
で

あ
る
。
労
働
市
場
研
究
の
分
野
で
は
、
こ
の

疑
問
へ
の
答
え
は
今
の
と
こ
ろ
見
つ
か
っ
て

い
な
い
。

６　

長
期
的
な
影
響

　

非
典
型
雇
用
形
態
は
、
社
会
保
障
の
面
で

重
大
な
長
期
的
問
題
を
生
じ
さ
せ
る
。
そ
の

影
響
は
労
働
市
場
に
と
ど
ま
ら
ず
、
就
労
を

終
え
た
後
の
個
人
の
生
活
に
ま
で
及
び
、
社

会
保
障
、
な
か
で
も
年
金
に
大
き
く
影
響
す

る
。
社
会
的
リ
ス
ク
の
累
積
は
、
非
典
型
雇

用
の
就
業
者
は
標
準
雇
用
の
就
業
者
に
比
べ

て
、
低
賃
金
で
し
か
働
け
な
い
可
能
性
が
高

く
、
し
た
が
っ
て
社
会
的
移
転
給
付
の
上
積

み
受
給
を
受
け
る
場
合
が
多
い
こ
と
を
意
味

す
る
。
ま
た
、
雇
用
リ
ス
ク
が
高
く
雇
用
期

間
が
短
い
た
め
、
失
業
し
た
際
に
は
失
業
給

付
Ⅱ
（
長
期
失
業
者
、
生
活
困
窮
者
な
ど
）

し
か
請
求
で
き
な
い
こ
と
が
多
い
（
給
付
Ⅰ

は
制
限
的
で
、
至
近
の
実
質
所
得
に
対
す
る

補
償
率
分
＝
子
供
が
い
な
い
場
合
は
六
〇
％
、

い
る
場
合
は
六
七
％
＝
が
支
給
さ
れ
る
。
給

付
Ⅱ
は
無
制
限
だ
が
、補
償
率
は
よ
り
低
い
）。

ま
た
、
派
遣
労
働
者
と
正
規
就
業
者
と
の
差

が
と
く
に
著
し
い
。
給
付
Ⅱ
を
受
け
る
人
は
、

派
遣
労
働
者
は
お
よ
そ
二
人
に
一
人
だ
が
、

正
規
就
業
者
で
は
七
人
に
一
人
し
か
い
な
い
。

こ
の
差
の
主
な
理
由
は
、
社
会
保
険
の
対
象

と
な
っ
て
い
た
雇
用
の
期
間
が
足
り
な
い
た

め
で
あ
る
。

　

長
期
的
に
問
題
と
な
る
の
は
、
非
典
型
就

業
者
が
年
金
制
度
に
十
分
に
取
り
込
ま
れ
て

い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

の
期
間
が
長
い
、
あ
る
い
は
ミ
ニ
ジ
ョ
ブ
で

し
か
就
労
し
た
こ
と
が
な
い
た
め
に
保
険
料

納
付
額
が
少
な
い
と
、
生
計
を
維
持
す
る
に

は
不
十
分
な
年
金
給
付
し
か
受
け
ら
れ
な
い
。

雇
用
の
種
類
が
た
び
た
び
変
わ
っ
た
場
合
、

高
齢
に
な
っ
て
か
ら
の
貧
困
の
リ
ス
ク
が
高

ま
る
。
適
切
な
措
置
が
取
ら
れ
な
け
れ
ば
、

必
要
と
な
る
上
積
み
移
転
給
付
金
が
公
的
予

算
の
相
当
な
負
担
に
な
り
、
保
険
料
基
盤
が

徐
々
に
崩
壊
す
る
リ
ス
ク
が
生
ま
れ
る
こ
と

に
な
る
。

７　

今
後
の
見
通
し

　

非
典
型
雇
用
形
態
は
一
貫
し
て
標
準
雇
用

よ
り
も
高
い
不
安
定
リ
ス
ク
を
示
す
。
し
か

も
、
一
般
通
念
と
異
な
り
、
こ
う
し
た
雇
用

が
雇
用
全
体
に
与
え
る
影
響
は
僅
か
だ
と
み

な
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
、
そ
の
結
果
、
規
制

緩
和
措
置
の
最
終
的
な
評
価
は
あ
い
ま
い
に

な
る
。

　

こ
の
結
論
を
踏
ま
え
れ
ば
、
非
典
型
雇
用

形
態
に
将
来
ど
の
よ
う
に
対
処
す
べ
き
か
、

と
い
う
問
題
が
浮
か
び
上
が
る
。
引
き
続
き

市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
信
じ
、
規
制
緩
和
に
よ

っ
て
非
典
型
な
こ
う
し
た
形
態
を
促
進
す
べ

き
な
の
か
？　

た
と
え
ば
現
連
立
政
権
は
、

ミ
ニ
ジ
ョ
ブ
に
つ
い
て
は
現
状
の
四
〇
〇
ユ

ー
ロ
の
上
限
の
引
き
上
げ
と
動
態
化
、
有
期

雇
用
契
約
に
つ
い
て
は
二
年
の
継
続
期
間
上

限
の
更
な
る
自
由
化
と
、
同
一
就
業
者
と
の

有
期
契
約
更
新
を
容
認
し
て
い
る
。

　

あ
る
い
は
厳
格
な
政
治
的
規
制
を
課
す
べ

き
な
の
か
？　

後
者
の
選
択
肢
に
は
、
上
述

の
社
会
的
リ
ス
ク
を
（
再
）
規
制
に
よ
っ
て

軽
減
あ
る
い
は
除
去
す
る
こ
と
が
必
要
に
な

る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
非
典
型
雇
用
の
形
態

は
多
様
で
あ
る
た
め
、
措
置
は
相
当
に
細
分

化
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
規
制
手
段
に
新
た

な
複
雑
性
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
、
以
下
に
述
べ
る
全
般
的
な
規
制

と
立
案
原
則
は
、
こ
れ
ま
で
分
析
し
た
不
安

定
リ
ス
ク
の
軽
減
に
役
立
つ
で
あ
ろ
う
。
こ

れ
に
は
、
同
一
賃
金
の
原
則
を
実
現
し
、
そ

れ
に
よ
っ
て
非
典
型
雇
用
と
標
準
雇
用
の
同

一
労
働
間
の
大
幅
な
賃
金
格
差
を
埋
め
る
こ

と
が
含
ま
れ
る
。
さ
ら
に
、
市
場
メ
カ
ニ
ズ

ム
が
正
し
く
働
く
と
す
れ
ば
、
非
典
型
雇
用

に
伴
う
相
対
的
に
高
い
雇
用
リ
ス
ク
の
結
果

と
し
て
の
リ
ス
ク
プ
レ
ミ
ア
ム
を
期
待
す
る
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１　

 「
非
正
規
雇
用
」
の
定
義
、

そ
の
産
業
、
職
種
上
の
特
徴

な
ど

（
１
）
非
正
規
雇
用
の
様
々
な
タ
イ
プ
の
法

律
的
な
定
義

　

フ
ラ
ン
ス
で
は
、「
非
正
規
雇
用
」（「
非
典

型
雇
用
」
あ
る
い
は
「
特
殊
形
態
雇
用
」
と

も
呼
ば
れ
る
）
は
、
労
働
法
の
下
で
、
標
準

的
な
雇
用
関
係
、
す
な
わ
ち
無
期
契
約
に
よ

る
常
勤
の
雇
用
と
違
う
こ
と
を
強
調
す
る
時

に
用
い
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
非
正
規
契
約
に

対
し
て
は
何
の
規
制
も
な
い
こ
と
を
意
味
す

る
の
で
は
な
く
、
非
正
規
契
約
は
コ
モ
ン
ロ

ー
以
外
の
特
別
な
ル
ー
ル
で
規
制
さ
れ
る
こ

と
を
意
味
す
る
。　

①
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
雇
用

　

デ
ー
タ
と
し
て
は
、
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
雇
用

に
関
す
る
も
の
と
し
て
、
派
遣
労
働
、
見
習

い
契
約
、
そ
の
他
の
有
期
契
約
が
あ
る
。
こ

れ
ら
に
加
え
て
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
契
約
（
無

期
契
約
と
有
期
契
約
が
あ
る
）
に
関
わ
る
も

の
が
あ
る
（
表
１
）。

　

欧
州
の
デ
ー
タ
は
、
派
遣
契
約
と
有
期
契

約
を
区
分
し
て
い
な
い
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
デ

ー
タ
は
こ
れ
ら
を
区
分
す
る
。
派
遣
契
約
は
、

そ
の
他
に
比
べ
て
、
極
め
て
具
体
的
な
法
規

の
適
用
を
受
け
る
。
そ
れ
ら
は
、
派
遣
労
働

の
社
会
的
リ
ス
ク
か
ら
労
働
者
を
保
護
す
る

こ
と
も
で
き
よ
う
。

　

ド
イ
ツ
は
、
法
定
最
低
賃
金
の
な
い
数
少

な
い
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
の
一
つ
で
あ
る
。
労
働
協

約
に
基
づ
く
賃
金
を
適
用
し
、
そ
れ
が
当
該

の
業
界
で
は
一
般
的
拘
束
力
を
持
つ
と
定
め

る
こ
と
は
で
き
る
が
、
現
実
に
は
そ
の
よ
う

な
例
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
非
典
型
就
業
者
の

圧
倒
的
多
数
が
「
貧
困
賃
金
」、
つ
ま
り
平

均
賃
金
の
三
分
の
二
に
満
た
な
い
額
し
か
受

け
取
っ
て
い
な
い
。
一
般
的
な
法
定
最
低
賃

金
を
導
入
す
れ
ば
、
非
典
型
就
業
者
が
自
ら

の
受
け
取
る
賃
金
で
生
計
を
立
て
ら
れ
る
見

通
し
が
向
上
す
る
だ
ろ
う
。

　

企
業
内
再
訓
練
を
受
け
る
法
定
ま
た
は
労

働
協
約
に
よ
る
一
般
的
な
権
利
が
認
め
ら
れ

れ
ば
、
雇
用
見
通
し
が
改
善
さ
れ
る
だ
け
で

な
く
、
労
働
市
場
の
機
能
も
高
ま
る
と
思
わ

れ
る
。
長
期
的
に
見
れ
ば
、
労
働
市
場
が
深

刻
な
機
能
不
全
に
陥
る
現
実
的
な
リ
ス
ク
が

あ
る
。
人
口
動
態
が
変
化
し
、
技
術
的
・
組

織
的
な
領
域
で
進
歩
が
続
き
、
サ
ー
ビ
ス
経

済
へ
の
転
換
が
見
ら
れ
る
現
状
は
、
職
業
再

訓
練
を
必
要
と
す
る
労
働
力
の
割
合
が
増
え

る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
非
典
型
雇

用
形
態
の
拡
大
は
、
こ
う
し
た
生
涯
学
習
の

必
要
性
に
応
え
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ら

の
雇
用
形
態
は
、
知
識
ベ
ー
ス
社
会
の
発
展

の
助
け
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

と
く
に
有
期
労
働
者
と
派
遣
労
働
者
に
見

ら
れ
る
雇
用
不
安
定
性
の
高
さ
を
考
え
れ
ば
、

不
平
等
な
リ
ス
ク
負
担
を
是
正
す
る
た
め
、

一
部
の
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
に
見
ら
れ
る
一
種
の
不

安
定
プ
レ
ミ
ア
ム
を
導
入
す
る
こ
と
は
妥
当

と
考
え
ら
れ
る
。

　

今
後
の
改
革
に
お
け
る
三
つ
目
の
共
通
分

野
は
年
金
関
連
で
あ
る
。
現
行
制
度
に
適
合

す
る
と
思
わ
れ
る
選
択
肢
の
一
つ
は
、
一
般

課
税
を
財
源
と
す
る
要
素
、
現
行
の
個
人
が

就
労
期
間
中
に
納
め
る
保
険
料
を
基
盤
と
す

る
要
素
、
そ
し
て
任
意
の
追
加
保
険
の
三
つ

の
部
分
か
ら
な
る
解
決
策
へ
の
移
行
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
三
つ
目
の
追
加
保
険
は
純
粋

に
個
人
の
意
思
に
よ
る
も
の
で
、
相
応
の
所

得
水
準
が
必
要
で
あ
る
。
対
象
が
よ
り
広
範

で
、
か
つ
従
来
の
制
度
に
と
ら
わ
れ
な
い
解

決
策
は
、
過
去
の
雇
用
要
件
に
依
存
せ
ず
、

一
般
課
税
を
財
源
と
す
る
最
低
高
齢
者
年
金

を
導
入
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
制

度
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
何
年
も
前

か
ら
議
論
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
重
要
性
は

ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
る
。

　

上
述
の
改
革
案
と
組
み
合
わ
せ
ら
れ
る
と

考
え
ら
れ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
一
つ
に
、「
フ
レ

ク
シ
キ
ュ
リ
テ
ィ
」（
柔
軟
性
と
安
全
性
の
両

立
）
と
い
う
、
労
働
市
場
規
制
に
関
す
る
議

論
の
方
向
性
を
変
え
つ
つ
あ
る
概
念
が
あ
る
。

こ
れ
が
め
ざ
す
の
は
、
柔
軟
性
の
拡
大
を
求

め
る
企
業
側
の
要
望
と
、
社
会
保
障
の
向
上

を
望
む
就
業
者
側
の
要
望
と
の
両
立
を
、
こ

れ
ま
で
柔
軟
化
と
規
制
緩
和
だ
け
に
頼
っ
て

行
わ
れ
て
き
た
以
上
に
向
上
さ
せ
る
こ
と
で

あ
る
。
柔
軟
性
と
社
会
保
障
を
統
合
す
る
こ

の
試
み
が
オ
ラ
ン
ダ
と
デ
ン
マ
ー
ク
な
ど
の

Ｅ
Ｕ
加
盟
国
で
実
施
に
移
さ
れ
た
の
を
受
け

て
、
Ｅ
Ｕ
委
員
会
で
も
こ
の
概
念
を
公
式
に

欧
州
に
お
け
る
雇
用
政
策
の
一
環
と
す
る
こ

と
を
表
明
し
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス

正・非とも雇用の安定が焦点
経済成長は派遣に有利に働く

フランソワ・ミション氏
（国立科学研究センター上席研究員）
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と
同
時
に
、
人
材
派
遣
会
社
お
よ
び
派
遣
労

働
者
と
の
間
の
不
公
正
な
競
争
か
ら
労
働
者

を
保
護
す
る
目
的
で
規
制
さ
れ
て
い
る
。

　

有
期
契
約
に
は
、
通
常
の
契
約
の
他
に
、

さ
ま
ざ
ま
な
規
則
が
含
ま
れ
る
。
こ
れ
ら
は

政
府
の
雇
用
政
策
が
変
わ
る
こ
と
で
、
出
現

し
た
り
消
滅
し
た
り
す
る
。
不
完
全
雇
用
対

策
の
一
部
と
し
て
用
い
ら
れ
、
若
年
層
や
新

規
参
入
者
が
対
象
と
な
る
こ
と
が
多
い
。
こ

う
し
た
規
則
に
基
づ
く
援
助
付
き
の
雇
用
契

約
を
結
ん
で
い
る
人
が
一
二
〇
万
人
い
る

（
表
２
）。
こ
れ
ら
に
は
、
多
く
の
伝
統
的

な
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
契
約
も
含
ま
れ
る
。
こ
れ

ら
の
多
く
は
高
い
季
節
性
を
持
つ
セ
ク
タ
ー

で
用
い
ら
れ
る
。

　

見
習
い
契
約
は
、
有
期
で
援
助
付
き
の
場

合
が
あ
る
と
し
て
も
、
有
期
契
約
と
援
助
付

き
契
約
と
は
区
別
さ
れ
る
。

②
パ
ー
ト
タ
イ
ム
雇
用

　

週
労
働
時
間
が
法
定
時
間
（
あ
る
い
は
協

定
時
間
）
よ
り
短
い
被
用
者
が
パ
ー
ト
タ
イ

ム
労
働
者
と
さ
れ
る
。
パ
ー
ト
に
は
、
無
期

契
約
と
有
期
契
約
が
あ
る
。
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー

契
約
の
相
当
の
部
分
が
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

者
で
あ
る
（
有
期
契
約
の
二
一
・
一
％
、
無

期
契
約
の
一
五
・
四
％
）。

　

パ
ー
ト
に
つ
い
て
は
三
つ
の
ポ
イ
ン
ト
を

付
記
し
た
い
。
ま
ず
、
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
契
約

と
パ
ー
ト
タ
イ
ム
契
約
は
一
部
重
複
す
る

（
表
３
）。
非
正
規
雇
用
の
数
は
、
テ
ン
ポ

ラ
リ
ー
雇
用
と
パ
ー
ト
タ
イ
ム
雇
用
の
合
計

に
は
な
ら
な
い
。
一
方
で
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
契

約
と
常
勤
契
約
と
の
間
に
は
明
確
な
違
い
が

あ
り
、
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
契
約
と
パ
ー
ト
タ
イ

ム
契
約
と
の
間
に
も
明
確
な
違
い
が
あ
る
。

　

最
後
に
、
パ
ー
ト
は
、
い
く
つ
か
の
特
別

な
法
規
に
よ
っ
て
（
労
働
時
間
、
社
会
保
障

な
ど
の
面
で
）
保
護
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
パ
ー
ト
は
主
に
女
性
で
占

め
ら
れ
て
い
る（
女
性
被
用
者
の
う
ち
二
九
・

〇
％
が
パ
ー
ト
で
、
男
性
は
五
・
一
％
）。

ま
た
、
パ
ー
ト
は
主
に
非
自
発
的
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
、
パ
ー
ト
が
極
め
て
差
別
的
な

待
遇
を
受
け
て
お
り
、
キ
ャ
リ
ア
、
社
会
保

障
な
ど
の
面
で
、
極
め
て
不
均
等
な
処
遇
に

甘
ん
じ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
標
準
契
約
に
基

づ
く
も
の
で
あ
っ
て
も
、
パ
ー
ト
が
非
正
規

雇
用
、
あ
る
い
は
不
完
全
雇
用
と
み
な
さ
れ

る
理
由
で
あ
る
。

③
そ
の
他
の
非
正
規
雇
用
関
係

　

公
的
な
統
計
デ
ー
タ
は
、
法
律
や
集
団
協

約
の
規
制
を
受
け
る
契
約
し
か
対
象
に
含
め

な
い
。
し
か
し
、
非
正
規
雇
用
は
、
そ
れ
ら

に
限
定
さ
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、
統
計
デ
ー

タ
は
、
非
正
規
雇
用
を
巡
る
複
雑
な
現
実
の

概
略
を
示
す
に
過
ぎ
な
い
。

　

そ
れ
が
明
ら
か
に
不
法
で
あ
っ
て
も
、
法

律
で
規
制
さ
れ
な
い
雇
用
関
係
が
一
部
に
あ

る
事
実
を
排
除
で
き
な
い
。
一
方
、
不
安
定

な
雇
用
形
態
を
示
唆
し
な
い
非
正
規
契
約
も

多
く
あ
る
。
一
般
に
想
定
さ
れ
る
雇
用
の
不

安
定
性
と
雇
用
契
約
の
間
の
厳
密
な
関
係
は
、

実
証
さ
れ
て
い
な
い
。
数
十
年
に
わ
た
っ
て

減
少
し
て
き
た
独
立
自
営
業
者
も
、
再
び
増

加
し
て
い
る
。
新
た
な
自
営
業
者
は
、
被
用

者
の
従
属
に
匹
敵
す
る
従
属
関
係
に
あ
る
場

合
、
偽
装
自
営
業
者
と
み
な
さ
れ
る
。

④
最
終
評
価

　

被
用
者
の
四
分
の
一
が
不
確
実
で
不
安
定

な
地
位
に
あ
る
と
見
ら
れ
て
い
る[R

ouxel, 
2009]

。
こ
の
評
価
に
は
、
無
期
契
約
だ
が

非
自
発
的
な
パ
ー
ト
、
さ
ら
に
無
期
契
約
だ

が
翌
年
に
は
職
を
失
う
こ
と
を
恐
れ
て
い
る

人
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
一
部
の
研

究
は
、
非
正
規
が
組
織
的
に
長
い
勤
務
時
間

を
強
い
ら
れ
て
い
る
事
実
は
な
い
と
示
唆
し

て
お
り
、
非
正
規
と
不
確
実
性
が
必
ず
結
び

つ
く
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
た
だ

し
、
二
〇
〇
八
年
の
金
融
危
機
で
観
察
さ
れ

た
よ
う
に
、
無
期
契
約
が
必
ず
雇
用
の
安
定

を
も
た
ら
す
も
の
で
も
な
い
。

（
２
）
非
正
規
が
多
く
働
く
産
業
、
職
種
は

ど
こ
か
―
―
属
性
別
の
分
布
は

　

非
正
規
の
雇
用
関
係
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な

る
使
用
目
的
が
あ
る
。
典
型
的
な
派
遣
労
働

者
の
姿
と
し
て
、
若
い
、
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
、

表２　援助付き雇用契約　　　　　　　　　　 （単位：千人)
2008 年末の受給者数 *

援助付き雇用（民間部門） 1042

　うち 若年者雇用助成 59

長期失業者雇用助成 66

起業助成 119

教育訓練プログラム助成 632

再編成支援 13

援助付き雇用（非営利部門）** 185

　うち 将来契約 78

雇用付随契約 102

* 季節調整済み 
** 地方政府、公共部門、非営利団体
資料出所 : ASP ; DARES ; DGEPF ; INSEE

表３　さまざまな雇用形態に占めるパートタイム労働者の割合（%），2008年
合計 男性 女性

独立（自営業） 10.4 5.1 21.3

雇用者 16.8 5.1 29.0

　派遣労働者 8.2 4.6 16.2

　見習い 17.7 14.9 23.8

　援助付き契約 46.1 29.9 54.9

　有期労働契約 28.1 17.5 34.9

　無期労働契約 15.4 3.7 27.9

就業者全体 16.1 5.1 28.4

資料出所 : INSEE, 継続雇用統計

表 1　非正規雇用の割合（%），2008年
15 歳以上

独立（自営等） 10.5

雇用者 89.5

　うち 派遣労働者 2.1

見習い 1.3

パートタイム{ 有期労働契約 8.3

無期労働契約 77.7

合計 100

総計（千人） 25 913

注：フランス本土、世帯人口、15 歳以上（12 月 31 日現在）の就業者。
　　（1）支援付き雇用を含む。
　　（2） 支援付き労働契約のない賃金労働者、公共部門の研修公務員と正規公

務員を含む。
資料出所：INSEE, 継続雇用統計
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未
熟
練
、
自
動
車
・
建
設
・
食
料
品
業
界
で

働
く
と
い
っ
た
特
徴
が
あ
る
。
有
期
契
約
は
、

女
性
で
占
め
ら
れ
て
お
り
、
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ

ー
、
未
熟
練
、
サ
ー
ビ
ス
業
が
多
い
。
パ
ー

ト
の
雇
用
形
態
は
、
サ
ー
ビ
ス
業
に
多
く
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
女
性
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
新
し
い
現
象
で
は
な
い
。

①
産
業
と
職
種

　

派
遣
労
働
は
、
い
く
つ
か
の
製
造
業
と
建

設
業
に
著
し
い
集
中
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
た

め
大
部
分
が
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
に
集
中
し
、
未

熟
練
の
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
の
三
八
・
四
％
が
派

遣
労
働
者
で
あ
る
。

　

有
期
契
約
は
、
主
に
サ
ー
ビ
ス
・
セ
ク
タ

ー
、
な
か
で
も
と
く
に
個
人
向
け
サ
ー
ビ
ス

（
健
康
、
教
育
）
で
多
く
み
ら
れ
る
。
公
共

セ
ク
タ
ー
で
も
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
雇
用
が
増
え

て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
中
央
・
地
方
や

医
療
・
保
健
関
係
の
公
共
セ
ク
タ
ー
で
、
特

別
な
手
続
き
で
雇
わ
れ
た
人
々
が
含
ま
れ
る
。

こ
の
地
位
は
、
解
雇
に
対
す
る
極
め
て
強
い

保
護
を
受
け
て
お
り
、
非
常
に
有
利
な
社
会

保
障
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
公
的

セ
ク
タ
ー
に
も
、
労
働
契
約
も
雇
用
保
護
が

ま
っ
た
く
な
い
非
正
規
の
人
々
が
含
ま
れ
る
。

　

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
は
、
個
人
向
け
サ
ー

ビ
ス
、
教
育
、
健
康
、
社
会
活
動
、
サ
ー
ビ

ス
・
セ
ク
タ
ー
の
管
理
部
門
な
ど
、
主
に
サ

ー
ビ
ス
分
野
と
全
般
的
に
女
性
被
用
者
が
主

体
と
な
る
分
野
に
集
中
し
て
い
る
。

②
非
正
規
労
働
者
の
社
会
人
口
学
的
分
布

　
　

１
）
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
雇
用

　

非
正
規
雇
用
が
新
し
い
労
働
者
グ
ル
ー
プ

で
増
加
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
そ
の
分
布

は
極
め
て
不
均
衡
で
あ
る
。
女
性
、
若
者
、

未
熟
練
者
（
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
ま
た
は
ホ
ワ
イ

ト
カ
ラ
ー
）
が
大
半
を
占
め
る
。
彼
ら
は
雇

用
関
係
の
変
化
と
労
働
市
場
の
構
造
化
に
主

要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

　

本
稿
で
無
期
契
約
と
定
義
す
る
常
用
雇
用

に
比
べ
て
、
自
営
業
グ
ル
ー
プ
、
派
遣
労
働
、

見
習
い
契
約
は
女
性
の
割
合
は
小
さ
く
、
有

期
契
約
で
女
性
の
割
合
が
よ
り
高
い
の
は
明

白
で
あ
る
。

　

年
齢
分
布
を
み
る
と
、
年
配
者
は
正
規
雇

用
に
就
く
比
率
が
高
い
。
非
正
規
雇
用
に
就

く
若
者
の
比
率
は
上
昇
し
て
い
る
。
ま
た
、

テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
雇
用
は
低
い
教
育
レ
ベ
ル
と

初
期
教
育
終
了
後
の
間
も
な
い
年
代
に
結
び

つ
き
、
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
雇
用
を
強
い
ら
れ
る

リ
ス
ク
は
高
い
。

　
　

２
）
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

　

パ
ー
ト
の
八
〇
％
を
女
性
が
占
め
て
い
る
。

サ
ー
ビ
ス
・
セ
ク
タ
ー
で
は
八
五
％
近
く
が

女
性
パ
ー
ト
で
、
製
造
業
で
も
七
五
％
以
上

を
占
め
る
。さ
ら
に
、パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
は

全
般
的
に
若
く
、
そ
の
特
徴
は
と
く
に
週
の

労
働
時
間
が
短
い
パ
ー
ト
に
そ
れ
が
言
え
る
。

（
３
）
過
去
一
〇
―
一
五
年
間
の
各
タ
イ
プ

別
に
ど
う
変
化
し
た
か

　

一
九
八
五
年
か
ら
二
〇
〇
五
年
に
か
け
て
、

テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
雇
用
は
急
激
に
増
加
し
た

（
表
４
）。
な
か
で
も
派
遣
労
働
の
増
え
方

が
顕
著
で
、
総
雇
用
に
占
め
る
比
率
は
四
倍

に
な
っ
た
。
し
か
し
、
他
の
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー

雇
用
形
態
、
た
と
え
ば
援
助
付
き
雇
用
や
見

習
い
契
約
は
低
い
レ
ベ
ル
に
留
ま
っ
て
い
る
。

絶
対
的
な
レ
ベ
ル
が
低
い
場
合
、
高
い
増
加

率
に
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
意
味
は
な
い
が
、
重

要
な
点
は
、
非
正
規
雇
用
の
労
働
移
動
の
比

率
が
全
体
よ
り
も
か
な
り
高
い
こ
と
で
あ
る
。

　

パ
ー
ト
が
全
被
用
者
に
占
め
る
割
合
は
一

九
八
二
年
か
ら
二
〇
〇
五
年
に
か
け
て
二
倍

に
上
昇
し
た
。
と
は
い
え
、
そ
の
動
向
に
は

一
貫
性
が
な
く
、
上
昇
が
停
滞
し
た
年
や
減

少
に
転
じ
た
年
も
あ
っ
た
（
常
勤
者
に
対
し

て
週
三
五
時
間
労
働
制
が
実
施
さ
れ
た
年
な

ど
）。

２　

 

非
正
規
雇
用
が
増
加
し
、
正

規
雇
用
が
減
少
し
た
か

　

長
期
的
に
非
正
規
雇
用
の
増
加
は
避
け
ら

れ
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
理
由
は
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
。
今
日
、
熾
烈
な
国
際
競
争

の
中
で
、
雇
用
の
柔
軟
性
が
不
可
欠
に
な
っ

て
い
る
こ
と
に
異
議
を
唱
え
る
者
は
い
な
い
。

し
か
し
そ
れ
は
同
時
に
労
働
者
保
護
の
面
で

重
大
な
結
果
を
も
た
ら
す
。
フ
ラ
ン
ス
で
は

一
九
九
〇
年
代
以
降
、
非
正
規
契
約
が
主
に

雇
用
の
柔
軟
性
の
向
上
に
寄
与
し
て
き
て
お

り
、
雇
用
の
不
安
定
性
の
問
題
に
つ
い
て
激

し
い
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
１
）
非
正
規
雇
用
が
増
加
し
て
い
る
理
由

　

非
正
規
雇
用
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
に
つ

い
て
、
五
つ
の
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
が
あ
げ
ら
れ

る
。
①
労
働
市
場
の
均
衡
の
変
化
②
雇
用
ル

ー
ル
の
硬
直
性
③
企
業
の
柔
軟
性
を
高
め
よ

う
と
す
る
雇
用
政
策
の
有
害
な
影
響
④
同
じ

柔
軟
性
を
も
た
ら
す
さ
ま
ざ
ま
な
非
正
規
契

約
の
相
補
・
代
替
性
⑤
非
正
規
被
用
者
の
意

欲
―
―
で
あ
る
。

①
労
働
市
場
の
変
化

　

労
働
市
場
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
議
論
の

必
要
が
な
い
ほ
ど
自
明
で
あ
る
。
一
九
六
〇

年
代
、
二
〇
年
以
上
の
労
働
不
足
の
時
代
を

経
て
、
労
働
市
場
の
均
衡
が
完
全
に
反
転
し

た
。
経
済
成
長
が
減
速
し
て
、
若
年
労
働
層

（
戦
後
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
世
代
）
が
労
働
市
場

に
殺
到
し
、
女
性
の
労
働
参
加
の
急
激
な
増

加
が
み
ら
れ
た
。
労
働
力
過
剰
は
顕
著
に
な

り
、
経
済
成
長
は
高
い
失
業
率
を
吸
収
す
る

ほ
ど
高
ま
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

こ
こ
で
重
要
な
点
は
、
変
容
し
た
労
働
市

場
が
、
雇
用
主
と
被
用
者
の
力
関
係
の
均
衡

状
態
を
変
え
、
高
度
成
長
期
に
獲
得
し
た
社

会
福
祉
レ
ベ
ル
を
維
持
す
る
被
用
者
の
力
、

さ
ま
ざ
ま
な
保
護
と
利
点
を
有
す
る
コ
モ
ン

ロ
ー
上
の
契
約
で
あ
る
無
期
（
正
規
）
雇
用

を
守
る
力
を
小
さ
く
し
た
。
正
規
被
用
者
の

自
己
防
衛
力
は
ま
す
ま
す
弱
体
化
し
、
こ
の

防
衛
力
は
、
一
部
の
雇
用
分
野
に
限
定
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
組
合
組
織
率
が
低

く
、
社
会
福
祉
を
巡
る
闘
争
が
激
し
く
な
い

大
部
分
の
職
場
で
は
、
こ
う
し
た
契
約
は
無

力
化
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
職
場
で
は
非
正

規
雇
用
が
増
加
し
、
常
用
契
約
の
内
部
者
と
、

不
安
定
な
雇
用
関
係
の
ワ
ナ
に
掛
か
っ
た
新

規
参
入
の
外
部
者
（
非
正
規
雇
用
）
の
格
差

表４　テンポラリー雇用の増加率（全就労者に占める変化率）
有期契約 派遣労働者 助成付き契約 見習い

1985 3,6 0,4 1,1 0,7

1990 4,8 0,8 1,8 0,8

1995 5,6 1,0 2,8 0,7

2000 7,0 1,8 2,6 1,0

2005 6,9 2,1 1,7 1,3

2007 7,1 2,1 1,7 1,4

2008 8,3 2,1 ?? 1,3

資料出所 : INSEE, 継続雇用統計
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が
現
実
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

そ
れ
が
一
九
七
〇
年
代
か
ら
二
〇
〇
〇
年

代
に
か
け
て
の
状
況
だ
っ
た
。
今
日
、
状
況

は
不
確
か
な
が
ら
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。
ひ
と

つ
は
、
労
働
供
給
は
そ
れ
ほ
ど
潤
沢
で
は
な

く
な
っ
て
き
て
い
る
。
ベ
ビ
ー
ブ
ー
マ
ー
世

代
は
定
年
に
到
達
し
つ
つ
あ
り
、
労
働
時
間

は
短
縮
さ
れ
、
地
方
に
よ
っ
て
は
、
再
び
労

働
力
不
足
が
出
現
し
て
い
る
。
他
方
、
〇
八

年
の
経
済
危
機
で
、
再
び
労
働
力
過
剰
が
生

ま
れ
て
お
り
、
失
業
率
が
上
昇
し
て
い
る
。

内
部
者
と
外
部
者
の
格
差
は
再
び
変
化
し
て

い
る
。
危
機
は
非
常
に
深
い
た
め
、
正
規
雇

用
の
内
部
者
の
立
場
も
同
様
に
弱
体
化
し
て

い
る
。

　

は
っ
き
り
と
し
た
将
来
の
姿
を
描
く
の
は

難
し
い
。
正
規
雇
用
の
時
代
が
終
わ
っ
た
わ

け
で
は
な
い
が
、
常
用
雇
用
の
職
場
は
狭
ま

り
、
非
正
規
雇
用
の
職
場
が
拡
大
す
る
新
た

な
段
階
に
入
っ
た
と
み
て
よ
い
。

②
雇
用
ル
ー
ル
の
硬
直
性

　

フ
ラ
ン
ス
の
雇
用
規
則
は
、
Ｅ
Ｕ
各
国
に

比
べ
て
、
硬
直
的
す
ぎ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

同
様
の
議
論
は
国
内
で
も
繰
り
返
さ
れ
る
。

今
日
、
政
界
多
数
派
が
喚
起
し
た
問
題
は
重

要
で
、
法
規
を
完
全
に
変
え
る
必
要
が
あ
る

硬
直
的
な
社
会
な
の
だ
ろ
う
。
と
く
に
雇
用

問
題
に
関
し
て
、
個
人
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を

制
限
し
、
雇
用
創
出
を
阻
害
し
て
い
る
労
働

法
規
を
変
え
る
必
要
が
あ
る
。

　

問
題
の
ひ
と
つ
は
雇
用
契
約
の
性
格
で
、

そ
れ
は
コ
モ
ン
ロ
ー
契
約
（
無
期
の
常
勤
契

約
）
に
含
ま
れ
る
一
連
の
規
則
、
と
く
に
解

雇
に
関
す
る
規
則
の
性
格
と
複
雑
性
で
あ
る
。

C
ahuc and K

ram
arz

［2004

］
に
よ
れ
ば
、

フ
ラ
ン
ス
の
正
式
な
解
雇
手
続
き
は
非
常
に

複
雑
で
費
用
が
か
か
り
、
そ
れ
が
無
期
契
約

を
減
少
さ
せ
る
理
由
に
な
っ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。

　

こ
れ
が
、
二
〇
〇
〇
年
に
施
行
さ
れ
、
主

に
〇
五
年
以
降
、
実
施
さ
れ
て
い
る
新
た
な

雇
用
政
策
を
正
当
化
す
る
主
要
な
考
え
方
で

あ
る
。
雇
用
契
約
の
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
規
則

を
変
更
し
よ
う
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
試
み

（
正
規
、
非
正
規
を
問
わ
ず
新
た
な
唯
一
の

雇
用
契
約
で
、
規
則
の
複
雑
性
を
縮
小
し
よ

う
と
す
る
試
み
）
あ
る
い
は
週
三
五
時
間
労

働
制
に
反
対
す
る
新
た
な
労
働
時
間
政
策
が

そ
れ
ら
の
新
た
な
雇
用
政
策
で
あ
る
。

③
雇
用
政
策
の
有
害
な
影
響

　

一
九
八
〇
年
代
始
め
の
学
会
の
議
論
で
、

雇
用
の
柔
軟
性
が
関
心
を
持
た
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
際
、
柔
軟
性
の
確
保
は
必
ず
し
も
雇

用
の
不
安
定
、
雇
用
創
出
源
の
交
代
、
雇
用

削
減
に
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
が
強
調
さ
れ
た
。

　

八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
に
は
、
労
働
時

間
の
削
減
が
雇
用
を
保
護
し
、
新
規
雇
用
を

創
出
す
る
た
め
の
雇
用
政
策
の
中
心
に
据
え

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
ら
の
政
策
が
、

労
働
時
間
短
縮
と
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
を

促
進
し
た
。
そ
の
他
に
労
働
時
間
を
削
減
し

た
要
因
と
し
て
、
内
部
柔
軟
性
の
強
化
（
フ

レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
、組
織
の
柔
軟
化
な
ど
）

が
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
雇
用
政
策
は
こ
れ
ま
で
も
今
も
、

い
わ
ゆ
る
「
援
助
付
き
雇
用
」
が
ベ
ー
ス
と

な
っ
て
い
た
。
コ
ス
ト
面
の
恩
典
を
与
え
ら

れ
た
雇
用
が
奨
励
さ
れ
、
こ
う
し
た
援
助
付

き
雇
用
は
、
雇
用
主
の
社
会
保
障
負
担
金
を

大
幅
に
削
減
し
た
。
こ
れ
ら
の
雇
用
は
、
一

部
の
明
確
に
定
義
さ
れ
た
未
熟
練
で
低
賃
金

の
労
働
者
グ
ル
ー
プ
（
と
く
に
若
年
層
）
に

向
け
ら
れ
、
三
〇
年
来
、
政
策
変
更
に
よ
っ

て
新
た
な
援
助
付
き
雇
用
が
生
み
出
さ
れ
、

古
い
制
度
に
追
加
さ
れ
る
か
代
替
さ
れ
て
き

た
。
失
業
者
を
職
に
就
か
せ
る
た
め
、
援
助

付
き
雇
用
は
大
き
く
多
様
化
し
、
数
が
増
え

た
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
、
常
用
雇
用
で
は
な

く
、
雇
用
政
策
は
新
し
い
種
類
の
テ
ン
ポ
ラ

リ
ー
契
約
を
奨
励
す
る
も
の
と
な
っ
た
。

④
非
正
規
契
約
の
補
完
と
代
替
―
―
セ
ク
タ

ー
慣
行

　

非
正
規
雇
用
の
統
計
的
分
布
か
ら
、
さ
ま

ざ
ま
な
非
正
規
契
約
の
間
に
紳
士
協
定
が
あ

る
の
が
分
か
る
。
企
業
が
経
済
変
動
に
対
処

す
る
た
め
に
使
う
主
要
な
ツ
ー
ル
は
、「
残

業
」
と
「
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
契
約
」
で
あ
る
こ

と
を
確
認
し
た
。
こ
こ
で
重
要
な
ポ
イ
ン
ト

は
、
有
期
契
約
と
派
遣
契
約
に
は
幾
分
か
の

代
替
性
が
観
察
さ
れ
、
そ
の
一
方
で
派
遣
契

約
と
残
業
は
し
ば
し
ば
同
時
に
用
い
ら
れ
、

補
完
的
な
関
係
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

派
遣
労
働
は
主
に
長
期
欠
勤
や
業
務
繁
忙

時
（
想
定
内
と
想
定
外
の
も
の
）
の
対
処
に

用
い
ら
れ
る
。
業
務
の
季
節
性
よ
り
も
こ
れ

ら
の
理
由
の
方
が
多
い
。

　

サ
ー
ビ
ス
・
セ
ク
タ
ー
で
は
、
派
遣
労
働

は
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
契
約
と
激
し
く
競
合
し
て

い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
製
造
業
セ
ク
タ
ー
の
一
部
、
と
く
に
自

動
車
製
造
業
や
建
設
業
で
は
、
派
遣
労
働
が

重
要
な
位
置
を
占
め
る
だ
け
で
な
く
、
大
部

分
が
永
続
的
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
永
続
性

に
は
二
つ
の
側
面
が
あ
る
。
ま
ず
、
派
遣
労

働
の
レ
ベ
ル
が
高
く
、
安
定
し
て
い
る
（
大

手
自
動
車
メ
ー
カ
ー
の
下
請
け
企
業
の
総
労

働
力
の
約
二
〇
％
）。
次
に
、
同
一
人
物
が

長
い
期
間
、
同
一
の
派
遣
先
と
人
材
派
遣
会

社
に
留
ま
っ
て
い
る
。

　

最
後
に
、
非
正
規
雇
用
は
法
律
に
制
限
を

受
け
な
い
、
雇
用
に
柔
軟
性
を
与
え
る
た
め

の
ツ
ー
ル
と
し
て
使
用
さ
れ
て
お
り
、
広
範

な
雇
用
契
約
を
含
ん
で
い
る
。

⑤
非
正
規
雇
用
は
自
発
的
か
非
自
発
的
か

　

雇
用
の
柔
軟
性
の
問
題
は
、
個
人
の
選
択

の
問
題
と
い
う
よ
り
、
企
業
の
人
材
方
針
に

関
わ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
企
業
の

側
の
柔
軟
性
に
関
し
て
議
論
さ
れ
、
個
人
の

生
活
や
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
問
題

と
し
て
議
論
さ
れ
る
こ
と
は
め
っ
た
に
な
い
。

　

実
際
問
題
と
し
て
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

（
あ
る
い
は
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
雇
用
）
を
選
ん

だ
真
の
理
由
・
動
機
と
常
勤
雇
用
の
不
足
や

高
失
業
率
へ
の
対
応
と
を
分
け
て
考
え
る
こ

と
は
不
可
能
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
い
く
つ
か
の
ポ

イ
ン
ト
が
浮
か
び
上
が
る
。

　

仮
に
個
人
が
、
非
正
規
雇
用
に
自
発
的
に

応
募
し
た
と
回
答
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が

仕
事
内
容
の
問
題
で
あ
り
、
個
人
の
能
力
あ

る
い
は
雇
用
主
の
採
用
方
針
の
問
題
で
あ
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

　

二
〇
〇
六
年
の
調
査
で
み
る
と
、
派
遣
労

働
者
の
五
四
％
が
、
人
材
派
遣
会
社
を
通
じ

る
と
早
く
仕
事
を
見
つ
け
ら
れ
る
の
で
、
派

遣
労
働
者
の
道
を
選
ん
で
い
る
。
パ
ー
ト
タ

イ
ム
は
女
性
に
集
中
す
る
傾
向
が
あ
る
。
た

だ
し
、
雇
用
主
が
提
案
す
る
パ
ー
ト
は
、
女

性
パ
ー
ト
の
半
分
を
占
め
、
未
熟
練
、
短
時

間
労
働
、
個
人
生
活
に
不
向
き
な
勤
務
時
間

の
仕
事
に
集
中
し
て
い
る
。 

　

一
九
九
〇
年
代
の
終
わ
り
ま
で
、
ほ
ぼ
す

べ
て
の
人
が
無
期
の
常
勤
の
仕
事
を
望
ん
で

い
た
と
の
調
査
結
果
が
あ
る[C

ancé, 2002]

。

し
か
し
、
二
〇
〇
六
年
に
は
、
無
期
雇
用
は

全
体
の
わ
ず
か
二
七
％
だ
っ
た

［G
ivord,2006

］。
援
助
付
き
雇
用
が
正
規

雇
用
を
促
進
し
た
形
跡
は
余
り
な
い
。
一
年

後
、
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
雇
用
か
ら
正
規
雇
用
に

移
行
で
き
た
ケ
ー
ス
は
八
人
中
一
人
だ
っ
た

[F
endrich and R

ém
y, 2009]

。D
i P

aola 
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and M
oullet[2003]

は
、
新
た
に
労
働
市
場

に
参
入
す
る
若
年
層
は
、
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
雇

用
が
短
期
間
に
終
わ
る
場
合
の
み
、
正
規
雇

用
へ
の
つ
な
ぎ
に
な
り
う
る
と
い
う
見
解
を

示
し
た
。
そ
れ
が
長
期
化
し
た
場
合
、
テ
ン

ポ
ラ
リ
ー
雇
用
は
ワ
ナ
と
な
り
、
脱
出
が
よ

り
困
難
に
な
る
傾
向
が
あ
る
。
パ
ー
ト
タ
イ

ム
の
労
働
時
間
が
長
く
な
れ
ば
、
パ
ー
ト
タ

イ
ム
雇
用
か
ら
常
勤
雇
用
へ
の
移
行
も
容
易

に
な
る
傾
向
が
観
察
さ
れ
る
。

（
２
）
非
正
規
雇
用
が
正
規
雇
用
に
移
行
す

る
傾
向
は
強
ま
っ
て
い
る
か

①
非
正
規
雇
用
の
不
安
定
性
は
ど
う
か

　

こ
こ
で
は
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
契
約
だ
け
を
検

討
す
る
。
パ
ー
ト
タ
イ
ム
契
約
は
、
無
期
契

約
で
あ
れ
ば
、
検
討
す
る
問
題
は
起
こ
ら
な

い
。

　

テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
被
用
者
の
地
位
に
関
し
て

は
い
く
つ
か
の
想
起
す
べ
き
ポ
イ
ン
ト
が
あ

る
。
ま
ず
、
雇
用
法
規
は
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
契

約
の
期
間
を
制
限
し
て
い
る
。
最
長
は
更
新

期
間
を
含
め
て
九
カ
月
か
ら
二
四
カ
月
で
あ

る
。
表
向
き
、
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
契
約
は
永
続

的
に
更
新
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

一
方
で
、
雇
用
主
が
被
用
者
に
常
用
雇
用

の
申
し
出
を
す
る
こ
と
は
何
の
障
害
も
な
い
。

常
用
契
約
の
方
が
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
契
約
よ
り

硬
直
性
が
低
い
場
合
が
あ
る
。
コ
モ
ン
ロ
ー

の
下
で
常
用
契
約
に
は
必
ず
試
用
期
間
が
定

め
ら
れ
る
。
こ
の
期
間
は
、
通
知
な
し
に
従

業
員
を
解
雇
で
き
る
。
一
方
、
テ
ン
ポ
ラ
リ

ー
契
約
は
、
契
約
期
間
が
終
わ
る
前
に
解
雇

す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
表
向
き
の
規
則
と
実
際
の
企
業

行
動
に
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
。
著
者
が

知
る
限
り
、
無
期
契
約
の
平
均
勤
続
期
間
に

つ
い
て
の
情
報
は
な
い
。
た
だ
し
、
い
く
つ

か
の
ポ
イ
ン
ト
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
派

遣
社
員
の
派
遣
期
間
は
極
め
て
短
い
（
二
〇

〇
八
年
の
平
均
は
一
・
九
カ
月
）。
一
部
の

企
業
や
セ
ク
タ
ー
に
占
め
る
派
遣
労
働
者
の

比
率
は
相
当
に
高
く
、
多
く
の
場
合
、
同
じ

人
物
が
長
年
、
継
続
し
て
雇
用
さ
れ
て
い
る
。

自
動
車
産
業
の
場
合
、
無
期
契
約
は
若
い
派

遣
社
員
か
ら
の
選
抜
の
結
果
と
し
て
発
生
し

た
も
の
以
外
に
は
な
い
。

②
正
規
被
用
者
の
抵
抗

　

非
常
用
雇
用
者
の
高
い
流
入
比
率
は
、
流

出
比
率
と
均
衡
が
と
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、

非
常
用
雇
用
者
は
今
で
も
少
数
派
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
。
一
方
、
正
規
被
用
者
は
、
過
去

に
確
保
し
た
自
ら
の
地
位
を
守
っ
て
い
る
よ

う
に
み
え
る
。
非
正
規
被
用
者
は
（
量
的
に

い
え
ば
）
依
然
、
労
働
力
の
ス
ト
ッ
ク
の
ご

く
狭
い
エ
リ
ア
に
留
ま
っ
て
い
る
が
、
労
働

力
の
フ
ロ
ー
面
で
は
柔
軟
性
の
ニ
ー
ズ
に
応

え
る
極
め
て
重
要
な
機
能
を
担
っ
て
い
る
。

　

重
要
な
論
点
は
、
常
用
雇
用
者
が
抵
抗
姿

勢
を
示
す
か
、
ま
た
、
ど
の
く
ら
い
抵
抗
で

き
る
か
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
今
回
の
危
機

の
前
に
は
激
し
く
議
論
さ
れ
て
い
た
。

　

こ
れ
ら
の
議
論
は
、
一
九
九
〇
年
代
と
二

〇
〇
〇
年
代
の
労
働
市
場
の
変
化
は
、
非
正

規
に
よ
る
正
規
の
代
替
で
は
な
く
、
両
者
の

間
の
架
け
橋
を
強
化
す
る
も
の
だ
っ
た
こ
と

を
強
調
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
新
規
採
用
が
完
全
に
ス
ト
ッ
プ

し
、
非
正
規
だ
け
で
な
く
正
社
員
の
解
雇
も

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
今
回
の
経
済
危
機

に
よ
っ
て
上
述
の
議
論
が
行
わ
れ
な
く
な
っ

た
。

③
今
日
―
―
い
く
つ
か
の
疑
問

　

雇
用
変
動
の
先
行
指
標
と
し
て
み
ら
れ
る

こ
と
が
多
か
っ
た
派
遣
社
員
の
動
向
を
取
り

上
げ
る
。
一
九
九
〇
年
代
か
ら
二
〇
〇
〇
年

代
初
頭
に
か
け
て
、
労
働
市
場
で
の
存
在
感

を
高
め
よ
う
と
し
た
人
材
派
遣
会
社
の
努
力

は
実
を
結
ん
だ
よ
う
に
み
え
る
。
い
く
つ
か

の
新
し
い
タ
イ
プ
の
派
遣
労
働
者
（
年
配
、

高
ス
キ
ル
の
管
理
職
、
女
性
、
サ
ー
ビ
ス
業

従
事
者
の
増
大
）
の
台
頭
で
、
伝
統
的
な
タ

イ
プ
の
派
遣
労
働
者
（
若
年
で
未
熟
練
の
男

子
、
製
造
業
セ
ク
タ
ー
の
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
）

の
活
動
は
不
活
発
だ
っ
た
。
二
〇
〇
〇
年
代

の
初
め
、
こ
の
よ
う
な
長
期
的
傾
向
が
ス
ト

ッ
プ
し
た
。
こ
の
間
、
急
速
に
経
済
が
拡
大

し
、
雇
用
が
創
出
さ
れ
た
。
一
九
五
〇
年
代

以
降
、
も
っ
と
も
雇
用
が
創
出
さ
れ
た
時
代

と
い
っ
て
よ
い
。
伝
統
的
な
派
遣
労
働
の
使

用
者
（
製
造
業
）
で
も
労
働
需
要
が
回
復
し

た
。

　

し
か
し
、
経
済
危
機
は
派
遣
労
働
に
直
ち

に
影
響
し
、
派
遣
事
業
が
導
入
さ
れ
て
以
来
、

最
悪
の
落
ち
込
み
を
も
た
ら
し
た
。
今
日
、

派
遣
労
働
市
場
は
回
復
の
兆
し
を
み
せ
て
い

る
。
し
か
し
、こ
れ
は
伝
統
的
な
派
遣
先（
製

造
業
）
が
再
び
復
活
す
る
こ
と
を
意
味
し
な

い
。
派
遣
労
働
が
す
べ
て
の
労
働
市
場
に
幅

広
く
分
散
さ
れ
る
傾
向
は
止
め
よ
う
が
な
い
。

フ
ラ
ン
ス
経
済
は
、
ゆ
っ
く
り
と
し
た
成
長

軌
道
に
乗
る
と
予
想
さ
れ
る
。
今
後
の
労
働

市
場
は
、
非
正
規
雇
用
、
そ
の
中
で
も
テ
ン

ポ
ラ
リ
ー
雇
用
、
と
り
わ
け
派
遣
労
働
に
有

利
に
働
く
だ
ろ
う
。

３　

均
等
な
処
遇
の
実
際
の
状
況

　

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
公
的
に
は
法
律
は
均
等

な
処
遇
を
保
証
し
て
い
る
。
こ
れ
は
と
く
に

有
期
雇
用
、
派
遣
雇
用
を
問
わ
ず
、
テ
ン
ポ

ラ
リ
ー
雇
用
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
。
テ
ン

ポ
ラ
リ
ー
契
約
に
は
、
一
九
七
二
年
の
派
遣

労
働
に
関
す
る
最
初
の
法
律
に
保
護
さ
れ
る

均
等
な
処
遇
の
規
定
が
存
在
す
る
。
パ
ー
ト

タ
イ
ム
労
働
に
関
し
て
は
、
労
働
時
間
と
そ

れ
に
関
連
す
る
事
項
な
ど
特
定
の
規
定
を
除

い
て
、
均
等
な
処
遇
自
体
が
法
律
で
規
定
さ

れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
パ

ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
契
約
に
は
無
期
も
有
期

も
あ
っ
て
、
均
等
な
処
遇
は
契
約
上
の
問
題

に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

公
的
に
均
等
な
処
遇
の
義
務
を
負
う
と
い
う

こ
と
は
、
そ
れ
を
保
障
し
な
い
場
合
、
裁
判

所
の
判
決
で
、
雇
用
主
に
罰
則
が
適
用
さ
れ
、

投
獄
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

　

し
か
し
、
現
実
は
異
な
る
。
と
く
に
組
合

が
存
在
し
な
い
場
合
、
違
法
な
慣
行
が
横
行

し
て
い
る
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ

れ
は
法
律
に
違
反
し
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
が
、
中
小
企
業
で
、
そ
れ
が
よ
く

起
こ
る
。
こ
こ
で
の
要
点
は
、
構
造
上
の
問

題
で
あ
る
。
均
等
な
処
遇
に
は
同
種
の
他
の

仕
事
と
比
べ
て
「
そ
の
他
の
条
件
が
等
し
け

れ
ば
」
と
い
う
前
提
が
あ
る
が
、
非
正
規
雇

用
は
主
に
低
賃
金
、
過
酷
な
労
働
条
件
で
あ

り
、
資
格
を
要
し
な
い
仕
事
に
用
い
ら
れ
る

た
め
、
非
正
規
雇
用
に
お
け
る
均
等
な
処
遇

は
、
押
し
並
べ
て
、
低
賃
金
と
過
酷
な
労
働

条
件
と
特
別
な
ス
キ
ル
の
欠
如
に
結
び
つ
く
。

（
１
）
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
雇
用

①
週
労
働
時
間
、
有
給
休
暇
、
労
働
条
件

　

労
働
時
間
と
労
働
条
件
に
関
し
て
は
、
法

規
制
は
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
雇
用
も
正
規
雇
用
も

同
じ
で
あ
る
。
派
遣
労
働
の
場
合
、
均
等
な

処
遇
は
派
遣
先
の
ス
タ
ッ
フ
と
の
比
較
で
評

価
さ
れ
る
。
均
等
な
処
遇
が
定
め
ら
れ
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
全
般
に
テ
ン
ポ
ラ
リ

ー
被
用
者
の
労
働
条
件
は
よ
く
な
い
。
彼
ら

の
労
働
条
件
は
週
ご
と
に
変
わ
る
な
ど
不
安

定
で
あ
り
、
労
働
時
間
の
予
測
も
難
し
い
。
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②
基
本
賃
金
お
よ
び
手
当

　

テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
被
用
者
に
は
常
用
被
用
者

と
同
一
の
基
本
賃
金
と
賞
与
が
与
え
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
派
遣
労
働
者
の
場
合
は
、

派
遣
先
の
従
業
員
と
の
比
較
で
平
等
性
が
評

価
さ
れ
る
。
彼
ら
は
、
仕
事
の
種
類
に
よ
っ

て
同
じ
手
当（
危
険
手
当
、食
事
手
当
な
ど
）

を
受
け
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
テ
ン
ポ
ラ
リ

ー
被
用
者
は
、
企
業
内
に
留
ま
る
期
間
が
短

い
た
め
、
年
功
加
俸
を
受
け
る
こ
と
は
稀
で

あ
る
。
し
か
し
彼
ら
は
、
特
別
な
不
安
定
手

当
（
法
律
は
賃
金
の
一
〇
％
だ
が
集
団
協
約

で
そ
れ
よ
り
高
く
設
定
で
き
る
）
の
恩
典
を

受
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
年
次
休
暇
の
買
い
取

り
を
求
め
る
こ
と
も
で
き
る
。

③
ス
キ
ル
開
発
と
企
業
内
の
昇
進
の
機
会

　

有
期
契
約
社
員
は
、
無
期
契
約
社
員
と
同

様
に
訓
練
を
受
け
る
権
利
が
付
与
さ
れ
、
そ

れ
よ
り
も
有
利
な
点
も
あ
る
。
例
え
ば
、
彼

ら
が
危
険
な
職
場
に
配
属
さ
れ
る
場
合
、
同

じ
安
全
強
化
訓
練
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
不
安
定
な
キ
ャ
リ
ア
の

道
を
辿
っ
た
人
々
は
正
規
社
員
よ
り
も
少
な

い
訓
練
し
か
受
け
て
い
な
い
と
い
う
事
実
が

確
認
さ
れ
て
い
る[P

erez et T
hom

as, 
2005] 

。

　

フ
ラ
ン
ス
の
雇
用
主
は
、
賃
金
額
の
一
・

五
％
を
職
業
訓
練
に
あ
て
る
社
会
負
担
金
を

拠
出
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
。
派
遣
労
働

者
の
場
合
こ
れ
が
二
％
に
な
る
。
そ
こ
か
ら
、

訓
練
に
関
し
て
は
派
遣
労
働
者
が
恵
ま
れ
て

い
る
と
推
論
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
派
遣
労
働
者
は
そ
れ
ほ
ど
十
分
な
職
業

訓
練
を
受
け
て
い
な
い
と
い
う
観
察
報
告
も

な
さ
れ
て
い
る
。E

rhel, L
efevre et 

M
ichon[2009]

は
、
〇
五
年
に
、
被
用
者
全

体
の
う
ち
九
・
四
％
が
過
去
三
カ
月
の
う
ち

に
職
業
訓
練
を
受
け
て
い
る
と
答
え
て
い
る

が
、派
遣
労
働
者
の
場
合
、こ
の
比
率
が
五
・

五
％
だ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

④
社
会
保
険
、
失
業
保
険
、
福
祉
政
策

　

す
べ
て
の
被
用
者
は
、
法
律
が
定
め
る
基

本
的
な
健
康
保
険
、
失
業
給
付
、
退
職
給
与

制
度
の
恩
恵
を
受
け
る
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン

ス
で
は
、
こ
れ
ら
の
標
準
的
な
恩
典
に
、
集

団
協
約
に
よ
る
補
完
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
付

加
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
補

完
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
常
に
、
非
正
規
に
も
正

社
員
に
も
平
等
に
適
用
さ
れ
る
訳
で
は
な
い
。

完
全
に
享
受
す
る
に
は
、
あ
る
程
度
の
勤
続

期
間
が
必
要
に
な
る
社
会
福
祉
項
目
も
多
い
。

⑤
労
働
組
合
へ
の
加
入

　

す
べ
て
の
被
用
者
は
、
雇
用
契
約
の
種
類

を
問
わ
ず
、
企
業
内
の
組
合
と
企
業
内
部
で

の
代
表
選
出
に
つ
い
て
同
一
の
権
利
を
有
し

て
い
る
。
代
表
選
出
制
は
企
業
規
模
に
よ
っ

て
異
な
り
、
派
遣
社
員
は
人
材
派
遣
会
社
の

労
働
組
合
に
加
入
す
る
権
利
を
有
し
、
ど
の

代
表
選
出
制
が
派
遣
先
で
機
能
し
て
い
る
か

を
見
極
め
、
派
遣
先
の
労
働
力
に
加
え
ら
れ

る
。

　

フ
ラ
ン
ス
は
他
の
先
進
国
と
比
べ
て
組
合

組
織
率
が
も
っ
と
も
低
位
で
あ
る
（
就
業
者

の
八
％
以
下
、
民
間
セ
ク
タ
ー
だ
け
だ
と
七

％
）。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
集
団
協
約
に
よ

る
カ
バ
ー
率
は
も
っ
と
も
高
い
（
全
就
業
者

の
八
〇
％
以
上
）。
派
遣
労
働
者
が
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
を
さ
ら
に
強
め
て
い
る
。
派
遣
労
働

者
で
、
組
合
に
加
入
し
て
い
る
の
は
一
％
で

あ
る
が
、
集
団
協
定
の
活
動
は
き
わ
め
て
活

発
で
あ
る
。

　

組
合
は
最
近
ま
で
派
遣
労
働
者
の
組
合
加

入
と
動
員
に
積
極
的
で
は
な
か
っ
た
。
し
か

し
、
現
在
は
変
化
の
兆
し
が
み
え
て
い
る
。

そ
の
理
由
と
し
て
、
①
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
被
用

者
が
同
じ
企
業
で
働
く
期
間
が
長
期
化
し
て

い
る
②
組
合
は
正
社
員
と
い
う
伝
統
的
な
採

用
方
式
を
取
る
の
が
以
前
よ
り
困
難
に
な
る

と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
③
組
合
の
将
来
は

非
正
規
被
用
者
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
を
組

合
は
理
解
し
始
め
た
―
―
な
ど
が
あ
げ
ら
れ

る
。

（
２
）　

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

　

パ
ー
ト
は
、
勤
務
時
間
に
比
例
し
て
、
常

勤
者
が
持
つ
権
利
を
享
受
で
き
る
。
彼
ら
の

労
働
条
件
は
、
標
準
的
な
労
働
条
件
に
劣
っ

て
い
な
い
よ
う
に
み
え
る
が
、
パ
ー
ト
集
団

は
均
一
で
は
な
く
、
同
じ
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労

働
者
の
グ
ル
ー
プ
で
も
働
き
方
に
は
差
が
あ

る
。

①
労
働
時
間
：
週
労
働
時
間
、
残
業
、
有
給

休
暇

　

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
年
次
休
暇
は
常

勤
者
と
変
わ
ら
な
い
。
時
間
的
制
約
と
い
う

点
で
は
、
パ
ー
ト
は
常
勤
者
よ
り
も
良
好
な

状
態
に
あ
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

勤
務
時
間
を
増
や
し
た
い
パ
ー
ト
、
テ
ン
ポ

ラ
リ
ー
契
約
の
パ
ー
ト
、
家
庭
の
事
情
で
今

の
職
種
を
選
ん
だ
パ
ー
ト
、
常
勤
の
仕
事
が

見
つ
か
ら
な
い
た
め
に
今
の
職
種
を
選
ん
だ

パ
ー
ト
な
ど
お
か
れ
た
状
況
は
さ
ま
ざ
ま
で

あ
る
。

②
基
本
賃
金
、
手
当

　

ス
キ
ル
レ
ベ
ル
に
差
が
な
い
、
同
じ
会
社

に
勤
め
る
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
賃
金
率
は
常

勤
者
と
同
じ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
パ
ー

ト
の
勤
続
年
数
は
、
常
勤
者
と
同
じ
よ
う
に

評
価
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
も
、
均
等
な

処
遇
の
問
題
よ
り
も
、
深
刻
な
構
造
上
の
問

題
が
発
生
し
て
い
る
。

③
ス
キ
ル
開
発
の
機
会
、
内
部
昇
進
の
機
会

　

定
例
的
な
訓
練
を
受
け
る
の
は
パ
ー
ト
全

体
で
二
八
％
、
常
勤
者
全
体
で
三
八
％
で
あ

る[B
el, 2008]

。
無
期
契
約
の
パ
ー
ト
の
状

況
は
さ
ら
に
悪
い
。
こ
れ
に
は
、
こ
の
雇
用

形
態
を
と
り
が
ち
な
企
業
お
よ
び
経
済
セ
ク

タ
ー
が
関
係
し
て
い
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、

訓
練
コ
ー
ス
を
受
け
る
の
を
極
め
て
難
し
い

家
庭
で
の
責
任
を
抱
え
、
訓
練
を
犠
牲
に
し

て
も
勤
務
時
間
を
長
く
し
て
よ
り
高
い
収
入

を
も
た
ら
し
た
い
と
思
う
女
性
が
多
く
、
後

者
に
つ
い
て
は
、
訓
練
の
利
用
率
が
低
い
小

企
業
と
サ
ー
ビ
ス
・
セ
ク
タ
ー
が
多
い
こ
と

を
意
味
す
る
。

④
労
働
組
合
へ
の
加
入

　

公
的
に
は
パ
ー
ト
は
す
べ
て
の
面
で
常
勤

者
と
厳
密
に
同
じ
条
件
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
た
め
、
組
合
加
入
と
企
業
内
部
で
の
代
表

選
出
へ
の
参
加
の
権
利
も
同
じ
で
あ
る
。
し

か
し
、
パ
ー
ト
は
圧
倒
的
に
女
性
、
ホ
ワ
イ

ト
カ
ラ
ー
、
サ
ー
ビ
ス
業
、
小
企
業
に
集
中

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
特
徴
は
、
低
い
組
織

率
、
低
い
代
表
選
出
制
に
密
接
に
結
び
つ
い

て
い
る
。
こ
こ
で
も
構
造
上
の
問
題
が
浮
上

す
る
。

４　

 

結
論
―
―
社
会
問
題
、
政
治

問
題
と
し
て
の
非
正
規
雇
用

　

長
い
間
、
非
正
規
雇
用
は
、
社
会
、
政
治

問
題
で
も
主
要
な
論
点
と
さ
れ
て
き
た
。
伝

統
的
な
見
方
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
を
と
る

非
正
規
雇
用
の
地
位
を
不
安
定
、
脆
弱
性
、

危
険
性
に
結
び
付
け
て
き
た
。
雇
用
の
柔
軟

性
と
雇
用
の
不
安
定
性
は
一
体
で
は
な
い
と

説
得
す
る
あ
ら
ゆ
る
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

柔
軟
性
と
不
安
定
性
が
一
体
と
し
て
論
じ
ら

れ
る
こ
と
が
あ
る
（
欧
州
の
雇
用
政
策
で
あ

る
フ
レ
キ
シ
キ
シ
ュ
リ
テ
ィ

〈flexicurity

：
雇
用
安
定
を
伴
っ
た
雇
用

柔
軟
性
〉）[S

chm
id, 2009] 

。

　

フ
ラ
ン
ス
で
は
未
だ
労
働
組
合
が
、
雇
用
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１　

は
じ
め
に

　

オ
ラ
ン
ダ
の
非
定
型
雇
用
は
、
発
展
の
経

緯
と
特
徴
面
で
他
国
と
異
な
っ
て
い
る
。
そ

れ
は
、「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
雇
用
」
と
「
フ
レ
キ

シ
ブ
ル
雇
用
」
の
両
方
に
当
て
は
ま
る
。
第

一
に
オ
ラ
ン
ダ
の
労
働
市
場
は
、
パ
ー
ト
タ

イ
ム
雇
用
が
労
働
人
口
全
体
に
占
め
る
割
合

が
、
と
く
に
女
性
労
働
者
の
な
か
で
非
常
に

高
く
、「
世
界
で
唯
一
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
経
済

の
国
」
と
評
さ
れ
て
い
る
（F

reem
an

）。

ま
た
、
こ
こ
数
十
年
間
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
正

規
化
」
へ
の
取
り
組
み
が
行
わ
れ
、
パ
ー
ト

タ
イ
ム
雇
用
が
、
賃
金
、
雇
用
の
安
定
、
社

会
保
障
な
ど
の
面
で
フ
ル
タ
イ
ム
雇
用
と
均

等
な
待
遇
を
獲
得
し
た
。
そ
の
結
果
、
パ
ー

ト
タ
イ
ム
雇
用
は
も
は
や
「
特
殊
な
」
ま
た

は
「
非
正
規
の
」
就
労
形
態
と
は
見
ら
れ
な

い
。

　

フ
レ
キ
シ
ブ
ル
雇
用
に
関
し
て
は
、
一
九

九
〇
年
代
後
半
に
新
た
な
法
的
枠
組
み
が
つ

く
ら
れ
た
。
そ
の
中
心
に
あ
る
の
が
、
九
九

年
に
制
定
さ
れ
た
「
雇
用
の
柔
軟
性
と
保
障

法
（F

lexibility and S
ecurity A

ct

）」
で

あ
る
。
同
法
に
加
え
、
労
働
協
約
に
よ
る
代

替
条
項
が
、
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
雇
用
の
就
労
者

に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た
。

　

こ
う
し
た
進
展
が
近
年
、
幅
広
い
称
賛
を

集
め
て
い
る
。
パ
ー
ト
タ
イ
ム
雇
用
の
増
加

が
、九
〇
年
代
か
ら
、好
況
を
維
持
し
た
「
ポ

ル
ダ
ー
モ
デ
ル
」
経
済
に
、
大
き
く
貢
献
し

た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
雇

用
に
対
す
る
規
制
や
、
柔
軟
性
と
保
障
を
両

立
さ
せ
る
た
め
の
試
み
も
、
称
賛
の
的
に
な

っ
て
い
る
。「
雇
用
の
柔
軟
性
と
保
障
法
」と
、

同
法
か
ら
生
ま
れ
た
よ
り
幅
広
い
枠
組
み
で

あ
る
「
フ
レ
キ
シ
キ
ュ
リ
テ
ィ
（
柔
軟
な
保

障
）」
は
、
Ｅ
Ｕ
の
「
労
働
市
場
、
労
働
組
織
、

労
使
関
係
の
柔
軟
性
の
向
上
と
、
雇
用
と
収

入
の
安
定
を
、
よ
り
弱
い
立
場
に
あ
る
集
団

の
た
め
に
同
時
に
、
か
つ
意
図
的
に
図
る
こ

と
を
目
指
し
た
政
策
戦
略
」
の
優
れ
た
例
と

し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
オ
ラ
ン
ダ

に
お
け
る
進
展
が
、
Ｅ
Ｕ
が
現
在
掲
げ
て
い

る
フ
レ
キ
シ
キ
ュ
リ
テ
ィ
政
策
の
重
要
な
イ

ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
な
っ
て
い
る
。

２　

 

オ
ラ
ン
ダ
の
経
済
と
労
働
市

場
に
関
す
る
基
本
デ
ー
タ

　

国
内
総
生
産
（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
）
の
変
遷
を
み
る

と
、
目
を
引
く
の
は
一
九
八
〇
年
代
前
半
の

停
滞
で
あ
る
。
こ
う
し
た
景
気
低
迷
が
背
景

と
な
り
、
労
使
間
で
ワ
ッ
セ
ナ
ー
合
意
が
締

結
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

仕
事
量
と
従
業
員
数
の
変
遷
を
見
る
と
、

九
〇
年
代
に
激
増
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

パ
ー
ト
タ
イ
ム
雇
用
が
重
要
な
役
割
を
果
た

し
て
い
た
。
オ
ラ
ン
ダ
統
計
局
（
Ｃ
Ｂ
Ｓ
）

の
デ
ー
タ
は
、
週
一
二
時
間
以
下
を
含
め
な

い
こ
と
が
多
い
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
で
あ

る
が
、
雇
用
の
増
加
は
（
労
働
）
参
加
率
、

と
く
に
女
性
参
加
率
に
重
大
で
肯
定
的
な
影

響
を
与
え
て
い
る
（
図
１
）。

　

非
定
型
雇
用
が
雇
用
全
体
に
占
め
る
割
合

は
、
図
２
に
あ
る
と
お
り
、
女
性
パ
ー
ト
タ

イ
ム
で
は
重
要
性
を
示
し
て
い
る
。
オ
ラ
ン

ダ
で
は
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
が
「
正
社
員
と

の
柔
軟
性
と
雇
用
の
不
安
定
性
は
一
体
で
あ

る
と
し
て
非
難
し
て
い
る
。
組
合
は
常
に
、

非
正
規
雇
用
は
組
合
を
弱
め
る
手
段
で
あ
り
、

正
社
員
に
対
す
る
保
護
を
毀
損
す
る
方
向
に

働
く
と
考
え
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
長
期
に

わ
た
り
、
正
社
員
の
地
位
を
守
り
、
被
用
者

の
地
位
の
多
様
化
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
主
要

な
目
標
と
な
っ
て
き
た
。

　

〇
七
年
に
、フ
ラ
ン
ス
政
府
は
、労
働
市
場

の
プ
ロ
セ
ス
に
一
連
の
変
更
を
も
た
ら
そ
う

と
試
み
た
。
そ
の
一
つ
は
、
雇
用
契
約
関
連

の
規
則
を
完
全
に
再
構
築
し
よ
う
と
す
る
も

の
だ
っ
た
。
一
言
で
い
う
と
、
さ
ま
ざ
ま
な

種
類
の
雇
用
契
約
を
一
本
化
し
よ
う
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
〇
八
年
一
月
の
多
産
業
集
団

協
約
は
、
明
示
的
に
そ
の
変
更
を
拒
否
し
た
。

　

〇
八
年
の
経
済
危
機
発
生
に
よ
っ
て
、
正

規
契
約
は
、
法
規
則
の
存
在
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
も
は
や
保
護
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
な

っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
企
業
社
会
の
主
要
な
議
論

の
テ
ー
マ
は
雇
用
契
約
か
ら
、
再
び
失
業
率
、

労
働
市
場
管
理
の
効
率
性
、
失
業
手
当
給
付

金
の
問
題
に
移
っ
た
。
そ
れ
は
、
雇
用
の
不

安
定
性
の
問
題
が
議
論
さ
れ
な
く
な
っ
た
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
。
反
対
に
、
雇
用
の
不

安
定
性
の
問
題
は
、
労
働
市
場
を
巡
る
問
題

の
主
要
な
論
点
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
正
規
契
約
の
硬

直
性
こ
そ
が
、
雇
用
創
出
の
重
大
な
障
害
で

あ
る
と
い
う
主
張
も
相
変
わ
ら
ず
あ
る
。
従

っ
て
、
現
在
の
状
況
は
、
①
ソ
ー
シ
ャ
ル
・

パ
ー
ト
ナ
ー
に
よ
る
雇
用
契
約
の
構
成
の
改

変
論
議
の
復
活
②
雇
用
主
と
国
家
機
関
が
声

を
揃
え
る
労
働
コ
モ
ン
ロ
ー
の
硬
直
性
に
対

す
る
批
判
の
高
ま
り
―
―
と
し
て
ま
と
め
ら

れ
る
。
そ
れ
は
今
後
も
、
非
正
規
契
約
が
雇

用
の
柔
軟
性
を
提
供
す
る
手
段
と
し
て
残
る

こ
と
を
意
味
す
る
。

オ
ラ
ン
ダ

パートは「非正規」と見られない
フレキシブル雇用とのバランスが課題

アルヤン・カイザー氏
（マンチェスター大学講師）
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し
て
契
約
し
、
規
定
さ
れ
た
一
日
ま
た
は
一

週
間
の
労
働
時
間
よ
り
短
い
就
労
時
間
で
合

意
し
て
い
る
仕
事
」と
定
義
さ
れ
て
い
る（
Ｃ

Ｂ
Ｓ
）。
従
業
員
の
五
〇
％
以
上
、
女
性
で

は
七
五
％
以
上
が
パ
ー
ト
タ
イ
ム
で
働
い
て

い
る
。 

　

フ
レ
キ
シ
ブ
ル
雇
用
に
関
す
る
デ
ー
タ
は
、

解
釈
が
難
し
い
。
図
３
は
、
フ
レ
キ
シ
ブ
ル

雇
用
を
「
固
定
的
関
係
が
な
い
、
も
し
く
は

特
定
の
期
間
を
定
め
な
い
雇
用
契
約
」
と
し

て
い
る
Ｃ
Ｓ
Ｂ
の
定
義
に
基
づ
い
て
い
る
。

フ
レ
キ
シ
ブ
ル
雇
用
で
就
労
す
る
人
々
を

「
人
材
派
遣
業
者
（
Ｔ
Ｗ
Ａ
）
に
登
録
し
て

い
る
派
遣
労
働
者
」、「
オ
ン
コ
ー
ル
ワ
ー
カ

ー
」、「
そ
の
他
」
に
分
類
し
て
い
る
。
デ
ー

タ
を
見
る
と
、
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
雇
用
が
景
気

動
向
に
依
存
し
、
二
〇
〇
〇
年
代
前
半
は
不

況
で
減
少
し
て
い
る
。
し
か
し
、
絶
対
数
で

見
た
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
雇
用
の
就
労
者
数
は
安

定
し
て
お
り
、
〇
九
年
度
で
は
、
七
・
七
五

％
が
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
雇
用
と
な
っ
て
い
る
。

（
表
１
）。
た
だ
し
、
Ｃ
Ｓ
Ｂ
が
週
一
二
時

間
以
下
を
含
め
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
数
が

過
小
評
価
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。

　

オ
ラ
ン
ダ
に
お
け
る
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
雇
用

を
調
べ
た
研
究
で
は
、一
年
間
を
通
し
た「
フ

ロ
ー
デ
ー
タ
」
と
呼
ば
れ
る
数
値
を
と
り
あ

げ
（W

ilthagen et al., 2005

）、
こ
の
定

義
を
使
う
と
、
派
遣
労
働
者
の
数
は
七
三
万

四
〇
〇
〇
人
に
達
す
る
。
こ
れ
以
外
に
も
、

雇
用
保
険
を
管
理
す
る
労
働
者
保
険
事
業
団

（
Ｕ
Ｗ
Ｖ
）
の
デ
ー
タ
に
よ
る
と
、
〇
九
年

度
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
雇
用
の
割
合
は
三
四
％

に
高
ま
る
。
数
値
が
高
い
の
は
、「
従
業
員
な

し
の
個
人
事
業
者 

」 （Z
Z

P
-ers

）
と
呼
ば

れ
る
労
働
者
も
含
め
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。

彼
ら
の
約
三
人
に
一
人
が
一
、
二
件
の
得
意

先
と
だ
け
取
引
し
て
お
り
、
個
人
事
業
主
と

呼
べ
な
い
状
態
に
あ
る
。

３　

労
使
関
係
の
重
要
な
側
面

　

労
働
市
場
の
進
展
を
決
定
付
け
て
き
た
重

要
な
要
因
は
、「
ソ
ー
シ
ャ
ル
パ
ー
ト
ナ
ー

ズ
」
と
呼
ば
れ
る
使
用
者
組
織
と
労
働
組
合

の
代
表
者
が
、
諮
問
機
関
を
通
じ
て
協
議
・

協
力
し
て
き
た
こ
と
に
あ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
で

は
、
労
使
双
方
が
三
つ
の
連
合
に
よ
っ
て
、

国
家
レ
ベ
ル
で
組
織
化
さ
れ
て
い
る
。
労
組

団
体
は
、
オ
ラ
ン
ダ
労
働
組
合
連
合
会
（
Ｆ

Ｎ
Ｖ
）、
オ
ラ
ン
ダ
キ
リ
ス
ト
教
労
働
者
全

国
同
盟
（
Ｃ
Ｎ
Ｖ
）、
中
上
級
職
員
組
合
連

合
会
（
Ｍ
Ｈ
Ｐ
）、
経
営
側
の
団
体
は
、
オ

ラ
ン
ダ
産
業
使
用
者
連
盟
（
Ｖ
Ｎ
Ｏ-

Ｎ
Ｃ

Ｗ
）、
オ
ラ
ン
ダ
中
小
企
業
連
盟
（
Ｍ
Ｋ
Ｂ
）、

オ
ラ
ン
ダ
農
業
園
芸
組
織
連
合
会（
Ｌ
Ｔ
Ｏ
）

で
あ
る
。

　

業
界
レ
ベ
ル
で
は
、労
使
が
労
働
協
約（
Ｃ

Ａ
Ｏ
）
の
交
渉
を
行
う
。
団
体
交
渉
の
プ
ロ

セ
ス
は
、
一
九
二
七
年
制
定
の
「
Ｃ
Ａ
Ｏ
に

関
す
る
規
則
」
と
三
七
年
制
定
の
「
労
働
協

約
規
定
の
一
般
的
拡
張
に
関
す
る
法
律

（W
et A

V
V

）」
の
二
つ
に
よ
っ
て
規
定
さ

れ
て
い
る
。
政
府
は
、
後
者
の
法
律
に
基
づ

い
た
協
約
の
一
般
的
拘
束
力
を
宣
言
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
法
律
が
あ
る
た
め
、

組
合
組
織
率
が
約
二
〇
％
に
と
ど
ま
っ
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

雇
用
契
約
の
八
〇
％
以

上
に
労
働
協
約
が
適
用

さ
れ
て
い
る
。
組
織
レ

ベ
ル
で
は
、
従
業
員
五

〇
人
以
上
の
全
企
業
に

従
業
員
協
議
会
の
設
置

を
求
め
る
「
オ
ラ
ン
ダ

従
業
員
協
議
会
法

（W
ork C

ouncils 
A

ct

）」
が
七
一
年
に

制
定
さ
れ
て
以
来
、
同

法
に
沿
っ
た
労
使
協
議

が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

　

政
労
使
間
の
協
議
で

中
核
的
な
役
割
を
果
た

し
て
き
た
組
織
が
二
つ

あ
る
。
社
会
経
済
委
員

会
（
Ｓ
Ｅ
Ｒ
）
は
、
政

労
使
が
参
加
し
て
五
〇

年
に
設
立
さ
れ
、
政
府

と
国
会
の
社
会
・
経
済

（％）

図１　就業率

資料出所：オランダ統計局（CBS）, Statline

（％）

図２　パートタイム雇用の割合

資料出所：オランダ統計局（CBS）, Statline

（万人）

図３　フレキシブル雇用就労者の絶対数

（注）　 オランダ統計局 は2001年にデータの測定法を改定しており、新しい測定法による
2001年の数はそれ以前の方法による場合より、柔軟な働き方をする人の総数で
17,000人減、派遣は4,000人減、その他のフレキシブル就労者は14,000人減とな
っている。

資料出所：オランダ統計局（CBS）, Statline
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政
策
に
関
す
る
重
要
な
諮
問
機
関
と
な
っ
て

い
る
。
労
使
各
一
一
人
の
代
表
者
に
よ
り
、

構
成
さ
れ
て
い
る
。
も
う
一
つ
の
諮
問
機
関

に
は
四
五
年
に
設
立
さ
れ
た
労
働
財
団
（
Ｓ

Ｔ
Ａ
Ｒ
）
が
あ
る
。
労
使
各
一
〇
人
の
代
表

で
構
成
さ
れ
、
重
要
な
協
約
、
と
く
に
ワ
ッ

セ
ナ
ー
合
意
と
ニ
ュ
ー
・
コ
ー
ス
合
意
の
交

渉
の
舞
台
と
な
っ
た
の
が
こ
の
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｒ
だ

っ
た
。

（
１
）
ワ
ッ
セ
ナ
ー
合
意

　

一
九
八
二
年
に
締
結
さ
れ
た
ワ
ッ
セ
ナ
ー

合
意
は
「
す
べ
て
の
合
意
の
母
」
と
呼
ば
れ
、

労
使
関
係
の
分
岐
点
と
な
っ
た
。
合
意
で
は

賃
金
の
上
昇
を
抑
制
す
る
代
わ
り
に
、
労
働

者
全
員
の
労
働
時
間
を
縮
小
す
る
こ
と
（
ワ

ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
）
を
決
め
た
。
そ
の
目

的
は
企
業
の
収
益
力
を
回
復
さ
せ
、（
若
年
者

の
）
失
業
を
減
ら
す
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
の

と
き
、
雇
用
を
再
分
配
す
る
手
段
と
し
て
、

パ
ー
ト
タ
イ
ム
雇
用
の
促
進
が
提
案
さ
れ
た
。

　

ワ
ッ
セ
ナ
ー
合
意
締
結
の
経
緯
と
影
響
に

つ
い
て
は
、V

isser

とH
am

erijck

に
よ

る
オ
ラ
ン
ダ
の
「
ポ
ル
ダ
ー
モ
デ
ル
」
に
関

す
る
独
創
的
な
分
析
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
合
意
は
困
難
な
経
済
状
況
の
中
で
締
結

さ
れ
た
。
オ
ラ
ン
ダ
経
済
は
一
九
七
九
年
の

第
二
次
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
の
影
響
を
ま
と
も

に
受
け
、
深
刻
な
不
況
に
陥
っ
て
い
た
。
労

使
は
と
も
に
、
何
ら
か
の
策
を
講
じ
ね
ば
な

ら
な
い
と
考
え
て
い
た
が
、
有
意
義
な
合
意

に
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
た
。
政
府

は
す
で
に
数
回
に
わ
た
っ
て
賃
金
の
支
払
い

の
一
時
停
止
、
賃
上
げ
の
制
限
と
い
っ
た
措

置
を
と
っ
て
い
た
。
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
教
民

主
党
（
Ｃ
Ｄ
Ａ
）
と
自
由
民
主
国
民
党
（
Ｖ

Ｖ
Ｄ
）
に
よ
る
新
政
権
が
本
合
意
締
結
の
ほ

ん
の
二
日
前
に
、
財
政
緊
縮
政
策
を
発
表
し

た
ば
か
り
だ
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
下
で
、

組
合
側
は
一
刻
も
早
く
合
意
に
達
す
る
必
要

に
迫
ら
れ
て
い
た
。
使
用
者
側
も
、
政
府
に

よ
る
直
接
介
入
を
で
き
る
だ
け
回
避
す
る
た

め
、
合
意
の
締
結
を
強
く
望
ん
で
い
た
。

　

ワ
ッ
セ
ナ
ー
合
意
は
、
Ｆ
Ｎ
Ｖ
と
Ｖ
Ｎ
Ｏ

の
間
で
締
結
さ
れ
た
。
合
意
そ
の
も
の
は
二

ペ
ー
ジ
し
か
な
い
。「
現
在
あ
る
雇
用
を
よ

り
効
率
的
に
再
分
配
す
る
た
め
の
長
期
的
な

ア
プ
ロ
ー
チ
、
す
な
わ
ち
労
働
時
間
の
短
縮
、

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
導
入
、
若
年
者
の
失

業
率
を
減
ら
す
た
め
の
取
り
組
み
な
ど
い
く

つ
か
の
手
段
を
通
じ
て
雇
用
の
再
分
配
を
行

う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
と
主
張
。
同
時
に
、

「
現
在
あ
る
雇
用
を
よ
り
う
ま
く
再
分
配
す

る
こ
と
で
、
コ
ス
ト
上
昇
は
避
け
ね
ば
な
ら

な
い
」
と
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
目
標
を

達
成
す
る
た
め
に
、
労
使
は
互
い
に
「『
独

占
交
渉
権
を
持
つ
団
体
交
渉
の
パ
ー
ト
ナ
ー

と
し
て
、
労
働
協
約
で
定
め
る
賃
金
協
定
の

再
交
渉
を
行
う
』
必
要
性
を
訴
え
、『
国
会
に

対
し
て
、
団
体
交
渉
の
参
加
者
た
ち
が
、
前

述
し
た
提
言
に
基
づ
い
て
、
互
い
に
自
由
交

渉
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
あ
ら
ゆ
る
手

を
尽
く
す
』
よ
う
求
め
る
」
と
し
た
。

　

こ
の
合
意
に
対
す
る
反
応
は
早
く
、
労
働

協
約
全
体
の
三
分
の
二
が
更
新
さ
れ
た
。
こ

れ
が
き
っ
か
け
で
、
賃
金
抑
制
と
団
体
交
渉

の
分
散
化
が
始
ま
り
、
集
団
的
な
時
短
が
導

入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
パ
ー
ト

タ
イ
ム
雇
用
の
増
大
に
よ
り
、
協
議
・
調
整

に
も
は
ず
み
が
つ
い
た
。
ワ
ッ
セ
ナ
ー
合
意

が
も
た
ら
し
た
結
果
が
、
合
意
の
名
声
を
高

め
る
こ
と
に
な
る
。
第
一
に
、
組
合
に
よ
る

賃
金
抑
制
が
、
投
資
や
雇
用
拡
大
を
促
進
す

る
た
め
の
重
要
な
手
段
と
な
っ
た
。
第
二
に
、

合
意
が
き
っ
か
け
で
団
体
交
渉
の
分
散
化
が

始
ま
り
、
九
三
年
の
ニ
ュ
ー
・
コ
ー
ス
合
意

に
よ
っ
て
一
層
強
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

第
三
に
、
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
に
つ
い

て
も
進
展
が
あ
っ
た
。
労
使
間
で
長
ら
く
意

見
の
対
立
が
続
い
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
合

意
は
大
き
な
進
歩
だ
っ
た
。
た
だ
し
、
時
短

で
達
成
で
き
る
こ
と
は
限
定
的
だ
と
考
え
ら

れ
て
い
た
。
使
用
者
側
は
賃
金
抑
制
と
引
き

換
え
に
、
従
業
員
全
員
の
労
働
時
間
を
週
四

〇
時
間
か
ら
か
ら
三
八
時
間
に
減
ら
す
こ
と

を
受
け
入
れ
た
が
、
組
合
側
は
、
集
団
的
に

労
働
時
間
を
短
縮
し
て
も
、
雇
用
が
拡
大
し

な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
時
短
の
有
用
性
を

以
前
ほ
ど
認
め
な
く
な
っ
た
。

　

そ
の
代
わ
り
、
合
意
は
パ
ー
ト
タ
イ
ム
雇

用
を
「
雇
用
の
再
分
配
を
図
る
手
段
の
ひ
と

つ
」
と
し
て
含
め
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
が

増
加
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
組
合
側
は

パ
ー
ト
タ
イ
ム
雇
用
に
対
し
、
労
働
条
件
が

正
社
員
よ
り
劣
る
こ
と
を
理
由
に
、
長
く
否

定
的
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
ワ
ッ
セ
ナ
ー
合

意
が
締
結
さ
れ
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
雇
用
が
著

し
く
成
長
し
始
め
る
と
、
彼
ら
の
態
度
が
少

し
ず
つ
変
わ
っ
て
い
く
。「
仕
事
の
再
分
配

の
ほ
ぼ
す
べ
て
が
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
形

を
と
っ
て
現
わ
れ
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
雇
用
は

一
九
八
〇
年
代
の
オ
ラ
ン
ダ
経
済
に
お
い
て

『
雇
用
の
牽
引
力
』
に
な
っ
た
」（V

isser

）

か
ら
だ
。

　

ワ
ッ
セ
ナ
ー
合
意
は
、
労
働
市
場
の
問
題

に
対
処
す
る
手
段
と
し
て
、
全
国
協
議
を
使

う
姿
勢
が
大
き
く
強
化
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、

そ
の
後
の
ポ
ル
ダ
ー
モ
デ
ル
の
成
功
・
名
声

に
よ
り
、「
協
調
組
合
主
義
の
復
活
を
世
に
知

ら
し
め
た
シ
ン
ボ
ル
」
と
も
表
現
さ
れ
て
い

る
。

　

し
か
し
、
時
短
に
よ
る
成
果
は
期
待
外
れ

だ
っ
た
。
真
の
成
功
は
パ
ー
ト
タ
イ
ム
雇
用

の
増
加
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
が
、
数
年

か
か
っ
た
た
め
、
合
意
の
影
響
は
直
接
目
に

見
え
な
か
っ
た
。
だ
が
、
一
旦
成
果
が
現
れ

始
め
る
と
、
合
意
は
オ
ラ
ン
ダ
労
使
関
係
上

の
決
定
的
瞬
間
と
し
て
称
賛
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
、
そ
の
名
声
は
現
在
も
続
い
て
い
る
。

（
２
）
ニ
ュ
ー
・
コ
ー
ス
合
意

　

ワ
ッ
セ
ナ
ー
合
意
の
影
響
は
、
労
働
財
団

で
九
三
年
に
締
結
さ
れ
た
も
う
一
つ
の
重
要

な
合
意
で
あ
る
ニ
ュ
ー
・
コ
ー
ス
合
意
に
表

表１　無期契約労働者とフレキシブル（柔軟な働き方をする）就労者

1996 2006 2007 2008 2009 増加率
2007-2008

増加率
2008-2009

フレキシブル就労者（1） 862 1,688 1,794 2,021 1,999 12.7% -1.1%

• 派遣 247 ３68 ３77 ３89 ３2３ ３.2% -17.0%

• その他 615 1３20 1417 16３2 1676 15.2% 2.7%

正社員（2） 4,108 5.065 5,080 5,1３4 5,108 1.1% -0.5%

個人事業主（ZZP-ers）（３） ３97 584 611 652 629 6.7% -３.5%

フレキシブル就労者＋個人
事業主合計（1+３） 1,258 2,272 2,405 2,67３ 2,628 6.7% -３.5%

（1+３）計の割合 2３% ３1.0% ３2.1% ３4.2% ３4.0%

資料出所：労働者保険事業団（UWV）（2010：32）
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れ
て
い
る
。
こ
の
合
意
は
、
九
〇
年
代
前
半

の
停
滞
で
、
賃
金
抑
制
に
対
す
る
圧
力
が
再

び
高
ま
っ
た
こ
と
を
背
景
に
結
ば
れ
た
。
正

式
名
称
は
「
ニ
ュ
ー
・
コ
ー
ス
（
新
し
い
方

向
性
）
：
中
期
的
な
視
点
か
ら
見
た
団
体
交

渉
の
た
め
の
一
九
九
四
年
度
の
議
題
」
で
あ

る
。
合
意
が
成
立
し
た
の
は
、
労
使
双
方
が
、

よ
り
自
由
に
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
要
求
に
対

応
で
き
る
体
制
が
必
要
に
な
っ
て
き
た
か
ら

で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
中
央
で
締
結
す
る
の
は
大
枠
の

合
意
だ
け
に
と
ど
め
、
具
体
的
な
内
容
は
各

業
界
で
決
定
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。「
雇
用

主
ら
は
さ
ら
な
る
分
散
化
と
柔
軟
性
を
手
に

入
れ
、
組
合
は
中
央
の
使
用
者
組
織
か
ら
時

短
に
対
す
る
全
面
的
な
抵
抗
を
止
め
る
と
い

う
約
束
を
も
ら
い
、
地
方
の
代
表
者
ら
は
地

方
の
問
題
の
解
決
策
に
つ
い
て
の
交
渉
に
参

加
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
。
双
方
が
就
業
率

を
高
め
る
必
要
性
を
強
く
訴
え
、
仕
事
と
子

育
て
を
両
立
さ
せ
る
た
め
の
解
決
策
の
ひ
と

つ
と
し
て
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
を
提
案
し

た
」（V

isser and H
em

erijck

）
と
、
合
意

を
評
価
し
て
い
る
。

　

本
同
意
が
も
た
ら
し
た
結
果
は
、
ワ
ッ
セ

ナ
ー
合
意
と
似
て
い
る
。
第
一
に
、
労
使
交

渉
が
中
央
か
ら
離
れ
、
さ
ら
な
る
分
散
化
が

進
ん
だ
こ
と
、
第
二
に
、
賃
金
抑
制
が
も
た

ら
さ
れ
た
こ
と
。
集
合
的
な
時
短
も
、
組
合

が
ま
だ
雇
用
創
出
の
手
段
に
使
え
る
と
い
う

考
え
を
持
っ
て
い
た
た
め
、
団
体
交
渉
の
議

題
に
戻
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
ニ
ュ
ー
・
コ

ー
ス
合
意
が
も
た
ら
し
た
結
果
は
功
罪
相
半

ば
す
る
。
雇
用
増
加
の
大
部
分
は
、
パ
ー
ト

タ
イ
ム
労
働
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
。
従
業
員

グ
ル
ー
プ
の
多
く
で
、
労
働
時
間
が
週
三
六

時
間
ま
で
短
縮
さ
れ
た
が
、
こ
の
措
置
が
全

体
に
行
き
渡
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
合

意
は
労
働
市
場
に
対
処
す
る
手
段
と
し
て
の

協
議
の
重
要
性
を
裏
付
け
、
ワ
ッ
セ
ナ
ー
合

意
後
、
一
一
年
間
に
渡
っ
て
労
使
が
信
頼
関

係
を
構
築
し
た
結
果
、
登
場
し
て
お
り
、
ワ

ッ
セ
ナ
ー
合
意
を
土
台
と
し
た
だ
け
で
な
く
、

方
向
性
を
認
め
、
継
承
し
た
も
の
だ
っ
た
。

４　

パ
ー
ト
タ
イ
ム
雇
用

　

パ
ー
ト
タ
イ
ム
雇
用
が
増
大
し
た
頃
は
、

自
律
的
な
動
き
だ
っ
た
が
、
労
働
市
場
政
策
、

ソ
ー
シ
ャ
ル
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
か
ら
の
支
援
、

新
し
く
制
定
さ
れ
た
法
律
な
ど
に
よ
っ
て
補

完
さ
れ
、
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
。 

（
１
）
パ
ー
ト
タ
イ
ム
雇
用
の
増
大
と
「
正

規
化
」

　

パ
ー
ト
タ
イ
ム
雇
用
は
一
九
五
〇
年
代
女

性
の
労
働
力
不
足
を
補
う
た
め
に
、
企
業
が

既
婚
女
性
向
け
に
導
入
し
て
始
ま
っ
た
が
、

そ
れ
ほ
ど
目
立
つ
規
模
で
は
な
か
っ
た
。
一

九
七
〇
年
代
前
半
の
女
性
就
業
率
は
三
〇
％

以
下
で
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国
の
中
で
も
っ
と

も
低
か
っ
た
。
し
か
し
、
七
〇
年
代
か
ら
、

保
育
施
設
の
不
足
と
根
強
い
「
子
ど
も
は
家

で
育
て
る
」
と
い
う
文
化
的
な
背
景
の
た
め

に
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
雇
用
が
就
業
率
増
加
の

大
部
分
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
後
、

重
要
な
社
会
変
化
と
し
て
、「
結
婚
し
て
も
労

働
市
場
に
残
る
女
性
が
増
え
た
こ
と
」「
女
性

の
教
育
レ
ベ
ル
が
上
が
っ
て
就
業
率
が
向
上

し
た
こ
と
」
な
ど
が
あ
り
、
潜
在
的
な
要
因

と
し
て
、「
出
生
率
が
低
下
し
た
こ
と
」「
女
性

の
社
会
的
解
放
が
進
ん
だ
こ
と
」
な
ど
で
、

女
性
就
業
率
は
上
昇
す
る
。

　

こ
の
流
れ
は
七
〇
年
代
に
労
働
力
が
不
足

し
、
既
婚
女
性
の
採
用
を
増
や
し
た
こ
と
で
、

さ
ら
に
強
化
さ
れ
る
。
七
三
年
、
結
婚
や
妊

娠
を
理
由
に
女
性
を
解
雇
す
る
こ
と
を
禁
止

し
た
法
律
が
制
定
さ
れ
た
ほ
か
、
税
制
改
正

に
よ
っ
て
妻
に
よ
る
「
副
」
収
入
に
対
す
る

課
税
率
が
引
き
下
げ
ら
れ
た
。
政
府
の
政
策

は
当
初
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
雇
用
を
、
失
業
者

を
減
ら
す
手
段
や
、
女
性
解
放
を
促
進
す
る

方
法
と
捉
え
て
い
た
。

　

ソ
ー
シ
ャ
ル
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
は
、
こ
の
時

点
で
は
ま
だ
パ
ー
ト
タ
イ
ム
雇
用
に
関
す
る

議
論
に
参
加
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
八
〇

年
代
に
締
結
さ
れ
た
ワ
ッ
セ
ナ
ー
合
意
で
、

状
況
が
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
使
用
者
ら
は
パ

ー
ト
タ
イ
ム
雇
用
を
、
集
合
的
な
時
短
に
代

わ
る
理
想
的
な
選
択
肢
だ
と
考
え
た
。
さ
ら

に
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
を
望
む
女
性
公
務

員
の
増
加
で
、
人
員
削
減
が
可
能
に
な
り
、

結
果
的
に
国
家
予
算
の
削
減
に
も
つ
な
が
っ

た
か
ら
で
あ
る
。

　

労
働
組
合
は
当
初
、
他
国
の
労
働
組
合
と

同
じ
く
、
組
合
に
加
入
し
て
い
な
い
労
働
者

の
市
場
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
心
配
し
て
い
た

が
、
ワ
ッ
セ
ナ
ー
合
意
と
そ
の
影
響
で
、
考

え
方
が
変
わ
っ
て
い
く
。
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の

組
合
参
加
率
も
高
ま
っ
て
い
っ
た
。

　

質
の
高
い
パ
ー
ト
タ
イ
ム
雇
用
を
育
て
る

必
要
性
に
つ
い
て
の
新
た
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス

に
よ
り
、
一
九
九
〇
年
、
Ｆ
Ｎ
Ｖ
は
フ
ル
タ

イ
ム
雇
用
を
基
準
と
す
る
方
針
を
廃
止
し
た
。

い
く
つ
か
の
法
改
正
が
行
わ
れ
、
例
え
ば
パ

ー
ト
タ
イ
ム
従
業
員
も
失
業
給
付
金
を
受
給

で
き
る
よ
う
に
な
る
な
ど
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム

従
業
員
の
立
場
が
強
化
さ
れ
た
。
九
三
年
に

は
、
政
府
が
正
規
の
週
労
働
時
間
の
三
分
の

一
以
下
の
従
業
員
を
法
定
最
低
賃
金
の
適
用

外
と
す
る
こ
と
を
定
め
た
法
令
を
廃
止
。
九

六
年
に
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
に
賃
金
、

残
業
手
当
、
ボ
ー
ナ
ス
、
職
業
訓
練
な
ど
に

つ
い
て
、
フ
ル
タ
イ
ム
就
労
者
と
均
等
な
待

遇
を
受
け
る
権
利
が
与
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、

一
九
九
〇
年
と
二
〇
〇
一
年
の
税
制
改
正
で
、

短
時
間
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
へ
の
就
労
を

阻
ん
で
い
た
要
因
が
い
く
つ
か
取
り
除
か
れ

た
二
〇
〇
〇
年
に
は
、
つ
い
に
労
働
時
間
法

（
Ｗ
Ａ
Ａ
）
が
制
定
さ
れ
、
従
業
員
が
特
定

の
状
況
下
で
、労
働
時
間
を
自
分
で
変
更（
減

ら
す
か
増
や
す
）
す
る
権
利
を
手
に
入
れ
る
。 

　

こ
う
し
た
変
化
が
重
な
っ
て
、
パ
ー
ト
タ

イ
ム
雇
用
の
正
規
化
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
で

あ
る
。V

isser

は
「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
」

を
「
非
定
型
な
形
態
で
も
な
け
れ
ば
、
フ
レ

キ
シ
ブ
ル
雇
用
で
も
な
い
」
と
結
論
づ
け
て

お
り
、「
非
定
型
な
就
労
形
態
」
の
性
格
を
失

っ
た
（P

lantenga

）。

（
２
） 

現
在
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
雇
用
の
特
徴

　

P
ortegijs

ら
の
最
新
の
研
究
に
よ
る
と
、

幼
い
子
ど
も
（
〇
～
一
一
歳
）
の
い
る
女
性

と
い
な
い
女
性
の
間
に
ほ
と
ん
ど
差
が
な
い
。

子
ど
も
が
よ
り
年
長
で
、
フ
ル
タ
イ
ム
で
就

労
し
て
い
る
女
性
の
割
合
は
わ
ず
か
し
か
高

く
な
く
、
子
ど
も
が
い
な
い
若
い
女
性
さ
え
、

四
〇
％
が
パ
ー
ト
タ
イ
ム
で
就
労
し
て
い
る
。

パ
ー
ト
タ
イ
ム
で
働
く
女
性
の
中
で
、
幼
い

子
ど
も
が
い
る
の
は
四
一
％
に
過
ぎ
な
い
。

　

パ
ー
ト
タ
イ
ム
雇
用
の
浸
透
ぶ
り
を
示
す

点
で
興
味
深
い
の
は
、
労
働
時
間
が
長
め
の

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
が
増
加
を
し
て
い
る
こ

と
だ
。
図
４
は
、
全
般
的
に
労
働
参
加
率
が

高
ま
っ
て
い
る
こ
と
と
、
中
時
間
（
二
〇
～

二
七
時
間
）
お
よ
び
長
時
間
（
二
八
～
三
四

時
間
）
の
参
加
率
が
、
と
く
に
女
性
労
働
者

で
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

一
方
、
フ
ル
タ
イ
ム
で
働
く
女
性
の
割
合
が
、

全
体
的
な
労
働
参
加
率
が
上
昇
し
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
九
一
年
か
ら
ほ
と
ん
ど
変

化
し
て
い
な
い
。

　

現
実
の
労
働
条
件
を
み
る
と
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
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五
カ
国
の
労
働
条
件
を
調
査
し
た
結
果
、
オ

ラ
ン
ダ
の
状
況
が
他
国
よ
り
よ
か
っ
た
。
女

性
の
間
で
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
一
二

％
が
有
期
契
約
で
働
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は

フ
ル
タ
イ
ム
就
労
者
の
一
四
％
よ
り
低
い
。

男
性
に
お
い
て
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者

の
一
八
％
、
フ
ル
タ
イ
ム
就
労
者
の
八
％
が

有
期
契
約
で
あ
る
（
表
２
）。

　

し
か
し
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
雇
用
が
す
べ
て

の
面
で
正
規
化
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

例
え
ば
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
が
就
い
て

い
る
職
務
レ
ベ
ル
は
、
依
然
と
し
て
下
位
に

多
い
。
職
務
レ
ベ
ル
が
上
に
な
る
ほ
ど
、
パ

ー
ト
タ
イ
ム
よ
り
フ
ル
タ
イ
ム
就
労
者
の
割

合
が
増
え
て
い
る
が
、
こ
の
割
合
の
差
が
も

っ
と
も
大
き
い
の
は
英
国
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

で
、
も
っ
と
も
小
さ
い
の
は
フ
ラ
ン
ス
と
ス

ペ
イ
ン
。
昇
進
可
能
性
の
点
で
は
、
オ
ラ
ン

ダ
の
状
況
は
と
く
に
優
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。

　

パ
ー
ト
タ
イ
ム
従
業
員
の
労
働
時
間
に
対

す
る
満
足
度
を
見
る
と
、
ほ
と
ん
ど
の
従
業

員
が
現
在
の
労
働
時
間
に
満
足
し
て
い
る
と

い
え
る
。
た
だ
し
、
例
外
は
二
四
時
間
以
下

の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
で
働
く
男
性
と
女
性
フ
ル

タ
イ
ム
で
あ
る
。
前
者
は
何
割
か
の
人
た
ち

が
よ
り
長
時
間
働
き
た
い
と
答
え
て
お
り
、

後
者
で
は
可
能
な
ら
労
働
時
間
を
よ
り
短
縮

し
た
い
と
回
答
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
女
性

が
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
を
選
ん
だ
理
由
を
見

て
も
分
か
る
。
女
性
た
ち
が
あ
げ
た
理
由
に

は
「
子
育
て
の
た
め
（
三
八
％
）」、「
家
事
を

し
た
い
か
ら
（
二
一
％
）」、「
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト

な
時
間
が
欲
し
い
か
ら
（
一
七
％
）」、「
社
交

や
趣
味
の
時
間
が
欲
し
い
か
ら（
一
三
％
）」

（
複
数
回
答
）
な
ど
が
多
い
。
フ
ル
タ
イ
ム

の
仕
事
に
就
け
な
か
っ
た
か
ら
パ
ー
ト
タ
イ

ム
労
働
し
て
い
る
女
性
は
三
％
に
過
ぎ
な
か

っ
た
。

　

印
象
的
な
の
は
、
週
三
二
時
間
が
基
準
の

労
働
時
間
に
な
っ
て
い
る
組
織
や
職
務
が
出

て
き
て
い
る
。
週
三
二
時
間
が
基
準
に
な
り

つ
つ
あ
る
こ
と
が
そ
の
一
因
だ
ろ
う
。
も
う

ひ
と
つ
、
こ
の
認
識
の
変
化
を
も
た
ら
し
た

大
き
な
懸
念
事
項
は
、
労
働
時
間
の
短
い
働

き
方
で
は
経
済
的
自
立
は
難
し
く
、
社
会
の

高
齢
化
を
補
う
こ
と
は
で
き
そ
う
も
な
い
こ

と
だ
。
こ
の
た
め
、
〇
八
年
か
ら
長
時
間
パ

ー
ト
の
女
性
を
増
や
す
こ
と
を
め
ざ
し
た
タ

ス
ク
フ
ォ
ー
ス
が
設
置
さ
れ
た
。

５　

フ
レ
キ
シ
ブ
ル
雇
用

　

近
年
、
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
雇
用
の
就
労
形
態

が
増
加
し
て
い
る
背
景
に
は
、
九
〇
年
代
後

半
に
制
定
さ
れ
た
「
雇
用
の
柔
軟
性
と
保
障

法
」
と
「
仲
介
者
に
よ
る
労
働
の
割
り
当
て

に
関
す
る
法
律
（
Ｗ
Ａ
Ａ
Ｄ
Ｉ
）」
が
あ
る
。

（
１
）
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
雇
用
の
増
加

　

派
遣
労
働
が
主
な
就
労
形
態
に
な
っ
た
八

〇
～
九
〇
年
代
に
か
け
て
、
フ
レ
キ
シ
ブ
ル

雇
用
の
就
労
者
が
大
き
く
増
加
し
た
。
こ
の

間
、
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
法
律
は
、
六
五

年
制
定
の
「
労
働
者
の
配
置
に
関
す
る
法

律
」（
本
格
施
行
は
九
〇
年
）
と
九
〇
年
制
定

の
「
労
働
力
の
提
供
に
関
す
る
法
律
」（
九
六

年
改
正
）
で
あ
る
。
両
法
律
と
も
、
人
材
派

遣
業
者
に
対
す
る
営
業
免
許
制
度
を
取
り
入

れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
、
オ
ラ
ン
ダ
の
労
働

市
場
で
派
遣
労
働
が
市
民
権
を
得
る
よ
う
に

な
っ
た
。
こ
の
変
化
を
「
オ
ラ
ン
ダ
の
人
材

派
遣
業
界
は
六
〇
年
代
に
は
悪
名
高
か
っ
た

が
、
七
〇
年
代
に
あ
る
程
度
の
正
当
性
が
認

め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
八
〇
年
代
前
半
に

は
、
労
働
市
場
の
硬
直
性
を
一
時
的
に
解
決

す
る
た
め
の
便
利
な
道
具
と
し
て
、
一
定
の

支
持
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
」

（H
ouw

ing

）
と
し
て
い
る
。

（
２
）
法
律
面
に
お
け
る
重
要
な
進
展

　

九
九
年
に
「
雇
用
の
柔
軟
性
と
保
障
法
」

が
制
定
さ
れ
る
ま
で
、
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
雇
用

に
関
し
て
は
、「
有
期
契
約
の
理
由
を
述
べ
る

必
要
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
理
由
を

労
働
協
約
に
明
記
す
る
こ
と
は
で
き
る
」「
最

短
契
約
期
間
お
よ
び
最
長
契
約
期
間
は
記
載

し
な
い
。
こ
れ
ら
の
期
間
も
労
働
協
約
に
明

記
す
る
こ
と
が
で
き
る
」「
有
期
契
約
が
終
了

し
て
も
雇
用
を
継
続
す
る
際
は
、
無
期
契
約

に
関
す
る
話
し
合
い
を
す
る
が
、
一
カ
月
の

空
白
期
間
を
設
け
れ
ば
、
新
た
な
有
期
雇
用

契
約
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
る
」
な
ど
の
ゆ
る

表２　 有期雇用契約のフルタイム及びパートタイム労働者の
割合（学生を除く）

（%）
女　　　性 男　　　性

パートタイム フルタイム パートタイム フルタイム

オランダ 12 14 18 8

イギリス 6 4 15 3

ドイツ 8 9 21 8

スウェーデン 23 11 33 10

フランス 15 10 22 9

スペイン 44 30 48 30

（注）　EC統計局　（Eurostat）, Labour Force Survey 2005
資料出所： Portegijs et al. （2008：57）

（注）　１．上のグラフは女性、下は男性を対象。
　　　２． 数字はそれぞれ無業（no work），1-11 時間、12-19 時間、20-27 時間、

28-34 時間、35-40 時間のもの。
　　　３． データは オランダ統計局（CBS）のデータを Netherlands Institute

が Social Research（Sociaal en Cultureel Planbureau, CPB）用に
処理。

資料出所：Portegijs et al. （2008：33）

図４　週労働時間（%）
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や
か
な
規
制
が
あ
る
だ
け
で
、
成
文
法
に
よ

る
制
約
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

　

そ
の
た
め
、
八
〇
～
九
〇
年
代
に
か
け
て
、

フ
レ
キ
シ
ブ
ル
雇
用
が
大
幅
に
増
加
し
、
雇

用
全
体
の
一
〇
％
を
占
め
る
ま
で
に
成
長
。

労
働
市
場
の
二
重
構
造
を
招
く
の
で
は
な
い

か
と
い
う
懸
念
や
、「
回
転
ド
ア
構
造
」
と
呼

ば
れ
る
就
労
形
態
（
派
遣
労
働
と
社
会
保
険

給
付
の
間
を
行
き
来
す
る
働
き
方
）
を
指
摘

す
る
声
が
多
か
っ
た
。
当
時
の
法
律
は
、
い

か
な
る
有
期
契
約
も
、
更
新
す
る
際
は
自
動

的
に
無
期
契
約
に
な
る
と
明
記
さ
れ
て
い
た

た
め
、
企
業
は
有
期
契
約
が
終
了
し
た
派
遣

労
働
者
を
人
材
派
遣
業
者
に
一
旦
戻
し
、
そ

れ
が
新
た
な
雇
用
関
係
だ
と
い
う
解
釈
が
可

能
に
な
る
よ
う
に
、
一
カ
月
の
空
白
期
間
を

設
け
、
再
雇
用
す
る
策
を
し
ば
し
ば
使
っ
て

い
た
。

　

こ
う
し
た
懸
念
に
対
し
、
政
府
と
ソ
ー
シ

ャ
ル
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
が
行
動
を
起
こ
す
。
最

初
の
大
き
な
成
果
が
九
五
年
に
社
会
・
雇
用

省
に
よ
る
「（
雇
用
の
）
柔
軟
性
と
保
障
」

と
呼
ば
れ
る
覚
書
は
、
雇
用
の
柔
軟
性
と
社

会
保
障
を
両
立
さ
せ
、
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
雇
用

の
急
激
な
増
加
と
そ
の
保
障
の
少
な
さ
に
対

応
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
作
成
さ
れ
た
。
し

か
し
、
政
府
内
で
合
意
に
達
す
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
た
め
、
労
働
財
団
に
公
式
な
助

言
を
求
め
、
そ
の
内
容
を
九
六
年
に
「
雇
用

の
柔
軟
性
と
保
障
に
関
す
る
覚
書
」
と
し
て

発
表
し
た
。
こ
の
覚
書
に
よ
る
と
「
柔
軟
化

は
、
適
切
な
環
境
で
実
施
さ
れ
、
使
用
者
側

の
利
益
だ
け
で
な
く
、
労
働
者
が
自
ら
の
環

境
の
中
で
、
よ
り
よ
い
バ
ラ
ン
ス
を
得
る
こ

と
が
で
き
る
な
ら
、
肯
定
的
な
変
化
と
捉
え

る
こ
と
が
で
き
る
」、「
通
常
の
フ
ル
タ
イ
ム

雇
用
と
は
異
な
る
が
、
そ
れ
な
り
の
保
障
、

安
定
性
、
規
則
性
が
あ
り
、
従
業
員
が
仕
事

を
中
心
に
私
生
活
を
構
築
で
き
る
よ
う
な
就

労
パ
タ
ー
ン
」
が
必
要
で
あ
る
と
し
た
。

　

こ
う
し
た
合
意
に
よ
り
、
従
業
員
側
に
パ

ー
ト
タ
イ
ム
雇
用
を
選
択
す
る
人
や
、
共
稼

ぎ
家
庭
が
増
え
る
と
い
っ
た
新
た
な
姿
勢
が

芽
生
え
、
企
業
も
組
織
を
柔
軟
化
さ
せ
る
よ

う
に
努
め
る
と
い
っ
た
状
況
が
生
ま
れ
た
。

そ
の
結
果
、
政
府
は
こ
の
提
言
を
含
め
、
新

た
に
「
雇
用
の
柔
軟
性
と
保
障
に
関
す
る
法

律
」
案
を
作
成
。
本
法
は
九
九
年
一
月
に
施

行
さ
れ
た
。

　
「
雇
用
の
柔
軟
性
と
保
障
法
」

の
さ
ま
ざ
ま
な
条
項
を
、
表
３
に

か
か
げ
る
。
第
一
に
、
有
期
契
約

の
回
数
と
継
続
期
間
が
い
わ
ゆ
る

「
拘
束
」
条
項 

（「
３
・
３
・
３

ル
ー
ル
」）
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
条
項
に
よ
る
と
、

雇
用
開
始
か
ら
三
年
間
、
も
し
く

は
契
約
更
新
を
三
回
行
っ
た
後
は
、

三
カ
月
以
上
の
空
白
期
間
が
な
い

限
り
、
無
期
契
約
に
移
行
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
も
う
一
つ
、
人

材
派
遣
業
者
と
労
働
者
が
結
ぶ
契

約
を
正
規
の
雇
用
契
約
と
定
義
し

た
重
要
な
条
項
も
あ
る
。
た
だ
し
、

雇
用
開
始
か
ら
二
六
週
間
の
「
代

理
権
条
項
」
が
適
用
さ
れ
る
期
間

は
、
派
遣
業
者
か
ら
の
あ
っ
せ
ん

期
間
が
終
了
す
る
と
雇
用
関
係
も

終
わ
る
。

　

ま
た
、
正
規
従
業
員
と
フ
レ
キ

シ
ブ
ル
雇
用
に
就
く
従
業
員
と
の

交
換
を
認
め
た
「
覚
書
」
に
従
っ

て
、
解
雇
手
続
き
が
い
く
つ
か
改

正
さ
れ
た
。
オ
ラ
ン
ダ
の
解
雇
手

続
き
は
公
法
と
私
法
が
適
用
さ
れ

て
お
り
、
二
重
構
造
に
な
っ
て
い

る
。
無
期
雇
用
契
約
を
解
除
す
る
た
め
に
は
、

使
用
者
は
雇
用
保
険
の
管
理
組
織
で
あ
る
Ｕ

Ｗ
Ｖ
に
許
可
を
申
請
す
る
か
、
裁
判
所
に
訴

え
を
起
こ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
使
用
者

ら
は
前
者
の
手
順
を
、「
拘
束
が
無
駄
に
厳
し

く
、
経
営
に
負
担
を
も
た
ら
し
、
不
確
実
性

の
原
因
に
な
っ
て
い
る
」
と
批
判
。
後
者
の

手
順
は
、
裁
判
所
が
所
内
で
つ
く
っ
た
計
算

式
に
基
づ
い
て
、
使
用
者
が
支
払
う
べ
き
解

雇
手
当
を
決
め
る
た
め
、
コ
ス
ト
が
嵩
む
。

こ
う
し
た
規
制
が
不
均
衡
を
も
た
ら
し
て
お

り
、「
雇
用
の
柔
軟
性
と
保
障
法
」
は
正
規
従

業
員
に
対
す
る
解
雇
規
制
法
令
の
緩
和
で
、

こ
の
解
決
を
試
み
た
。

　

同
法
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
「
労
働
者

派
遣
に
関
す
る
法
律
（
Ｗ
Ａ
Ａ
Ｄ
Ｉ
）」
が

制
定
さ
れ
、
八
八
年
か
ら
施
行
さ
れ
た
。
こ

の
法
律
は
人
材
派
遣
の
免
許
制
度
を
廃
止
し
、

禁
止
さ
れ
て
い
た
建
設
業
界
へ
の
労
働
者
派

遣
を
解
禁
し
た
。
こ
れ
以
外
に
も
、
派
遣
労

表３　「雇用の柔軟性と保障法」の重要条項

条　　　　項 内　　　　　　　　　　容

拘束条項（‘ketenbepaling）: 
期間的制約のある契約の更新
（３・３・３ ルール）
団体交渉による逸脱が可能。

企業は有期雇用契約を繰り返し更新して、労働者を雇用することができる。し
かしながら、こうした更新回数と継続期間に制限がある。契約開始から ３ 年後、
もしくは契約更新を ３ 回続けて行った後は、３ カ月以上の空白期間がない限りは、
無期契約に切り替わる（３ 年後、３ 回更新、３ カ月の空白期間の ３ をとって ３・
３・３ ルールと呼ばれている）
有期契約を ３1 日以内に継続する場合、まず解雇手続きを取って雇用関係を解
除することを求めていた以前の法律と異なる。 

労働者派遣契約
（‘uitzendovereenkomst） and 

代理権条項 （‘uitzendbeding’）
団体交渉による逸脱が可能。

人材派遣業者 （TWA） と派遣労働者の間で結ぶ雇用契約であり、従って雇用契
約の全条項が適用される。けれども、最初の 26 週間だけは双方が、何ら新た
な義務を負うことなく雇用関係を解除することができる （‘代理権条項’）。
派遣労働者が組織に雇用される最長期間を 6 カ月と規定していた以前の法律と
異なる。 

最低賃金が保障された
オンコールワーカー

オンコール体制で働き、週の労働時間が 15 時間以下および自由勤務時間制度
で就労している労働者は、出勤 1 回につき最低限 ３ 時間分の時給が賃金として
保障される。 

雇用継続排除条項 
（‘loondoorbetalingsplicht’）
団体交渉による逸脱が可能。

雇用者は正式契約の条項を通じて、給与を継続的に支払うリスクを排除するこ
とができるが、これが可能なのは最初の 6 カ月間のみとする。

試用採用
団体交渉による逸脱が可能。

試用期間は最長 2 カ月である。2 年以内の契約の場合、試用期間は 1 カ月となる。
団体交渉による逸脱は可能だが、最長で 2 カ月までとする。

契約に対する「反証可能な推
定」規定
 （‘weerlegbare rechtsvermoedens’）

従業員は、当事者らが正式に合意していない、もしくは異なる合意をしている
場合でも、一定の条件下で、自分の労働条件を定めた正式契約に抗議すること
ができる。雇用契約は、賃金労働を月に 20 時間以上、３ カ月以上に渡って遂
行したときに受け入れられる。 契約時間は最初の ３ カ月間の平均労働時間に
基づいて決める。

契約解除と解雇

解雇防止法令の緩和。 （1） 公共職業紹介所 （CWI） （2009 年よりオランダ労働
保険事業団 UWV に改称） における正式な解雇手続きに要する期間が 6 週間か
ら 4 週間に短縮された。（2）（解雇が）許可された際に従業員に予告する期間も
短縮 され、原則 1 カ月、最長で 4 カ月までになった（以前の解雇予告期間は 6
カ月）。 （３） 解雇したい相手が病欠中でも、解雇手続きが始まってから病欠に
入った場合は、手続きを続けることができる。
契約の当事者らが契約において、この条件に合意している場合は、契約期間内
であっても、有期契約を解除することができるようになった。しかしながら、
雇用防止措置の適用を避けるため、無期契約を有期契約に変更することは明確
に禁じられている。 

資料出所：Houwing （2010） , Pot et al. （2001） , Van den Toren et al. （2002） , Wilthagen et al. （2005） 
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働
者
に
は
原
則
的
に
派
遣
先
企
業
で
同
様
の

職
務
に
就
い
て
い
る
労
働
者
と
同
程
度
の
賃

金
を 
支
払
う
こ
と
を
決
め
た
規
定
と
い
っ

た
重
要
な
条
項
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
他

に
も
、
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
雇
用
の
増
加
に
貢
献

し
た
法
律
が
あ
る
。
九
六
年
に
制
定
さ
れ
た

「
営
業
時
間
に
関
す
る
法
律
」
で
、
営
業
時

間
の
延
長
が
可
能
に
な
り
、
そ
れ
を
補
う
た

め
に
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
雇
用
の
必
要
性
が
高
ま

っ
た
。

（
３
）
労
働
協
約
を
通
じ
た
代
替
条
項

　
「
雇
用
の
柔
軟
性
と
保
障
法
」
は
、「
四
分

の
三
以
上
の
賛
成
」
が
な
い
場
合
は
適
用
せ

ず
、 

労
使
協
議
に
よ
っ
て
代
替
手
段
を
許
可

す
る
条
項
が
い
く
つ
か
あ
る
た
め
、
ソ
ー
シ

ャ
ル
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
に
自
由
裁
量
の
余
地
が

与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
拘
束
条
項
、
派

遣
会
社
と
の
合
意
、
試
用
期
間
、
解
雇
予
告

期
間
、
給
与
支
払
い
停
止
条
項
に
適
用
さ
れ

て
い
る
。
よ
く
見
ら
れ
た
代
替
条
項
は
「
試

用
期
間
（
五
二
％
）」、「
解
雇
予
告
期
間
（
三

九
％
）」、「
拘
束
条
項
（
三
二
％
）」
で
あ
る
。

　

と
く
に
重
要
な
労
働
協
約
は
、
人
材
派
遣

業
界
内
で
締
結
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の

協
約
は
、
労
働
財
団
が
作
成
し
た
「
雇
用
の

柔
軟
性
と
保
障
に
関
す
る
覚
書
」
の
中
で
提

案
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
協
約
へ
の
使
用

者
側
の
主
な
参
加
者
に
、
オ
ラ
ン
ダ
人
材
派

遣
協
会
（
Ａ
Ｂ
Ｕ
）
や
オ
ラ
ン
ダ
経
営
者
協

会
（
Ｎ
Ｂ
Ｂ
Ｕ
）
が
あ
り
、
組
合
側
で
は
、

Ｆ
Ｎ
Ｖ
、
Ｃ
Ｎ
Ｖ
、
Ｌ
Ｂ
Ｖ
で
あ
る
。「
雇

用
の
柔
軟
性
と
保
障
法
」
施
行
後
、
三
件
の

労
働
協
約
が
結
ば
れ
、
い
ず
れ
も
同
法
の
条

項
の
適
用
に
影
響
を
与
え
る
「
段
階
（
フ
ェ

ー
ズ
）
方
式
」
と
呼
ば
れ
る
シ
ス
テ
ム
を
導

入
し
て
お
り
、
同
法
を
補
完
す
る
性
格
が
強

い
。

　

最
初
の
労
働
協
約
に
よ
り
、
人
材
派
遣
業

者
は
同
法
の
規
定
に
従
う
か
、
あ
る
い
は
段

階
（
フ
ェ
ー
ズ
）
方
式
に
従
っ
て
労
働
者
を

雇
用
す
る
か
の
二
つ
の
シ
ス
テ
ム
の
う
ち
ど

ち
ら
か
を
選
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
後
者
の

シ
ス
テ
ム
で
、
企
業
は
代
理
権
条
項
が
適
用

さ
れ
る
期
間
を
二
六
週
間
か
ら
一
年
間
ま
で

延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

一
方
、
二
六
週
後
の
労
働
者
の
権
利
や
労
働

条
件
が
、
年
金
受
給
権
な
ど
の
面
で
向
上
し

た
。
そ
の
後
の
二
件
の
協
約
は
、
最
初
の
協

約
を
踏
襲
し
て
い
る
が
。
こ
の
段
階
（
フ
ェ

ー
ズ
）
方
式
に
重
要
な
変
更
が
加
え
ら
れ
た
。

第
一
に
、
最
初
の
二
つ
の
フ
ェ
ー
ズ
を
一
つ

に
ま
と
め
た
。
ま
た
、
第
一
フ
ェ
ー
ズ
の
最

長
期
間
が
七
八
週
ま
で
延
長
さ
れ
、
無
期
契

約
に
至
る
ま
で
の
最
長
期
間
が
三
年
間
か
ら

三
年
半
に
延
び
た
。

（
４
）
現
在
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
雇
用
の
特
徴

　

年
長
の
派
遣
労
働
者
が
全
体
に
占
め
る
割

合
と
、
派
遣
労
働
者
が
一
家
の
稼
ぎ
手
で
あ

る
割
合
が
増
加
し
て
い
る
。
ま
た
、
派
遣
労

働
者
に
社
会
的
弱
者
（
四
五
歳
以
上
、
少
数

民
族
、
長
期
失
業
者
、
就
労
を
妨
げ
る
障
害

を
持
っ
て
い
る
人
）
が
占
め
る
割
合
が
増
え

て
い
る
。 

　

派
遣
労
働
者
の
分
布
を
、
段
階
（
フ
ェ
ー

ズ
）
ご
と
に
見
る
と
、
フ
ェ
ー
ズ
が
上
が
る

ほ
ど
労
働
条
件
は
向
上
し
、
フ
ェ
ー
ズ
Ｃ
で

は
無
期
契
約
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ

ろ
が
表
４
を
見
る
と
、
派
遣
労
働
者
全
体
で

フ
ェ
ー
ズ
Ｂ
ま
た
は
Ｃ
に
い
る
人
は
七
％
し

か
い
な
い
。

　

派
遣
労
働
者
が
無
期
契
約
に
移
行
で
き
る

可
能
性
と
し
て
は
、
二
割
弱
（
図
５
）
と
な

っ
て
い
る
。

（
５
）
新
た
な
法
律
と
成
果
に
関
す
る
評
価

　
「
雇
用
の
柔
軟
性
と
保
障
法
」
と
「
労
働

者
派
遣
に
関
す
る
法
律
（
Ｗ
Ａ
Ａ
Ｄ
Ｉ
）」

に
よ
る
影
響
に
つ
い
て
は
、
〇
一
年
と
〇
六

年
に
実
施
さ
れ
た
調
査
が
あ
る
。 

　

第
一
に
、
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
雇
用
の
就
労
者

は
、
期
待
さ
れ
て
い
る
保
障
の
向
上
を
そ
れ

ほ
ど
肯
定
的
に
見
て
い
な
い
。
保
障
の
向
上

は
、
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
雇
用
だ
け
で
な
く
、
さ

ま
ざ
ま
な
就
労
形
態
の
間
で
実
現
す
る
。
第

二
に
、
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
雇
用
か
ら
無
期
契
約

へ
の
移
行
は
難
し
い
。
こ
の
評
価
は
、
結
果

を
期
待
外
れ
と
し
て
い
る
。
こ
の
原
因
は
、

企
業
が
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
雇
用
を
選
ん
で
採
用

し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
企
業

に
は
有
期
雇
用
契
約
の
み
（
フ
ェ
ー
ズ
Ａ
）

の
派
遣
労
働
者
だ
け
を
選
ぶ
自
由
が
あ
り
、

無
期
契
約
や
後
半
の
フ
ェ
ー
ズ
に
移
行
さ
せ

る
義
務
は
な
い
。「
雇
用
の
柔
軟
性
と
保
障

法
」
も
人
材
派
遣
業
界
の
労
働
協
約
も
、
雇

用
契
約
の
転
換
を
促
す
監
視
の
手
段
を
提
供

表４　フェーズ毎の派遣労働者の分布（%）

派遣労働者の特徴 フェーズ A フェーズ B/C

15 ー 24 歳 97 ３

25 ー ３4 歳 90 10

３5 ー 44 歳 91 9

45 歳以上 87 1３

小数民族以外 9３ 7

小数民族 92 8

低学歴 9３ 7

中学歴 94 6

高学歴 91 9

計 9３ 7

資料出所：オランダ人材派遣協会（ABU）（2009 ： 20）

図５　派遣労働者が無期雇用契約に移行する可能性

資料出所：労働者保険事業団（UWV）（2010：35）
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し
て
い
な
い
。
フ
ェ
ー
ズ
Ｂ
お
よ
び
Ｃ
の
数

の
少
な
さ
が
、
こ
の
状
況
を
明
確
に
示
し
て

い
る
。

　

最
後
に
、
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
雇
用
の
別
の
形

態
が
成
長
し
て
き
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

こ
れ
は
「
雇
用
の
柔
軟
性
と
保
障
法
」
と
い

う
よ
り
は
、
既
存
の
枠
組
み
が
も
た
ら
し
た

結
果
だ
と
い
え
る
。「
従
業
員
な
し
の
個
人

事
業
者
」
に
つ
い
て
は
す
で
に
解
説
し
た
が
、

彼
ら
の
多
く
が
従
業
員
と
同
じ
立
場
の
個
人

「
事
業
主
」
で
あ
り
、
雇
用
の
柔
軟
性
の
実

現
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
。
も
う
一
つ
の

変
化
は
、「
ペ
イ
ロ
ー
リ
ン
グ（
雇
用
代
行
）」

の
増
加
で
あ
る
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
で
は
、
重

役
が
労
働
者
の
提
供
を
受
け
、
採
用
・
選
抜
・

待
遇
を
行
う
。
人
材
派
遣
と
よ
く
似
て
い
る

が
、
採
用
活
動
は
行
わ
ず
、
大
抵
は
顧
客
で

あ
る
企
業
で
す
で
に
働
い
て
い
る
労
働
者
を

譲
り
受
け
る
形
を
と
る
。
雇
用
代
行
業
者
が

契
約
を
失
っ
た
こ
と
を
理
由
に
、
労
働
者
を

解
雇
し
や
す
く
な
っ
た
傾
向
が
見
ら
れ
る
。

ペ
イ
ロ
ー
リ
ン
グ
に
よ
る
就
労
者
は
〇
七
年

に
は
約
七
万
人
、
〇
九
年
に
は
一
四
万
四
〇

〇
〇
人
と
増
加
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
。

一
二
年
に
は
一
八
万
人
に
達
す
る
と
予
想
さ

れ
て
い
る
。
ペ
イ
ロ
ー
リ
ン
グ
業
界
は
、
使

用
者
組
織
（
Ｖ
Ｐ
Ｏ
）
や
労
働
協
約
が
あ
る
。 

６　

現
在
の
懸
念
事
項

　

Ｃ
Ｂ
Ｓ
の
デ
ー
タ
に
よ
る
と
、
フ
レ
キ
シ

ブ
ル
雇
用
が
雇
用
全
体
に
占
め
る
割
合
は
長

く
ほ
ぼ
一
定
を
保
っ
て
き
た
が
、
Ｕ
Ｗ
Ｖ
が

最
近
発
表
し
た
デ
ー
タ
で
は
、
フ
レ
キ
シ
ブ

ル
雇
用
が
全
体
の
三
四
％
に
な
っ
て
い
る
。

多
く
の
企
業
で
は
、
無
期
契
約
で
雇
用
さ
れ

て
い
る
正
規
従
業
員
の
グ
ル
ー
プ
は
縮
小
の

一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
。
も
う
一
つ
の
大
き

な
問
題
は
、
フ
ェ
ー
ズ
Ａ
か
ら
ま
っ
た
く
前

に
進
め
な
い
派
遣
労
働
者
が
多
数
い
る
こ
と

だ
。
労
働
組
合
の
訴
え
を
受
け
、
オ
ラ
ン
ダ

人
材
派
遣
協
会
（
Ａ
Ｂ
Ｕ
）
と
合
同
で
実
態

調
査
に
乗
り
出
し
た
。 

　

こ
う
し
た
進
展
に
つ
い
て
組
合
で
は
強
い

懸
念
の
声
が
あ
る
。
組
合
は
当
初
、
派
遣
労

働
受
入
れ
の
条
件
を
①
病
欠
し
て
い
る
従
業

員
の
代
替
要
員
も
し
く
は
繁
忙
期
の
臨
時
要

員
②
労
働
市
場
へ
の
参
入
と
無
期
雇
用
契
約

へ
の
手
が
か
り
を
提
供
す
る
た
め
③
労
働
者

に
人
材
派
遣
会
社
が
規
定
し
た
無
期
契
約
を

得
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
―
―
の
三
つ
に
定
め

て
い
た
。
第
一
条
件
は
現
在
も
適
用
さ
れ
て

い
る
が
、
無
期
契
約
へ
の
移
行
は
、
望
ま
し

い
数
に
達
し
て
い
な
い
。

７　

ま
と
め

　

こ
の
間
の
進
展
を
見
る
限
り
、
経
済
的
事

情
が
何
よ
り
も
重
視
さ
れ
て
い
る
。段
階（
フ

ェ
ー
ズ
）
方
式
が
フ
ェ
ー
ズ
Ｃ
の
無
期
雇
用

契
約
の
達
成
に
つ
な
が
っ
て
い
な
い
事
実
に
、

こ
の
こ
と
が
最
も
よ
く
表
れ
て
い
る
。
労
働

協
約
で
は
当
初
、
無
期
契
約
に
つ
な
げ
る
こ

と
を
め
ざ
し
て
い
た
が
、
期
待
は
ず
れ
の
結

果
し
か
出
て
い
な
い
。

　

正
規
雇
用
と
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
雇
用
の
間
の

柔
軟
性
と
保
障
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
り
戻
す
た

め
の
取
り
組
み
は
、
不
足
し
て
い
る
と
結
論

せ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
ソ
ー
シ
ャ
ル
パ

ー
ト
ナ
ー
ズ
は
正
規
雇
用
、
フ
レ
キ
シ
ブ
ル

雇
用
の
双
方
に
お
い
て
、
バ
ラ
ン
ス
を
取
り

戻
す
取
り
組
み
を
強
化
す
る
必
要
が
あ
る
だ

ろ
う
。
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
雇
用
が
柔
軟
性
の
向

上
以
外
の
目
的
の
た
め
に
増
加
し
て
い
る
現

状
を
踏
ま
え
れ
ば
、
こ
こ
か
ら
始
め
る
の
が

賢
明
な
よ
う
に
思
う
。

米
　
　
国

多種多様な非典型雇用
中間層が薄い労働市場

アーベル・ヴァレンズエラ Jr. 氏
（カリフォルニア大学ロサンゼルス校教授）

は
じ
め
に 

　

米
国
に
お
け
る
非
典
型
雇
用
を
調
べ
た
研

究
は
、
人
材
派
遣
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
、
コ
ン

テ
ィ
ン
ジ
ェ
ン
ト
（
臨
時
）、
柔
軟
、
不
安
定
、

短
期
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
（
非
公
式
）
労
働
、

日
雇
い
、
オ
ン
コ
ー
ル
な
ど
多
種
多
様
な
言

葉
に
彩
ら
れ
て
い
る
。
と
り
あ
え
ず
非
典
型

雇
用
を
「
賃
金
ま
た
は
給
与
が
フ
ル
タ
イ
ム

の
そ
れ
と
は
違
い(P

olivka 1996) 

、
臨
時

と
い
う
形
を
取
り
、
本
人
の
仕
事
ぶ
り
や
景

気
動
向
に
関
係
な
く
継
続
さ
れ
な
い
可
能
性

が
高
い
と
従
業
員
が
認
識
し
て
い
る

(E
dw

ards &
 G

robar 2002)

」
す
べ
て
の

非
標
準
的
な
労
働
と
い
う
理
解
に
立
っ
て
、

米
国
の
状
況
を
報
告
す
る
。

　

官
民
の
双
方
が
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
、
派
遣
、

そ
の
他
非
典
型
雇
用
の
活
用
を
進
め
る
こ
と

で
、
柔
軟
性
の
向
上
と
コ
ス
ト
削
減
を
図
ろ

う
と
し
て
い
る
。
労
働
者
の
中
に
は
、
こ
れ

ら
の
就
労
形
態
を
好
む
人
々
も
い
る
だ
ろ
う

（
例
、学
生
や
子
育
て
中
の
母
親
）。
し
か
し
、

労
働
市
場
が
厳
し
く
な
る
と
、
他
に
選
択
の

余
地
が
な
い
た
め
、
非
典
型
雇
用
に
就
く
人

が
大
半
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。
非
典
型
就

労
に
は
雇
用
の
保
障
が
な
い
、
賃
金
が
低
い
、

福
利
厚
生
が
な
い
、
労
働
災
害
に
さ
ら
さ
れ

る
危
険
性
が
高
い
な
ど
、
利
点
を
打
ち
消
す

だ
け
の
欠
点
が
あ
る
。
結
果
的
に
、
そ
の
増
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加
が
典
型
労
働
者
と
、
移
民
、
マ
イ
ノ
リ
テ

ィ
ー
の
人
種
、
女
性
が
多
い
非
典
型
労
働
者

と
の
格
差
を
拡
大
す
る
要
因
と
な
る
。

　

米
国
に
お
け
る
非
典
型
雇
用
の
増
加
に
は
、

経
済
再
編
や
い
く
つ
か
の
関
連
し
た
プ
ロ
セ

ス
が
関
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
過
去
三
〇
年

間
、
史
上
最
多
の
移
民
が
流
入
し
た
こ
と
も
、

コ
ン
テ
ィ
ン
ジ
ェ
ン
ト
労
働
や
そ
の
他
の
非

典
型
雇
用
の
労
働
形
態
の
拡
大
を
も
た
ら
し

た
。
こ
れ
に
加
え
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
や
地
域
経
済
の
再
編
が
進
ん
だ
こ
と
で
、

日
雇
い
労
働
者
の
よ
う
に
パ
ー
ト
タ
イ
ム
で

働
き
、
求
め
ら
れ
る
ス
キ
ル
が
低
く
、
柔
軟

な
労
働
力
に
対
す
る
需
要
が
高
い
独
自
の
労

働
市
場
が
形
成
さ
れ
た
。

　

経
済
再
編
は
、
二
つ
の
大
き
な
変
化
に
集

約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
、
成
長
産

業
と
衰
退
産
業
に
二
分
さ
せ
た
。
も
う
一
つ

は
産
業
構
造
の
変
化
に
よ
り
、
新
た
な
就
労

形
態
の
仕
事
（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
、
派
遣
労
働

者
、
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
、
在
宅
労
働
者
、
日

雇
い
労
働
者
）
が
増
え
た
こ
と
で
あ
る
。 

　

こ
う
し
た
変
化
の
結
果
、
労
働
市
場
が
上

層
と
下
層
で
厚
く
、
中
間
層
で
薄
く
な
っ
て

い
る
砂
時
計
型
に
変
わ
っ
た
。
上
層
の
職
業

は
高
収
入
で
、
安
定
性
が
高
く
、
確
固
と
し

た
昇
進
構
造
が
確
立
さ
れ
て
お
り
、
医
療
保

険
、
法
定
給
付
金
、
定
年
退
職
金
な
ど
の
福

利
厚
生
が
充
実
し
て
い
る
。
一
方
、
下
層
の

職
業
は
不
安
定
で
、
離
職
率
が
高
く
、
低
収

入
で
、
労
働
組
合
が
な
い
場
合
は
福
利
厚
生

も
な
い
に
等
し
い
。

１　

非
典
型
雇
用
の
形
態

（
１
）
コ
ン
テ
ィ
ン
ジ
ェ
ン
ト
雇
用

（contingent em
ploym

ent

）

①
定
義
と
形
態

　

一
九
八
九
年
、
米
国
労
働
統
計
局
（
Ｂ
Ｌ

Ｓ
）
は
、
コ
ン
テ
ィ
ン
ジ
ェ
ン
ト
雇
用
の
定

義
を
「
個
人
が
長
期
雇
用
に
係
る
明
示
的
ま

た
は
暗
黙
の
契
約
を
締
結
し
て
い
な
い
仕

事
」
と
し
た
。

　

コ
ン
テ
ィ
ン
ジ
ェ
ン
ト
雇
用
形
態
は
、
大

量
生
産
型
企
業
で
標
準
の
中
核
的
雇
用
関
係

が
安
定
し
て
い
る
労
働
（
単
一
事
業
主
で
無

期
限
の
フ
ル
タ
イ
ム
雇
用
）
か
ら
、
不
安
定

な
労
働
（
自
営
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
、
派
遣
、

下
請
）
に
変
化
す
る
主
要
プ
ロ
セ
ス
の
な
か

で
説
明
さ
れ
て
い
る
。
コ
ス
ト
削
減
を
図
ろ

う
と
す
る
事
業
主
は
、
人
材
派
遣
業
者
や
請

負
会
社
な
ど
の
仲
介
業
者
を
ま
す
ま
す
利
用

し
て
お
り
、
オ
ン
コ
ー
ル
労
働
者
や
独
立
請

負
人
な
ど
の
代
替
人
材
派
遣
形
態
に
ま
す
ま

す
頼
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
、

「
使
い
捨
て
」
ま
た
は
「
オ
ン
・
デ
マ
ン
ド

雇
用
」
の
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
労
働
者
の
増
加
に

伴
い
、
コ
ン
テ
ィ
ン
ジ
ェ
ン
ト
労
働
者

と
呼
ば
れ
る
新
た
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
出

現
し
た
。
こ
の
用
語
は
八
五
年
に
作
ら

れ
た
が
、
こ
れ
以
降
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
、

人
材
派
遣
業
、
従
業
員
リ
ー
ス

（em
ployee leasing

）、
自
営
、
ア
ウ

ト
ソ
ー
シ
ン
グ
、
ビ
ジ
ネ
ス
サ
ー
ビ
ス

部
門
の
雇
用
、
在
宅
勤
務
を
含
む
広
範

な
雇
用
慣
行
に
適
用
さ
れ
て
い
る
。

　

Ｂ
Ｌ
Ｓ
は
、
コ
ン
テ
ィ
ン
ジ
ェ
ン
ト

雇
用
の
広
範
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
な
か
に
、

「
代
替
的
労
働
形
態
に
お
け
る
労
働
者
」

も
追
加
し
た
。
こ
れ
は
、
独
立
請
負
人
、

オ
ン
コ
ー
ル
労
働
者
、
派
遣
労
働
者
、

請
負
会
社
か
ら
の
供
給
さ
れ
た
労
働
者
、

日
雇
い
労
働
者
で
あ
る
。
こ
う
し
た
労

働
者
は
、
明
示
的
ま
た
は
暗
黙
の
契
約

を
締
結
し
て
い
る
場
合
と
締
結
し
て
い

な
い
場
合
が
あ
る
の
で
、
非
正
規
形
態

ま
た
は
代
替
的
労
働
形
態
の
労
働
者
は
、

二
つ
の
別
個
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
る
が
、

必
ず
し
も
相
互
排
他
的
で
は
な
い
。

　

Ｂ
Ｌ
Ｓ
は
、
コ
ン
テ
ィ
ン
ジ
ェ
ン
ト

労
働
者
の
状
況
と
人
数
を
よ
り
適
切
に

評
価
す
る
た
め
、
九
五
年
、
九
七
年
、

九
九
年
の
人
口
動
態
補
足
調
査
か
ら
労

働
者
数
の
デ
ー
タ
を
収
集
し
た
。
そ
の

結
果
、
各
非
正
規
労
働
形
態
間
の
重
要

な
相
違
点
、
労
働
者
の
特
性
、
お
よ
び

非
正
規
労
働
形
態
と
伝
統
的
労
働
形
態

間
の
相
違
点
を
初
め
て
浮
き
彫
り
に
し

た
（
表
１
）。

表１　アメリカにおける非正規雇用およびコンティンジェント雇用

雇用形態 定義 1999 年総労働力
に対する比率 A

2005 年総労働力
に対する比 B

BLS カテゴリー

派遣労働者 人材派遣会社に登録し、当該人材派遣会社により他社で働くために配
属される個人 0.9 0.9

呼び出し（オンコー
ル）
労働者および
日雇い労働者

必要に応じて労働を求められる個人、または事業主が当日の労働を確
保するため車で迎えに行く場所で待機して仕事を得る個人（代理教師、
建設労働者）。

1.7 2.0

契約社員 契約に基づき、他企業へサービスを提供する会社で働く個人（警備、
造園、人材派遣サービス）。 0.6 0.6

独立請負人
自力で顧客を獲得し、商品やサービスを提供し、他の労働者を当該商
品またはサービスに取り組ませている個人（メイド、不動産業者、児
童保育提供者、経営コンサルタント）。

6.３ 7.4

その他のカテゴリー

直接雇用の臨時職員 特定期間の労働を確保するために会社が直接雇用する臨時職員（季節
労働者、特別プロジェクトのために雇用された労働者）。 2.5 2.1

自営業、起業家 独立請負人ではない自営業者（医師、レストランや店を所有している
個人）。 4.8 4.4

標準パートタイマー 特定の事業主のために週 ３5 時間未満の正規労働を行い、賃金および
給与労働者である個人。 1３.2 1３.2

条件付きパートタイ
マー 条件付きでパートタイムの職に就いており、短期雇用ではない個人。 データなし データなし

短期労働者 限られた期間、企業より直接雇用されて支払いを受け、当該企業の仕
事場で労働し、その企業から直接労働の指示を受ける個人。 データなし データなし

請負会社の労働者

労働者派遣先の会社のために、通常、給与支払い名簿、従業員福利厚
生プログラム、その他の人的資源機能を取り扱う請負会社（Leasing 
company）（ そ の 中 に は「 専 門 雇 用 組 織（professional employer 
organizations）」とよばれているものもある）に勤務する個人。

データなし データなし

資料出所：Ⓐ 1999 年 2 月の BLS コンティンジェント労働補遣の GAO データ分析（2000 年）
　　　　　Ⓑ 2005 年 2 月の BLS コンティンジェント労働補遣の GAO データ分析（2006 年）

（％）
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②
コ
ン
テ
ィ
ジ
ェ
ン
ト
雇
用
を
選
択
す
る
理

由
　

H
ousem

an

（1996

）
は
、
事
業
主
が
コ

ン
テ
ィ
ン
ジ
ェ
ン
ト
労
働
者
を
雇
用
す
る
主

な
理
由
は
、
作
業
量
の
継
続
的
な
変
動
に
対

処
す
る
た
め
、
一
時
的
な
欠
員
を
埋
め
る
た

め
、
従
業
員
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
就
業
の
要
求

に
応
じ
る
た
め
、
常
用
雇
用
す
る
労
働
者
の

選
別
を
行
う
た
め
、
賃
金
お
よ
び
福
利
厚
生

費
を
削
減
す
る
た
め
―
な
ど
で
あ
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
他
に
も
、
手
当
を
回

避
し
、
労
災
の
補
償
費
を
削
減
し
、
組
合
組

織
化
を
防
止
し
、
簡
単
に
一
時
解
雇
で
き
る

こ
と
な
ど
の
理
由
で
、
使
用
す
る
こ
と
も
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
容
易
か
つ
柔
軟
に
雇
用

で
き
る
こ
と
が
、
コ
ン
テ
ィ
ン
ジ
ェ
ン
ト
労

働
者
を
よ
り
魅
力
的
に
し
て
い
る
。

　

労
働
者
も
ま
た
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
で
コ
ン

テ
ィ
ン
ジ
ェ
ン
ト
労
働
に
参
加
し
て
い
る
。

学
校
、
家
族
な
ど
を
理
由
と
し
て
フ
レ
キ
シ

ブ
ル
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
選
好
し
、
柔
軟
性

を
確
保
す
る
た
め
に
選
び
、
追
加
収
入
を
得

る
た
め
に
フ
ル
タ
イ
ム
ま
た
は
パ
ー
ト
タ
イ

ム
の
雇
用
を
補
完
し
て
い
る
者
も
い
る
。

（
２
）
パ
ー
ト
タ
イ
ム
雇
用

①
パ
ー
ト
タ
イ
ム
雇
用
の
位

置
づ
け

　

か
つ
て
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム

労
働
の
多
く
は
フ
ル
タ
イ
ム

の
安
定
雇
用
へ
の
通
過
儀
礼

だ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
数

十
年
間
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労

働
の
永
続
性
と
増
加
に
よ
り
、

フ
ル
タ
イ
ム
へ
の
転
換
が
ま

す
ま
す
難
し
く
な
っ
て
い
る
。

通
常
、
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
労
働

者
と
み
な
さ
れ
て
い
る
労
働

力
の
四
分
の
一
の
う
ち
、
パ

ー
ト
タ
イ
マ
ー
が
八
〇
％
を

占
め
て
お
り
、
非
正
規
労
働

の
中
で
も
っ
と
も
一
般
的
な

形
態
で
あ
る
。
米
国
の
パ
ー

ト
タ
イ
ム
労
働
の
歴
史
は
長

い
。
一
九
五
〇
年
代
半
ば
は
、

労
働
力
の
一
二
％
だ
っ
た
が
、

九
〇
年
代
初
期
に
は
一
八
％

に
増
加
。
さ
ら
に
二
〇
世
紀

後
半
に
な
る
と
、
労
働
力
全

体
の
か
な
り
の
部
分
を
占
め

る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

Ｂ
Ｌ
Ｓ
は
「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
ス
ケ
ジ
ュ

ー
ル
」
で
労
働
す
る
者
を
、
非
経
済
的
理
由

（
法
定
休
日
ま
た
は
宗
教
上
の
休
日
、
休
暇
、

一
時
的
な
病
気
、
悪
天
候
、
労
働
争
議
、
ま

た
は
、
正
規
の
フ
ル
タ
イ
ム
時
間
が
週
三
五

時
間
未
満
の
職
務
を
含
む
）
で
パ
ー
ト
タ
イ

ム
労
働
を
行
っ
て
い
る
通
常
の
フ
ル
タ
イ
ム

労
働
者
を
除
く
、
通
常
週
三
五
時
間
未
満
の

労
働
を
行
っ
て
い
る
者
と
し
て
い
る
。
Ｂ
Ｌ

Ｓ
の
デ
ー
タ
を
用
い
た
図
１
は
、
関
連
す
る

デ
ー
タ
の
収
集
を
開
始
し
た
一
九
五
七
年
以

降
、
非
自
発
的
雇
用
お
よ
び
自
発
的
雇
用
を

含
む
パ
ー
ト
タ
イ
ム
雇
用
の
推
移
を
示
し
て

い
る
。

　

多
く
の
米
国
人
は
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の

経
験
が
あ
る
。
中
学
・
高
校
や
大
学
の
学
生

が
パ
ー
ト
タ
イ
ム
職
に
就
い
て
い
る
こ
と
も

あ
る
。
実
際
に
、
七
〇
年
頃
ま
で
パ
ー
ト
タ

イ
ム
の
増
加
傾
向
は
自
発
的
パ
ー
ト
タ
イ
ム

雇
用
の
拡
大
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
た
。
そ
の

理
由
と
し
て
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
を
望
ん
で
い

る
若
い
女
性
（
母
親
）
と
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
世

代
の
テ
ィ
ー
ン
エ
ー
ジ
ャ
ー
が
労
働
力
に
流

れ
込
ん
だ
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　

企
業
は
、
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
数
を
削
減

す
る
こ
と
で
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
力
と
低

賃
金
を
増
大
さ
せ
、
福
利
厚
生
を
削
減
す
る

こ
と
が
で
き
る
ほ
か
、
多
く
の
企
業
で
、
医

療
保
障
を
排
除
し
、
雇
用
の
柔
軟
性
レ
ベ
ル

を
拡
大
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
パ
ー
ト
タ
イ

ム
労
働
は
、
景
気
後
退
時
に
増
加
す
る
傾
向

が
あ
り
、よ
り
多
く
の
者
が「
非
自
発
的
に
」

こ
う
し
た
職
を
奪
い
合
う
。
つ
ま
り
、
労
働

者
は
フ
ル
タ
イ
ム
雇
用
の
確
保
を
大
い
に
好

む
が
、
理
想
と
は
言
い
が
た
い
が
収
入
を
生

み
出
す
労
働
形
態
で
妥
協
す
る
。
パ
ー
ト
タ

イ
ム
労
働
者
の
約
四
分
の
一
は
非
自
発
的
パ

ー
ト
タ
イ
ム
労
働
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
ほ

と
ん
ど
が
フ
ル
タ
イ
ム
の
仕
事
を
見
つ
け
ら

れ
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
い
る
。

②
パ
ー
ト
＝
コ
ン
テ
ィ
ジ
ェ
ン
ト
労
働
で
は

な
い

　

パ
ー
ト
タ
イ
ム
雇
用
は
本
質
的
に
コ
ン
テ

ィ
ン
ジ
ェ
ン
ト
労
働
と
は
み
な
さ
れ
な
い
。

理
由
と
し
て
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
大
半

が
正
規
で
あ
り
安
定
し
て
い
る
こ
と
が
あ
げ

ら
れ
る
。「
一
九
九
五
年
二
月
時
点
の
二
五

歳
以
上
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
平
均
在
職

年
数
は
六
・
八
年
だ
っ
た
」（P

olivka 
1996

）
と
い
う
事
実
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

労
働
時
間
や
福
利
厚
生
は
制
限
さ
れ
て
い
て

も
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
雇
用
は
長
き
に
わ
た
り
、

多
く
の
労
働
者
に
と
っ
て
継
続
的
で
安
定
し

た
仕
事
で
あ
っ
た
。

（
３
）
人
材
派
遣

　

派
遣
雇
用
は
、
派
遣
先
企
業
の
ニ
ー
ズ
に

よ
り
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
に
も
パ
ー
ト
タ
イ
ム

労
働
に
も
な
り
、
正
規
パ
ー
ト
タ
イ
ム
雇
用

よ
り
も
予
測
不
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、
派

遣
労
働
者
は
、
伝
統
的
労
働
者
と
同
様
に
フ

ル
タ
イ
ム
で
雇
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
時

間
給
で
あ
る
。

　

人
材
派
遣
会
社
は
、
労
働
者
の
取
り
扱
い
、

給
与
支
払
い
問
題
へ
の
対
応
、
労
災
保
険
の

支
払
い
等
に
係
る
リ
ス
ク
か
ら
の
解
放
を
請

負
う
業
務
を
行
っ
て
い
る
。
人
材
派
遣
会
社

を
利
用
し
て
い
る
企
業
は
、
被
用
者
を
評
価

す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
結
果
と
し
て
労

働
者
の
再
雇
用
も
し
く
は
契
約
終
了
、
ま
た

労
働
者
の
増
員
・
削
減
が
で
き
る
。

　

一
方
、
労
働
者
に
と
っ
て
は
必
ず
し
も
フ

レ
キ
シ
ブ
ル
で
有
益
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

労
働
者
は
、
斡
旋
さ
れ
た
仕
事
を
拒
否
す
る

権
利
を
有
す
る
も
の
の
、
雇
用
機
会
を
拒
否

図１　米国のパートタイム雇用：自発及び非自発　1957 – 現在

資料出所：労働統計局（BLS）
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で
き
る
経
済
的
状
況
で
は
な
い
可
能
性
が
あ

る
。
ラ
テ
ン
系
ア
メ
リ
カ
人
、
ア
フ
リ
カ
系

ア
メ
リ
カ
人
お
よ
び
不
法
滞
在
者
は
と
く
に

弱
い
立
場
で
あ
る
た
め
、
人
材
派
遣
会
社
は

こ
の
低
収
入
層
に
目
を
つ
け
始
め
た
。
人
材

派
遣
会
社
は
、
都
市
に
お
け
る
非
正
規
雇
用

の
求
人
を
埋
め
る
た
め
の
豊
富
な
労
働
源
を

見
つ
け
、
一
九
六
〇
年
代
以
降
、
二
〇
倍
の

雇
用
拡
大
を
図
っ
た
。

　

人
材
派
遣
会
社
は
主
と
し
て
労
働
者
に
ほ

ぼ
最
低
賃
金
の
現
場
労
働
を
割
当
て
て
い
る
。

人
材
派
遣
会
社
は
、
軽
作
業
や
工
場
労
働
、

荷
物
の
積
み
下
ろ
し
、
倉
庫
労
働
を
含
め
、

ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
、
ピ
ン
ク
カ
ラ
ー
（
女
性

の
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
業
務
な
ど
）、
ブ
ル
ー

カ
ラ
ー
の
職
種
ま
で
、
多
様
化
し
て
い
る
。

　

人
材
派
遣
会
社
は
、
こ
の
二
〇
年
間
に
都

市
部
で
急
増
し
て
お
り
、
低
所
得
層
の
多
い

地
域
に
引
き
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由

は
、
廉
価
か
つ
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
で
容
易
に
利

用
可
能
な
大
量
の
労
働
供
給
で
あ
る
。
ま
た
、

ホ
ー
ム
レ
ス
施
設
や
福
祉
事
務
所
な
ど
、
低

賃
金
労
働
者
を
確
保
で
き
る
場
所
の
近
く
に

会
社
を
設
置
す
る
。
多
く
の
人
材
派
遣
会
社

は
、
特
定
の
階
層
、
技
能
、
社
会
的
背
景
、

民
族
集
団
か
ら
労
働
者
を
採
用
す
る
と
い
う

明
確
な
理
由
を
も
っ
て
、
対
象
地
域
に
設
置

さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
人
材
派
遣
会
社
は
多
様
で
、
大
規

模
な
全
国
企
業
の
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
事
務
所
、

地
方
の
よ
り
小
規
模
な
民
間
営
利
事
務
所
、

さ
ら
に
、
ホ
ー
ム
レ
ス
ま
た
は
移
民
の
権
利

支
援
組
織
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
非
営
利
組

織
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
規
模
、
目
的
、
場

所
は
、
労
働
者
に
向
け
て
さ
ま
ざ
ま
な
組
織

的
慣
行
や
待
遇
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆

し
て
い
る
。

　

人
材
派
遣
会
社
発
祥
の
地
シ
カ
ゴ
で
は
、

競
争
が
激
化
し
て
お
り
、
利
益
幅
の
圧
縮
や

コ
ス
ト
削
減
圧
力
の
要
因
と
な
っ
て
い
る

（P
eck &

 T
heodore 2001

）。
そ
の
結
果
、

賃
金
は
極
め
て
低
く
、
ホ
ー
ム
レ
ス
労
働
者

の
圧
倒
的
多
数（
八
二
％
）の
時
間
給
は
五
・

五
〇
ド
ル
以
下
で
、
定
期
的
に
労
働
し
て
い

る
者
の
所
得
も
年
間
九
〇
〇
〇
ド
ル
以
下
で

あ
る
（T

heodore　

2000

）。

（
４
）
短
期
雇
用
お
よ
び
オ
ン
コ
ー
ル
（
呼

び
出
し
）
雇
用

　

K
alleberg

（2000

）
に
よ
れ
ば
、
短
期

雇
用
は
、
労
働
者
と
企
業
間
の
有
期
契
約
を

含
み
、
ま
た
オ
ン
コ
ー
ル
に
基
づ
く
雇
用
関

係
も
こ
れ
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

形
態
は
、
直
接
的
な
雇
用
関
係
に
基
づ
い
て

い
る
。
短
期
雇
用
ま
た
は
オ
ン
コ
ー
ル
雇
用

形
態
は
、
主
に
季
節
的
雇
用
、
ま
た
は
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
完
遂
を
目
的
と
し
て
実
施
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
。
オ
ン
コ
ー
ル
雇
用
は
代
理
教

師
か
ら
ケ
ー
タ
リ
ン
グ
、
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
、

看
護
に
及
ぶ
。
こ
う
し
た
雇
用
で
も
、
人
材

派
遣
会
社
が
広
範
な
産
業
に
労
働
と
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
会
社
が

直
接
募
集
せ
ず
、
労
働
仲
介
業
者
に
移
行
し

て
い
く
こ
と
が
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。

（
５
）
独
立
請
負
人

　

独
立
請
負
人
は
、
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
が

臨
時
で
あ
り
、
仕
事
を
依
頼
す
る
雇
用
主
・

依
頼
者
の
要
求
レ
ベ
ル
に
応
じ
て
業
務
を
変

更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
コ
ン
テ
ィ

ン
ジ
ェ
ン
ト
労
働
者
と
み
な
す
こ
と
が
で
き

る
。
た
だ
し
、
ほ
と
ん
ど
の
独
立
請
負
人
は

企
業
家
の
性
格
を
有
し
、
自
営
で
、
代
替
的

労
働
形
態
を
維
持
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、「
コ
ン
テ
ィ
ン
ジ
ェ
ン

ト
労
働
者
と
は
対
照
的
に
、
代
替
的
形
態
を

有
す
る
者
は
、
現
行
の
雇
用
に
係
る
明
示
的

も
し
く
は
暗
黙
の
契
約
を
締
結
し
て
い
る
場

合
と
、
締
結
し
て
い
な
い
場
合
が
あ
る
」

（C
op

eland
,F

rostin, O
stu

w
 &

 
Y

akoboski 1999

）。
独
立
請
負
人
は
、
コ

ン
テ
ィ
ン
ジ
ェ
ン
ト
労
働
形
態
や
そ
の
他
の

代
替
的
労
働
形
態
の
労
働
者
に
比
べ
五
万
ド

ル
以
上
の
家
族
収
入
を
得
て
い
る
可
能
性
が

高
く
、
か
つ
、
大
学
院
の
学
位
を
有
し
て
い

る
可
能
性
が
高
い
。

　

日
雇
い
労
働
者
の
よ
う
な
イ
ン
フ
ォ
ー
マ

ル
労
働
者
は
、「
独
立
請
負
人
」
に
誤
分
類
さ

れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
は
公
正
か
つ
十
分

な
賃
金
、
雇
用
の
確
保
、
安
全
保
護
に
係
る

労
働
者
の
権
利
を
否
定
す
る
誤
っ
た
分
類
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
コ
ン
テ
ィ
ン
ジ
ェ
ン

ト
雇
用
の
流
動
的
定
義
、
雇
用
の
不
安
定
さ

を
利
用
し
よ
う
と
す
る
事
業
主
の
意
欲
、
労

働
者
の
脆
弱
性
、「
独
立
請
負
人
」
を
明
確
に

定
義
し
よ
う
と
す
る
一
貫
し
た
政
策
の
欠
如

に
関
連
し
て
い
る
。

　
「
独
立
請
負
人
」
で
労
働
者
の
保
護
の
確

立
を
求
め
る
者
は
、
真
の
独
立
請
負
人
と
契

約
社
員
と
を
区
別
す
る
た
め
の
「
被
用
者
」

（em
ployee

）
の
定
義
に
関
心
を
寄
せ
て
い

る
。
基
本
的
に
社
員
と
は
「
事
業
主
が
仕
事

の
指
示
ま
た
は
管
理
を
行
い
、
賃
金
に
関
す

る
詳
細
な
申
告
と
社
会
保
険
料
負
担
の
義
務

を
有
す
る
者
」
で
あ
る
。
納
税
義
務
は
事
業

主
が
社
員
を
誤
分
類
す
る
も
う
一
つ
の
イ
ン

セ
ン
テ
ィ
ブ
で
あ
る
。
事
業
主
の
三
八
％
は
、

補
償
保
険
や
福
利
厚
生
費
を
回
避
す
る
た
め

に
「
独
立
請
負
人
に
誤
分
類
し
て
い
る
」
と

推
定
さ
れ
る
（K

alleberg 2000

）。

（
６
）
日
雇
い
労
働
雇
用

　

日
雇
い
労
働
は
お
そ
ら
く
、
も
っ
と
も
不

安
定
な
コ
ン
テ
ィ
ン
ジ
ェ
ン
ト
雇
用
形
態
で

あ
る
。

　

V
alenzuela

（2003

）
に
よ
れ
ば
、「
日
雇

い
労
働
の
正
式
な
定
義
は
な
い
が
、
労
働
の

危
険
度
・
不
快
さ
、
手
当
や
そ
の
他
の
一
般

的
な
職
場
に
お
け
る
福
利
厚
生
の
欠
如
、
毎

日
の
求
職
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
テ
ン
ポ
ラ

リ
ー
雇
用
の
一
種
を
示
唆
す
る
際
に
使
用
さ

れ
る
」。
こ
の
労
働
形
態
は
、
不
法
滞
在
の

ラ
テ
ン
系
ア
メ
リ
カ
男
性
が
多
く
を
占
め
、

人
材
派
遣
会
社
が
、
日
雇
い
労
働
の
仕
事
斡

旋
所
と
し
て
ス
ラ
ム
街
に
進
出
し
、
主
に
建

設
（
労
働
）
や
塗
装
と
い
っ
た
現
場
の
重
労

働
に
お
い
て
、
日
雇
い
労
働
者
と
ク
ラ
イ
ア

ン
ト
を
マ
ッ
チ
ン
グ
さ
せ
て
い
る

（V
alenzuela 2003

）。
具
体
的
に
い
え
ば
、

日
雇
い
労
働
は
、
男
性
お
よ
び
若
干
の
女
性

が
街
角
、
空
き
地
、
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
の
駐

車
場
、
レ
ン
タ
ル
ト
ラ
ッ
ク
店
な
ど
に
集
合

し
、
日
雇
い
労
働
を
求
め
る
産
業
で
あ
る
。

不
法
滞
在
者
で
あ
る
こ
と
や
、
教
育
水
準
の

低
さ
、
米
国
に
移
住
し
て
日
が
浅
い
こ
と
な

ど
か
ら
、
極
め
て
立
場
が
弱
く
、
低
賃
金
、

賃
金
不
払
い
、
虐
待
、
現
場
で
の
置
き
去
り
、

そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
搾
取
を
受
け
て
い

る
。

　

こ
の
種
の
労
働
者
は
、
週
に
一
日
か
二
日

の
仕
事
し
か
得
ら
れ
ず
、
賃
金
は
一
時
間
あ

た
り
八
～
一
〇
ド
ル
で
あ
る
。
若
干
の
調
査

を
除
き
、
こ
の
労
働
市
場
に
つ
い
て
は
ほ
と

ん
ど
把
握
さ
れ
て
い
な
い
。
調
査
が
難
し
い

理
由
と
し
て
、
日
雇
い
労
働
者
が
自
由
に
出

入
り
す
る
こ
と
と
、
連
邦
機
関
が
日
雇
い
労

働
を
十
分
に
定
義
し
て
い
な
い
た
め
に
正
確

な
数
が
わ
か
ら
な
い
こ
と
、
滞
在
許
可
の
な

い
ラ
テ
ン
系
ア
メ
リ
カ
人
が
多
い
こ
と
な
ど

が
あ
る
。

　

日
雇
い
労
働
者
の
全
国
調
査

（V
alenzuela et. al. 2006

）
は
、
い
つ
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く
か
の
重
要
な
事
実
を
認
識
し
て
い
る
。
例

え
ば
、
任
意
の
一
日
あ
た
り
、
約
一
一
万
七

六
〇
〇
人
が
日
雇
い
仕
事
を
探
し
て
い
る
か
、

日
雇
い
労
働
者
と
し
て
雇
用
さ
れ
て
い
る
。

日
雇
い
労
働
力
は
、
圧
倒
的
に
男
性
で
（
女

性
は
二
％
）、
大
部
分
が
メ
キ
シ
コ
や
中
米

の
移
民
で
あ
る
。
日
雇
い
労
働
者
の
半
数
以

上
（
五
九
％
）
が
メ
キ
シ
コ
生
ま
れ
で
、
一

四
％
が
グ
ァ
テ
マ
ラ
、
八
％
が
ホ
ン
ジ
ュ
ラ

ス
生
ま
れ
で
あ
る
。

　

事
業
主
に
よ
る
日
雇
い
労
働
者
の
権
利
の

侵
害
お
よ
び
基
本
的
労
働
基
準
の
侵
害
は
、

日
常
茶
飯
事
で
あ
る
。
賃
金
不
払
い
は
、
日

雇
い
労
働
者
が
経
験
す
る
も
っ
と
も
一
般
的

な
虐
待
で
あ
る
。
日
雇
い
労
働
者
の
ほ
ぼ
半

数
が
、
調
査
対
象
と
な
る
二
カ
月
前
に
完
遂

し
た
労
働
に
対
し
て
、
事
業
主
か
ら
賃
金
の

支
払
い
を
完
全
に
拒
否
さ
れ
て
い
る
。
同
様

に
、
日
雇
い
労
働
者
の
四
八
％
が
事
業
主
か

ら
同
期
間
の
労
働
に
対
し
て
不
十
分
な
額
の

賃
金
し
か
受
け
取
っ
て
い
な
い
。

　

米
国
全
土
で
急
増
し
て
い
る
数
百
の
イ
ン

フ
ォ
ー
マ
ル
な
仕
事
斡
旋
所
以
外
に
、
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
ー
組
織
、
地
方
自
治
体
、
宗
教
奉

仕
活
動
組
織
、
な
ど
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー

に
よ
っ
て
、
賃
金
不
払
い
、
虐
待
、
危
険
な

労
働
条
件
を
抑
制
す
る
た
め
に
、
全
国
六
四

カ
所
に
日
雇
い
労
働
者
セ
ン
タ
ー
ま
た
は
正

規
の
仕
事
斡
旋
所
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
労

働
者
セ
ン
タ
ー
は
、
一
般
に
、
正
規
の
日
雇

い
労
働
の
仕
事
斡
旋
所
付
近
に
あ
り
、
野
放

し
状
態
の
仕
事
斡
旋
所
の
代
替
的
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
し
て
い
る
。

　

日
雇
い
労
働
者
セ
ン
タ
ー
の
主
な
目
的
は
、

日
雇
い
労
働
市
場
に
介
入
し
て
、
求
職
と
求

人
を
統
制
す
る
ル
ー
ル
を
確
立
す
る
こ
と
で

あ
る
。

（
７
）
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
雇
用

　

イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
経
済
ま
た
は
イ
ン
フ
ォ

ー
マ
ル
雇
用
は
、
闇
経
済(black econom

y)

、

地
下
セ
ク
タ
ー(underground sector)

、

影
の
経
済(shadow

 econom
y)

、
隠
れ
た
経

済
（hidden econom

y

）
な
ど
の
名
前
で
呼

ば
れ
る
こ
と
が
多
い
。
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
雇

用
は
公
式
雇
用
の
枠
を
越
え
た
賃
金
労
働
で
、

税
金
、
社
会
保
障
、
労
働
法
上
の
理
由
か
ら
、

雇
用
者
が
州
政
府
に
未
登
録
の
ま
ま
、
隠
れ

て
行
っ
て
い
る
。
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
賃
金

労
働
に
は
、
合
法
的
で
あ
っ
て
も
、
個
人
へ

の
支
払
金
を
然
る
べ
き
機
関
に
申
告
し
て
い

な
い
活
動
も
含
ま
れ
る
。
ま
た
、
売
春
や
、

違
法
な
商
品
の
製
造
・
販
売
、
薬
物
の
密
売

な
ど
の
違
法
行
為
も
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
雇
用

で
あ
る
。

　

従
っ
て
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
雇
用
は
「
直

接
税
・
間
接
税
の
脱
税
」「
生
活
保
護
を
受
け

て
い
る
公
式
失
業
者
を
雇
い
、
社
会
保
障
制

度
を
悪
用
し
た
行
為
」「
社
会
保
険
料
の
雇
用

者
負
担
、
最
低
賃
金
法
、
ま
た
は
職
場
の
安

全
や
そ
の
他
の
基
準
の
適
用
を
、
帳
簿
外
の

労
働
者
を
雇
う
、
小
規
模
企
業
や
自
営
業
者

に
最
低
賃
金
以
下
の
報
酬
で
仕
事
を
委
託
す

る
と
い
っ
た
方
法
を
使
っ
て
回
避
す
る
」

(W
illiam

s and W
indebank, 1998: 4)

と

い
う
三
種
類
の
活
動
に
分
類
さ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
仕
事
に
手
を
染
め
る
人
は
失
業

者
、
貧
困
層
、
女
性
、
移
民
、
低
所
得
者
が

住
む
地
域
の
少
数
民
族
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

　

在
留
資
格
の
な
い
移
民
は
必
要
な
書
類
が

な
い
た
め
、
フ
ォ
ー
マ
ル
な
雇
用
の
機
会
か

ら
締
め
出
さ
れ
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
雇
用
に

従
事
す
る
以
外
に
収
入
を
得
る
手
段
が
な
い
。

そ
の
結
果
、
も
っ
と
も
目
に
触
れ
る
機
会
の

多
い
タ
イ
プ
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
経
済
活
動

へ
の
参
加
者
は
、
適
切
な
文
書
を
持
た
な
い

移
民
ば
か
り
に
な
っ
て
い
る
。
〇
九
年
の
調

査
で
は
、
不
法
に
米
国
に
滞
在
し
て
い
る
移

民
は
推
定
一
二
〇
〇
万
人
、
そ
の
約
半
数
が

メ
キ
シ
コ
出
身
で
、
そ
の
半
数
弱
が
カ
リ
フ

ォ
ル
ニ
ア
州
に
住
ん
で
い
る
と
い
う
結
果
が

発
表
さ
れ
た
。

　

確
か
に
こ
れ
ら
の
移
民
の
多
く
が
明
ら
か

に
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
雇
用
に
従
事
し
て
い
た

も
の
の
、
季
節
労
働
者
や
コ
ン
テ
ィ
ン
ジ
ェ

ン
ト
労
働
な
ど
の
周
辺
的
な
フ
ォ
ー
マ
ル
雇

用
に
就
い
て
い
る
移
民
も
多
か
っ
た
。

　

ま
た
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
労
働
市
場
は
、

定
職
が
あ
る
労
働
者
が
就
く
よ
う
な
良
好
な

仕
事
と
、
失
業
者
が
従
事
す
る
劣
悪
な
仕
事

と
い
う
二
つ
の
市
場
に
セ
グ
メ
ン
ト
化
さ
れ

て
い
る
。
従
っ
て
、
す
で
に
定
職
に
就
い
て

い
る
場
合
、
彼
ら
は
比
較
的
賃
金
が
高
い
労

働
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

例
と
し
て
は
、
普
段
は
建
設
業
界
で
働
い
て

い
る
が
、
そ
の
ス
キ
ル
を
見
込
ん
だ
近
所
の

人
に
依
頼
さ
れ
、
家
の
修
理
や
改
築
工
事
を

「
週
末
の
ア
ル
バ
イ
ト
」
と
し
て
請
け
負
っ

て
い
る
人
な
ど
が
い
る
。

　

貧
困
層
に
占
め
る
女
性
の
割
合
の
増
加
は
、

女
性
が
福
祉
制
度
の
改
革
な
ど
の
第
一
受
益

者
で
あ
り
、
貧
困
層
の
最
多
数
を
占
め
て
い

る
こ
と
に
よ
る
。
女
性
が
従
事
す
る
イ
ン
フ

ォ
ー
マ
ル
雇
用
は
一
般
に
、
搾
取
的
な
色
合

い
が
非
常
に
濃
い
仕
事
で
、
薄
給
で
あ
る
確

率
が
高
い
。
女
性
が
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
雇
用

に
参
加
す
る
と
き
は
、
家
庭
で
の
役
割
や
家

事
の
負
担
で
や
む
を
得
な
い
ケ
ー
ス
が
大
半

を
占
め
る
。

２　

 

コ
ン
テ
ィ
ン
ジ
ェ
ン
ト
お
よ

び
代
替
的
な
雇
用
形
態
へ
の

転
換

　

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
、
技
術
の
進
歩
、

現
在
の
不
景
気
、
コ
ン
テ
ィ
ン
ジ
ェ
ン
ト
お

よ
び
代
替
的
労
働
形
態
の
制
度
化
を
介
し
た

労
働
市
場
の
規
制
撤
廃
の
流
れ
に
よ
っ
て
、

最
近
は
非
典
型
雇
用
が
ま
す
ま
す
増
加
し
て

い
る
。
技
術
革
新
が
国
内
外
と
の
通
信
を
容

易
に
し
、
人
件
費
が
安
い
た
め
、
効
率
性
や

経
済
的
利
益
が
期
待
で
き
る
場
所
に
労
働
や

サ
ー
ビ
ス
を
外
注
（
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
）

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

労
働
力
の
再
配
置
ま
た
は
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ

ン
グ
の
プ
ロ
セ
ス
が
、
雇
用
者
を
「
従
来
の

時
間
的
・
空
間
的
制
約
か
ら
解
放
し
た
」
と

言
わ
れ
て
い
る
。

　

K
alleberg

は
、
サ
ー
ビ
ス
業
の
重
要
性

が
高
ま
る
に
つ
れ
、
子
育
て
や
掃
除
な
ど
、

従
来
は
家
庭
内
で
行
っ
て
い
た
活
動
を
民
間

企
業
が
請
け
負
う
傾
向
が
強
ま
っ
た
と
も
論

じ
て
い
る
。
こ
う
し
た
サ
ー
ビ
ス
は
現
在
、

人
材
派
遣
業
者
や
雇
用
あ
っ
せ
ん
所
を
通
し

て
提
供
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ

ル
労
働
力
の
重
要
な
部
分
を
占
め
る
日
雇
い
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労
働
者
に
よ
っ
て
も
提
供
さ
れ
て
い
る
。

３　
 

典
型
雇
用
へ
の
転
身
の
シ
ナ

リ
オ

　

経
営
者
が
非
典
型
労
働
者
の
雇
用
に
使
っ

た
主
要
戦
略
は
、
非
典
型
労
働
者
の
一
部
だ

け
を
正
社
員
に
昇
格
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
戦
略
の
実
施
方
法
は
、
筆
者
が
聞
き
取

り
調
査
を
行
っ
た
三
つ
の
機
関
で
そ
れ
ぞ
れ

異
な
っ
て
い
た
。
例
え
ば
、
ホ
テ
ル
業
界
で

は
全
従
業
員
が
正
社
員
だ
っ
た
時
代
に
戻
る

可
能
性
は
き
わ
め
て
低
い
と
し
て
い
る
。
ま

た
、
人
材
派
遣
業
者
と
下
請
け
業
者
に
依
存

す
る
形
態
は
、
そ
の
経
営
戦
略
に
奥
深
く
埋

め
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
筆
者
が
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
人
事
担
当
者
は
派
遣
社
員

が
、
や
る
べ
き
仕
事
を
こ
な
し
て
い
る
か
確

認
す
る
役
割
の
下
級
管
理
職
か
監
督
者
と
し

て
正
社
員
に
転
身
し
た
例
を
二
、
三
あ
げ
た
。

こ
の
人
事
担
当
者
に
よ
る
と
、「
労
働
者
を
観

察
す
る
こ
と
は
、
企
業
に
と
っ
て
も
、
労
働

者
に
と
っ
て
も
有
益
な
こ
と
。
私
た
ち
は
労

働
者
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
、
労
働
者
は
企
業
を

チ
ェ
ッ
ク
し
、
双
方
が
気
に
入
ら
な
か
っ
た

ら
、
そ
こ
で
関
係
を
終
わ
ら
せ
れ
ば
い
い
。

こ
の
手
続
き
に
か
か
る
コ
ス
ト
は
最
小
限
で

済
む
。
職
業
訓
練
費
が
無
駄
に
な
る
こ
と
も

な
い
し
、解
雇
手
当
を
支
払
う
必
要
も
な
い
」

と
い
う
。

　

こ
れ
ま
で
派
遣
社
員
か
ら
正
社
員
に
な
っ

た
数
は
非
常
に
少
な
い
。
ま
た
、
経
営
陣
が

予
約
、
施
設
整
備
、
用
地
管
理
、
調
理
な
ど
、

正
社
員
が
就
い
て
い
る
仕
事
を
外
部
に
委
託

す
る
機
会
を
狙
っ
て
い
る
と
す
る
と
、
こ
の

数
字
が
変
わ
る
可
能
性
が
高
い
。
実
際
、
こ

の
大
手
ホ
テ
ル
チ
ェ
ー
ン
の
経
営
陣
は
こ
う

し
た
職
務
の
派
遣
社
員
採
用
を
増
や
す
方
向

に
あ
る
と
い
う
。 

　

電
機
メ
ー
カ
ー
も
、
ホ
テ
ル
チ
ェ
ー
ン
と

一
部
同
じ
理
由
に
よ
り
、
正
社
員
を
派
遣
社

員
に
転
換
す
る
方
向
に
向
か
っ
て
い
た
。
し

か
し
、
彼
ら
の
職
種
は
ホ
テ
ル
ほ
ど
多
様
性

が
な
い
た
め
、
正
社
員
以
外
の
従
業
員
が
全

体
に
占
め
る
割
合
は
ホ
テ
ル
よ
り
大
き
か
っ

た
。
例
え
ば
、
組
み
立
て
ラ
イ
ン
の
仕
事
の

大
半
は
派
遣
労
働
者
が
担
っ
て
お
り
、
そ
の

期
間
は
一
カ
月
か
ら
数
カ
月
間
ま
で
、
経
営

状
態
や
マ
ー
ケ
ッ
ト
シ
ェ
ア
に
よ
っ
て
違
っ

て
い
た
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
管
理
者
は
、

さ
ら
に
積
極
的
に
、
こ
の
方
向
に
進
ま
ざ
る

を
得
な
い
現
状
を
説
明
し
た
。「
選
択
の
余

地
は
な
い
。
消
費
者
が
家
電
製
品
の
買
い
控

え
を
始
め
た
ら
、
商
売
に
影
響
を
与
え
ま
す
。

生
産
量
が
減
れ
ば
、
正
社
員
を
雇
用
し
続
け

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
そ
う
す
れ
ば
損

失
が
重
な
り
、
倒
産
の
憂
き
目
に
あ
う
。
だ

か
ら
自
分
た
ち
の
ニ
ー
ズ
を
満
た
す
た
め
に
、

人
材
派
遣
会
社
へ
の
依
存
度
が
高
く
な
っ
て

い
る
」。

　

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
百
貨
店
は
、
ブ
ラ
ン

ド
と
評
判
を
よ
り
安
心
し
て
任
せ
ら
れ
る
パ

ー
ト
社
員
へ
の
依
存
度
が
高
か
っ
た
。
例
え

ば
、「
主
要
な
休
暇
や
イ
ベ
ン
ト
の
期
間
は
、

パ
ー
ト
社
員
に
就
労
時
間
を
増
や
し
て
も
ら

い
、
労
働
力
需
要
を
満
た
す
こ
と
が
で
き

る
」「
派
遣
社
員
の
問
題
は
、
社
員
（
店
員
）

の
よ
う
に
、
商
売
に
と
っ
て
不
可
欠
な
商
品

知
識
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
」
だ
と
語
る
。

た
だ
し
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
か
ら
フ
ル
タ
イ
ム

へ
の
転
換
は
戦
略
と
し
て
あ
ま
り
重
要
視
さ

れ
て
い
な
い
が
、
消
費
行
動
が
回
復
し
た
ら
、

パ
ー
ト
社
員
か
ら
正
社
員
へ
の
転
換
が
起
き

る
可
能
性
は
あ
る
と
示
唆
し
た
。

　
「
全
米
日
雇
い
労
働
調
査
」(V

alenzuela  
et. al. 2006)

の
デ
ー
タ
は
、
日
雇
い
労
働

者
が
臨
時
の
仕
事
よ
り
も
正
社
員
を
希
望
し

て
い
る
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。
デ
ー

タ
を
見
る
と
全
体
の
七
五
％
超
が
、
賃
金
が

現
在
の
日
雇
い
労
働
よ
り
安
く
て
も
、
安
定

し
た
仕
事
に
移
り
た
い
と
答
え
て
お
り
、
正

社
員
を
希
望
す
る
人
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
。

　

筆
者
が
行
っ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
る
と
、

典
型
雇
用
と
非
典
型
雇
用
の
間
の
移
動
は
流

動
的
に
行
わ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
百
貨
店
の

マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
は
、
消
費
者
が
買
い
物
を
控

え
る
停
滞
期
に
は
、
正
社
員
を
パ
ー
ト
社
員

に
変
え
る
下
向
き
の
動
き
に
な
る
と
い
う
。

た
だ
し
、
パ
ー
ト
社
員
か
ら
正
社
員
へ
の
移

行
は
比
較
的
容
易
で
あ
り
、
よ
り
多
く
の
正

社
員
を
確
保
せ
よ
と
い
う
指
令
が
あ
っ
た
と

い
う
。

　

こ
れ
は
、
生
産
量
が
循
環
的
に
変
動
す
る

た
め
、
派
遣
社
員
か
ら
正
社
員
へ
、
正
社
員

か
ら
派
遣
社
員
へ
の
移
行
が
容
易
で
は
な
い

電
機
メ
ー
カ
ー
の
シ
ナ
リ
オ
と
は
対
照
的
で

あ
る
。
電
機
メ
ー
カ
ー
の
経
営
陣
は
大
幅
な

コ
ス
ト
削
減
が
可
能
に
な
る
正
社
員
か
ら
派

遣
社
員
へ
の
移
行
を
除
い
て
、
こ
の
種
の
移

動
を
抑
制
し
て
い
る
。
自
社
製
品
へ
の
需
要

が
正
常
な
レ
ベ
ル
ま
で
回
復
し
た
と
し
て
も
、

正
社
員
を
増
や
す
可
能
性
は
低
い
と
い
う
。

ま
た
、
企
業
の
法
的
責
任
が
問
わ
れ
な
い
シ

ス
テ
ム
が
、
派
遣
労
働
者
を
使
い
続
け
る
強

力
な
動
機
付
け
と
な
っ
て
い
る
。

４　
 

同
種
の
職
務
に
従
事
す
る
人

と
の
均
等
待
遇

　

非
典
型
雇
用
に
関
す
る
文
献
レ
ビ
ュ
ー
や

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
実
施
し
た
結
果
、
非
典
型

労
働
者
は
、
同
じ
企
業
ま
た
は
組
織
の
同
じ

職
場
で
「
同
種
の
」
職
務
に
従
事
し
て
い
る

場
合
で
も
、
典
型
従
業
員
と
異
な
る
待
遇
を

受
け
て
い
る
こ
と
を
示
す
圧
倒
的
な
デ
ー
タ

が
得
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
電
機
メ
ー
カ
ー
や

ホ
テ
ル
の
派
遣
社
員
は
、
フ
ル
タ
イ
ム
従
業

員
も
し
く
は
正
社
員
と
似
た
よ
う
な
仕
事
を

こ
な
し
、
職
務
の
難
易
度
や
範
囲
も
同
程
度

の
場
合
で
も
、
異
な
る
待
遇
を
受
け
て
い
た
。

資
格
を
取
得
し
、
権
限
や
責
任
が
増
せ
ば
、

賃
金
格
差
は
縮
ま
る
傾
向
に
あ
る
が
、「
家

族
」
の
一
員
と
見
な
さ
れ
な
い
た
め
、
賃
金

面
で
の
格
差
や
、
有
給
休
暇
、
週
の
労
働
時

間
調
整
、
職
業
訓
練
の
機
会
、
数
々
の
福
利

厚
生
と
い
っ
た
特
権
に
差
が
あ
る
。

　

お
そ
ら
く
唯
一
の
例
外
は
、
昇
進
お
よ
び

正
社
員
へ
の
昇
格
の
機
会
だ
ろ
う
。
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
の
回
答
者
ら
は
一
様
に
、
派
遣
ま
た

は
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
能
力
が
高
く
、

勤
務
態
度
が
ま
じ
め
な
ら
ば
昇
進
の
可
能
性

は
あ
る
と
い
う
。
あ
る
回
答
者
に
よ
る
と
、

「
経
営
陣
は
常
に
派
遣
社
員
の
中
に
有
能
な

人
材
が
い
な
い
か
目
を
光
ら
せ
て
い
る
。
有

能
な
人
材
を
見
つ
け
た
ら
、
調
査
を
行
い
、

機
会
が
あ
れ
ば
正
社
員
に
昇
格
さ
せ
る
し
、

監
督
者
と
し
て
抜
擢
す
る
こ
と
も
あ
る
」
と

い
う
。
こ
う
し
た
事
例
が
定
期
的
に
発
生
す

る
の
か
に
つ
い
て
は
、
ホ
テ
ル
会
社
の
担
当

者
だ
け
が
、
発
生
す
る
と
回
答
し
た
。
電
機

メ
ー
カ
ー
と
小
売
業
の
回
答
者
は
、
正
社
員

へ
の
昇
格
ま
た
は
昇
進
で
き
る
可
能
性
は
あ

る
が
、
そ
れ
ほ
ど
頻
繁
に
は
起
き
て
い
な
い

と
答
え
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
種
の
動
き
を

促
進
す
る
方
針
も
戦
略
も
存
在
し
な
い
。

　

一
方
、
ホ
テ
ル
の
担
当
者
は
、
経
営
陣
か

ら
有
能
な
派
遣
社
員
を
特
定
し
、
正
社
員
に

昇
格
さ
せ
る
よ
う
に
と
い
う
指
令
を
受
け
て

い
る
。
ホ
テ
ル
の
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
は
派
遣
労

働
の
こ
と
を
「
人
材
選
別
装
置
」
と
捉
え
、

派
遣
労
働
者
が
、
自
分
の
価
値
を
証
明
で
き

た
ら
正
社
員
に
昇
格
で
き
る
可
能
性
が
あ
る

「
公
式
な
試
用
期
間
」
と
考
え
て
い
た
。 



Business Labor Trend 2011.4

33

特集―欧米を中心とした非正規雇用の動向

５　

非
典
型
労
働
者
の
組
織
化

　

大
部
分
が
パ
ー
ト
タ
イ
ム
で
あ
る
非
典
型

労
働
者
は
労
働
組
合
内
で
別
枠
の
地
位
（
二

流
の
地
位
）
に
追
い
や
ら
れ
て
い
る
。
若
年

労
働
者
を
含
む
最
近
採
用
さ
れ
た
社
員
が
、

従
前
よ
り
高
額
な
保
険
料
の
支
払
い
を
求
め

ら
れ
、
古
参
組
合
員
と
異
な
る
給
与
体
系
や

人
事
考
課
・
査
定
昇
給
基
準
が
適
用
さ
れ
る

と
い
っ
た
多
層
な
制
度
に
移
行
し
つ
つ
あ
る
。

　

労
働
組
合
以
外
に
も
、
非
典
型
労
働
者
の

一
部
が
組
織
化
を
進
め
て
い
る
。
伝
統
的
な

労
働
組
合
の
手
法
を
い
く
つ
か
駆
使
し
な
が

ら
も
、
明
ら
か
に
こ
れ
ま
で
の
労
働
者
組
織

と
は
一
線
を
画
す
活
動
を
展
開
し
て
い
る
。

例
え
ば
、
日
雇
い
労
働
者
ら
が
自
ら
組
織
化

し
て
運
動
を
行
い
、
よ
り
よ
い
労
働
条
件
の

獲
得
に
成
功
し
て
い
る
。
と
く
に
違
法
な
労

働
者
を
不
利
な
立
場
に
追
い
込
む
労
働
市
場

の
再
編
、
雇
用
者
が
日
常
的
に
労
働
者
の
権

利
を
侵
害
し
て
い
る
業
界
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
問
題
が
交
差
す
る
極
め
て
難
し
い
状
況
下

で
、
彼
ら
は
「
労
働
者
セ
ン
タ
ー
」
と
呼
ば

れ
る
組
織
の
も
と
で
団
結
し
て
い
る
。

　

労
働
者
セ
ン
タ
ー
は
、
日
雇
い
労
働
者
や

そ
の
他
の
非
典
型
従
業
員
が
職
場
で
受
け
た

不
当
な
扱
い
に
包
括
的
に
対
応
す
る
組
織
と

し
て
誕
生
し
た
。
紹
介
す
る
事
例
は
、
日
雇

い
労
働
に
関
す
る
研
究
を
通
し
て
、
個
人
的

に
よ
く
知
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

日
雇
い
労
働
者
の
た
め
の
労
働
者
セ
ン
タ

ー
が
登
場
し
た
の
は
比
較
的
最
近
で
あ
り
、

ほ
と
ん
ど
の
セ
ン
タ
ー
が
過
去
一
〇
年
以
内

に
設
立
さ
れ
た
。
米
国
全
体
で
は
現
在
、
一

五
州
に
六
五
カ
所
の
労
働
者
セ
ン
タ
ー
が
あ

る
。
こ
う
し
た
セ
ン
タ
ー
の
大
半
は
地
方
自

治
体
が
出
資
し
、
地
域
の
組
織
や
教
会
の
グ

ル
ー
プ
が
運
営
に
当
た
っ
て
い
る
。
よ
り
高

度
な
施
設
は
、
日
雇
い
労
働
者
の
職
業
人
生

を
向
上
さ
せ
る
こ
と
を
第
一
の
目
的
に
、
雇

用
あ
っ
せ
ん
所
を
運
営
し
、
労
働
者
の
権
利

を
守
る
活
動
（
賃
上
げ
要
求
の
提
出
、
労
働

安
全
衛
生
法
に
関
す
る
訓
練
の
要
求
）
を
調

整
し
、
各
種
サ
ー
ビ
ス
（
英
語
を
母
国
語
と

し
な
い
人
の
た
め
の
英
語
コ
ー
ス
、
市
民
社

会
に
お
け
る
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
）
を
提
供
し
、

地
域
の
イ
ベ
ン
ト
を
主
宰
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
労
働
者
の
権
利
の
擁
護
団
体
、

労
働
者
セ
ン
タ
ー
、
地
域
の
調
整
機
関
の
同

盟
で
あ
る
全
米
日
雇
い
労
働
者
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク(

Ｎ
Ｄ
Ｌ
Ｏ
Ｎ
：w

w
w

.ndlon.org)

の
取

り
組
み
を
通
じ
て
、
日
雇
い
労
働
者
ら
は
問

題
の
解
決
に
自
ら
取
り
組
む
よ
う
に
な
っ
て

い
る
。

　

Ｎ
Ｄ
Ｌ
Ｏ
Ｎ
の
活
動
は
重
要
な
成
果
を
生

み
出
し
て
い
る
。
こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
非

凡
な
点
は
、
非
常
に
広
い
範
囲
を
網
羅
し
て

い
る
こ
と
、
ま
た
労
働
市
場
の
中
で
労
働
組

合
が
こ
れ
ま
で
避
け
て
き
た
部
分
で
あ
る
住

宅
建
築
に
携
わ
る
労
働
者
の
組
織
化
に
成
功

し
た
こ
と
で
あ
る
。
Ｎ
Ｄ
Ｌ
Ｏ
Ｎ
が
成
功
し

た
理
由
は
、
自
ら
を
強
力
な
全
国
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
と
し
て
組
織
化
し
た
こ
と
、
労
働
運
動

と
重
要
な
連
携
を
確
立
し
た
こ
と
、
国
家
や

地
域
レ
ベ
ル
の
公
共
政
策
に
影
響
を
及
ぼ
し

た
こ
と
な
ど
に
あ
る
。
大
手
・
中
小
業
者
を

含
め
た
建
設
支
出
は
数
十
億
ド
ル
に
達
し
、

建
設
に
携
わ
る
労
働
者
は
数
百
万
人
に
の
ぼ

る
。
米
国
労
働
総
同
盟
・
産
業
別
組
合
会
議

(

Ａ
Ｆ
Ｌ-

Ｃ
Ｉ
Ｏ)

、
レ
イ
バ
ラ
ー
ズ

(L
aborers)

、
そ
の
他
の
提
携
労
働
組
合
は

Ｎ
Ｄ
Ｌ
Ｏ
Ｎ
の
力
を
借
り
て
、
住
宅
建
設
業

界
の
労
働
者
た
ち
に
組
織
化
の
方
法
を
教
え

る
こ
と
に
し
た
。
Ｎ
Ｄ
Ｌ
Ｏ
Ｎ
が
組
織
化
さ

れ
た
労
働
力
な
ら
で
は
の
保
護
措
置
と
利
点

を
持
っ
て
労
働
運
動
の
本
流
に
入
っ
て
行
っ

た
こ
と
だ
ろ
う
。

結
論
： 

社
会
・
政
治
問
題
と
し
て

の
非
典
型
雇
用

　

非
典
型
雇
用
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
、
連

邦
政
府
に
よ
る
男
女
同
一
賃
金
法(E

qual 
P

ay A
ct)

で
は
、
同
じ
仕
事
を
し
て
い
る

男
女
に
同
一
の
賃
金
を
支
払
う
こ
と
を
義
務

付
け
た
厳
格
な
規
則
が
あ
る
も
の
の
、
パ
ー

ト
タ
イ
ム
労
働
者
と
派
遣
労
働
者
に
は
適
用

さ
れ
な
い
。
ま
た
家
族
介
護
休
暇
法(

Ｆ
Ｍ

Ｌ
Ａ)

に
規
定
さ
れ
た
福
利
厚
生
の
提
供
を

望
ま
な
い
多
く
の
企
業
は
、
派
遣
社
員
、
契

約
社
員
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
（
同
法
で

は
週
の
労
働
時
間
二
五
時
間
以
下
の
労
働
者

と
定
義
さ
れ
て
い
る
）
の
数
を
増
や
し
、
正

社
員
の
人
数
を
五
〇
人
未
満
に
抑
え
れ
ば
、

同
法
の
適
用
を
免
除
さ
れ
る
。

　

そ
の
た
め
、
〇
八
年
一
二
月
に
民
主
党
の

ケ
ネ
デ
ィ
上
院
議
員
と
マ
ロ
ニ
ー
上
院
議
員

が
、
企
業
や
組
織
の
従
業
員
に
労
働
時
間
の

短
縮
や
勤
務
時
間
の
変
更
を
請
求
す
る
権
利

を
与
え
る
た
め
に
、「
勤
労
者
世
帯
フ
レ
キ
シ

ビ
リ
テ
ィ
法
案(W

orking F
am

ily 
F

lexibility A
ct)

」
を
提
出
し
た
。
も
し
こ

の
法
案
が
可
決
さ
れ
れ
ば
、
州
政
府
や
連
邦

政
府
の
監
視
機
関
は
、
賃
金
や
労
働
時
間
の

分
野
で
、
い
く
つ
か
の
労
働
・
雇
用
に
関
す

る
法
律
の
内
容
の
明
確
化
を
迫
ら
れ
る
だ
ろ

う
。
こ
の
法
案
は
、
①
求
め
ら
れ
る
労
働
時

間
、
②
求
め
ら
れ
る
出
勤
回
数
、
③
求
め
ら

れ
る
勤
務
場
所
に
関
連
す
る
要
求
で
あ
る
限

り
、
従
業
員
が
雇
用
主
に
対
し
、
雇
用
契
約

条
件
の
変
更
を
求
め
る
こ
と
を
認
め
て
お
り
、

こ
う
し
た
要
求
に
つ
い
て
雇
用
主
が
果
た
す

べ
き
義
務
を
い
く
つ
か
明
記
し
て
い
る
。




